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第34条

第3章有限会社
CHAPITRE皿

SOCIET：ES　A　RESPONSABILITE：LIMITEE

　〔前註〕

　　1．総説　　新会社法の制定によって実現されたフランス会社法の改正は，

種々の点において注目すべき内容を包蔵しているが，本章において取り上げる有限

会社もその例にもれるものではない。ことに有限会社の法律として・長い間維持さ

れてきた1925年3月7日の法律に替わり，有限会社がその他の商事会社と並んで新

会社法典の中にとり入れられたことは，会社法を一本化する意味においてきわめて

革新的であり，ここに会社法典の集大成をみることができる。

　　しかし，有限会社の改正は，単に1925年法が会社法典に移されたということだ

けではなく，有限会社制度それ自体についても多くの点に改正がもたらされたこと

が注目される。この制度の内容を具体的に各条文について検討する前に，まず，わ

れわれは有限会社の沿革，改正の経緯およびその改正の要点を考察しておく必要が

あると思う。

　　2．有限会社法の沿革と発展　　フランスにおいて，有限会社制度の採用を

みたのは，1925年3月7目の法律の制定によってであった。しかし，この有限会社

の制度は周知のごとくドイツの立法者の創案にもとづぎ1892年4月20目のドイツ有

限会社法の制定によりはじめて生れたものであり，今日の諸国にみられる有限会社

の制度は，いずれもこのドイツの制度を継受したものであって，フランスのそれも

また同様であった。ただ，他の諸国とちカミって特徴的なことは，この制度のフラン

スヘの導入の動機が，第一次世界大戦の結果，フランスがドイツから回復したアル
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サス・ロレーヌ地方において，すでにドイツ法の下における有限会社の普及と繁栄

およびその存続の要望があったという点である。

　　当時のフランスにおいては，全体として実際界は伝統的な会社形態に馴れてい

たため，新しい制度の採用ということに十分の関心を示していなかったのであるが，

ひとたび有限会社の制度が採用されるや，それはドイツにおけると同様に非常な成

功をおさめ，その成功は外国制度の導入においてこれ以上の例をあげることのでき

ないほどの急速かつ輝やかしいものであった。

　　これを統計からみると，たとえぽ，1937年における有限会社の数は全会社数の

約三分の一である52，549であったものが，1950年には217，906と約4倍に増加し，

またその後の設立数も次第に増加しており，1960年には7，883，1961年には8，436，

1962年には9，477，1963年には10，667にのぽっている（斑Pert　Par　Roblot，P・476）。

さらに1964年末における各会社の統計数をみると（Statistiques　et　Etudes伽and・

さres　du　Ministさre　de1’Economie　et　des　Finances，nQ218f6vrier1967）下表の

ようになる（Vumermet　et　Hureau，pp・1－2）。この数字からみて，いかに有限会

社の形態がフランスにおいて普及しかつ繁栄しているかが明白になると思う。

社
社
社
社
社

　
　
　
　
会

会
会
会
会
資

限
式
名
資
合

　
　
　
　
式

有
株
合
合
株

117，756

66，968

15，676

　1，539

　　176

　　フラソスにおける有限会社のかかる普及は，当初は主として有限会社が享受し

ていた税法上の特権に帰せられるべきものであるが（営業利益の算定において，会

社はその純益から一般費用を控除することができる。ところで有限会社については，

当初は業務執行者の報酬を一般費用に含めることがみとめられていたので，全社員

を業務執行者に選任し，彼等に一般費用とされる報酬を与えることにより課税の軽

減をはかることができた），この特権も1928年および1932年において著しく減少し

たにもかかわらず，なおその数が増加しつづけたという事実は，その根本的な基礎

として，他の会社形態にはみられない利点がこの会社形態に備わっていることを証
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明するものである。つまり，一方では人的会社（合名会社・合資会社）の社員に比

べて，有限会社の社員はその出資を限度とする有限責任を享受することによって企

業危険を軽減できるのみならず，社員の死亡，破産，禁治産等によって会社の解散

を生ぜしめないことにより企業の維持をはかることができる。他方では株式会社に

比べてその設立手続の繁雑，費用の多額，組織の複雑さを免がれ，かつその法的規

整の柔軟性の利便を有するからである。すなわち有限会社は親近な人的関係に立つ

少数人より成る中小企業にとって，その資本会社的性格を維持しながら運用しうる

長所を有するところに，中小企業の多いフランスの経済的現実に即応しえたのであ

る。

　　　3．改正の経緯　　しかしながら，これらの利点に対する反面，有限会社の

濫用の弊害も少なくなく，1925年法はその後数度にわたる重要な改正を経た。その

改正には，直接に同法の規定を修正する形式をとったものもあれば，他の法令の規

定による間接的な変更としてあらわれたものもあるが，ともかく，それらの改正の

大部分は有限会社の利用に伴う弊害の防止ないしは会社と取引関係に立つ一般第三

者の保護を主眼とするものであった。その主な改正点を略述すると，

　　（1）有限会社の利用範囲の制限　　1925年法（2条）は，有限会社は保険会社，

融資会社または貯蓄会社以外のいかなる目的のためにも設立することができると定

めていたが．その後の特別法令をもって．銀行業（1941年6月13目法律第6条），

証券仲買：および仲立業（1942年2月14目法律第19条の3），興行業（1945年10月13

目オルドナソス第6条第3項）につぎ有限会社の形態の利用を禁止している。

　　（2）最低資本額の引上げ　　1925年法の下では，その最低資本金額が2万5千

フランであったものを，1938年6月14日のデクレ・ロワにより5万フランに引上げ，

さらに第2次大戦後における貨幣価値の下落に伴い，1953年8月9日のデクレはこ

れを100万フランに引上げた。

　　（3）公示主義の強化　　有限会社の濫用を是正し，会社と取引する一般第三者

の利益を保護するため公示制度が強化された。それは1938年のデクレ・ロワおよび

1953年のデクレにあらわれた定款の抄本および附属書類の公告，商業登記制度の大
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改正，定款変更の申告等に顕著である。

　　（4）業務執行者の責任の強化　　上に述べた公示主義の強化と並んで，会社の

経営を担当する業務執行者の道義の高揚と責任の強化とが有限会社制度の濫用の防

止と第三者保護に資するという見地から，まずはじめに1935年10月30目のデクレ・

ロワは，有限会社の指揮者，とくに業務執行者が会社の法人格の背後にかくれて自

己の行動を擬装し，利益はこれを着服し，責任だけを会社に負担させようとするあ

らゆる計画を挫折させるため，業務執行者に対する，いわゆる破産拡張の制度を設

けた。同様な精神から1953年8月9目のデクレもまた，有限会社の破産または清算

整理の場合に，会社資産の不足が明らかになったときは，商事裁判所は管財人の請

求または職権により，実際に会社の業務執行に関与している者に対して，会社債務

の全部または一部について責任を負担させる制度を設けた。

　　その他，1947年8月30日のr商工業の道義刷新に関する法律」は，業務執行者

の道義を高揚する目的で，その道義心につき非難を受くべき者，すなわち一定の罪

を犯した者が商人となったり，会社の取締役，業務執行者，監査役となることを禁

止し，またはその権利を剥奪する旨を定めた。

　　以上のような改正過程を経ながら，さらに抜本的な改正を行なったのが1966年

7月24日の法律である（34条ないし69条）。この法律もその後，1967年1月4目の

法律（67－116号，2条），1967年7月12日の法律（67－559号，7条ないし11条），

1967年7月13日の法律（67－563号，157条），1967年12月22目の法律（67－1172号，

21条），1968年7月31日の法律（68－696号，10条），1969年1月6目の法律（69－

12号，2条），1969年7月8目の法律（69－717号，3条）および1967年3月23目の

デクレ（67－236号）によって改正または補完されているが，これらを含めてここで

は総括的に有限会社に関する新会社法と呼ぶことにする。

　　　4．新会社法の特色　　新会社法は種々の点に重大な改正をもたらしている

が，これらの諸点を集約すれば，それは元来，人的会社と資本会社との混合形態

（forme　hybride）といわれていた有限会社の性格を変更し，人的会社の色彩を弱

めると同時に，資本会社，より具体的には株式会社制度への接近を示し，いわば小
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資本会社（Petites　soci6t6s　de　capitaux）としての特徴を示すに至ったことである。

この傾向は次のような点に顕著にあらわれている。

　　（1）有限会社の名称は，人的会社に特有な商号（raison　socia1）によることを

えず，株式会社と同様に社名（d6nomination　socia1）亭こよらねばならないこと。

　　（2）設立手続が以前より厳格となり，資金を公募しない株式会社の設立手続に

きわめて近くなったこと。

　　（3）一定の有限会社における会計監査役の強制的設置，社員の単なる過半数に

よる業務執行者の解任，業務執行者または社員と会社との間における自己取引の制

限・禁止，計算書類の承認のための年次総会の開催などにみられる社員地位の強化。

　　（4）持分の人的性格が弱められ，持分の譲渡が従来よりも容易にみとめられる

こと。

　　このようにみてくると，結局，有限会社は疑うべくもなく資本会社の体制に向

って一歩を印したということができるのであって，より具体的にいえば，改正の主

目的は有限会社の株式会社制度への接近にあるということがでぎる。以下では，各

条文に従って解説しながら，この点をより明白にしてゆきたいと思う。

　　　5．外国法との比較　　なお，本書ではできるかぎり他の国の法制との比較

を行なうことになっているのであるが，現状では時間的および資料的な制約が大き

いため，詳細な部分の比較検討はぎわめて困難であるので，その詳細な点は後目の

研究によって補完することを期し，ここでは主にCanizar6s“La　soci6t6a

responsabilit61imit6e　en　droit　compar6”Revue　intemationale　de　droit

comPar6，1950．p．49以下およびこの論文を多く引用されている鴻教授のr有限

会社法の比較法的研究」を基本にして主要部分の比較検討に止める。

　　もっとも，Canizarさsの有限会社に関する比較法的考察はきわめて広汎な国に

及び，ラテンアメリカ諸国における法制までも対象とされているのであるが，本書

ではこれを限定して，ヨーロッパ主要国，とくにEEC構成国を中心として叙述し

たいと思う。EEC構成国の中で有限会社の法制を有する国としては，フラソス法

の母法となった1892年4月29目のドイツ有限会社法（1898年5月20目法によって改
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正）をはじめとして，1935年7月9日のベルギー法，1933年9月19目のルクセンブ

ルグ法，1942年のイタリア民法典がある。しかしオランダだけは現在のところ有限

会社制度をみとめていない。Canizarさsによると，その理由は，オランダでは，株

式会社法（1929年6月25日法）がぎわめて柔軟性をもっており，その株式について

も社債についても資金を公募せず，また株式の譲渡を定款によって制限し，会社を

全社員が管理する限定された株主数をもってする，いわゆる私的，閉鎖的または同

族的な株式会社を創設することが法律上許されているからであるとされている。こ

の意味で，EEC構成国ではあるけれども，オラソダ法はここでは比較の対象とし

ない。

　　これに反して，大陸型の有限会社制度は存在しないが，しかしこれにひとしい

会社形態として私会社（private　comany）をみとめるイギリス法（1948年会社法）

および有限会社法制の中で若干の独自性を示すスイス法（1936年債務法）は，フラ

ンス法との比較においてきわめて興味があるので，とくに両法を必要に応じてとり

あげたいと思う。

　　なお，ドイツでは，1969年の4月にr有限会社に関する法律の報告者草案」

（Referententwurf　eines　Gesetzes逓ber　Gesellschaften　mit　beschrankter　Haf－

tung）が公表され，有限会社法の改正の動き淋みられるが，本章執筆当時において

は未だ実現されていないので，ここでは上記の現行法によったことをとくに付記し

ておきたい。

　　　6．参考文献　　本章の執筆にあたり参照した文献は，巻頭の凡例にかかげ

られたものの外に，次のものがある。これらの文献を本章では著者名のみをもって

引用する。

　　（1）邦語文献　　（a）改正前のもの，大隅健一郎r有限会社法」仏蘭西商法

〔1〕現代外国法典叢書（19）。鴻常夫r有限会社の比較法的研究一フラソス法を中

心とする考察」（有限会社法の研究所収）。

　（b）改正後のもの，山本桂一，フラソス商事会社法（法務資料398号）。山口幸五

郎・加藤徹rフランス新会社法」阪大法学第68号。
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　　（2）外国文献　　（a）改正前のもの，G．：Ripert，Tra圭t6616mentaire　de　droit

commerda1（1954）l　J．Escarra，Cours　de　droit　commercia1（1952）；Hamel

et　Lagarde，Trait6de　droit　commercia1，Tome　I．（1964）。

　（b）改正後のもの．J．Rousseau“：Le　r6gime　des　soci6t6sゑresponsabilit6

1圭mit6e　depuis　la　r6formes　du24juillet1966”J．C．P．（24－sept－1966）；B。

Pi6deliらwe　et　F．Cathala，G6rance　et　direction　des　S．A。R．L　et　des

soci6t6s　de　personnes（1970）l　J．Moli6rac，Manuel　des　soci6t6s，Tome　II

（soci6t6s　a　responsabilit61imit6e）（1970）l　R・Vergnaud，Pr6cis　de　droit　des

soci6t6s　commerciales（1967）l　Roger　et　Jacques，：Lefebvre，La　r6forme　des

soc至6t6s　commerciales　en　tableaux　pratique，（1966）l　J．：Richard，Le　droit

忍es　soci6t6s　commerciales（1967）l　Richard，Caract6ristiques　compar6es　de　Ia

S　A．R．：L．（anc圭en　et　nouveau　r6g圭me）」．C。P．一c1（1966－80060et1967－

80866）l　D6rupp6，Le　nouveau　visage　de　la　S．A．R　L，」．C．P．・c1（1967－81367）l

Houin　et　Gor6，La　r6forme　de　soc玉6t6s　commerciales，D．1967，1．2121．

法第34条〔社員の責任と商号〕

　①有限会社は，その出資の限度においてのみ会社の損失につき責任を

負う社員の間で設立される。

　②この会社は商号により表わされる。商号には1人または数人の社員

の名を加えることができ，かつそれには《有限会社》の語または《S・A

R．L．》の頭文字および会社資本の表示を直前または直後に付さなければ

ならない。

　：Loi　Art．34．一La　soci6t6a　responsabilit61imit6e　est　constitu6e

entre　des　associ6s　qui　ne　supPortent　Ies　pertes　qu，a　concurrence

de　leurs　apports．
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有　限　会　社

　EIle　est　d6sign6e　par　une　d6nomination　sociale，a　Iaquelle　peut

6tre　incorpor61e　nom　d’un　ou　plusieurs　associ6s，et　qui　doit　etre

pr6c6d6e　ou　suivie　imm6diatement　des　mots《soci6t6a　responsabi－

1it61imit6e》ou　des　initiales《S．A　R．L》，et　de1’6nonciation　du

capital　socia1．

令第28条〔商号の必要記載〕

　会社カミ第三者宛に発する証書および書類，とくに各種の通信文・計算書・報知

および広告には，《有限会社》の語または《S．A．R．L》の頭文字および会社の

資本額の表示をその直前または直後に付記した明瞭な商号を表示しなければなら

ない。

　D6c．Art．28．一Les　actes　et　documents6manant　de　la　soci6t6et　destin6s

aux　tiers，notamment　les　lettres，factures，annonces　et　publications　diverses，

doivent　indiquer　la　d6nomination　sociale，pr6c6d6e　ou　suivie　imm6di－

atement　et　lisiblement　des　mots《soci6t6a　responsabilit61imit6e》ou　des

initiales《S．A．R．：L．》et　de1’6nonciation　du　montant　du　capital　sociaL

　〔解　説〕

　　　1．社員の有限責任　　有限会社では株式会社と同様に，社員はその出資の

限度においてのみ会社債務について責任を負う，いわゆる有限責任社員により構成

されている。すなわち，社員はその出資した財産の全部を失うことがあっても，会

社債権者は社員の個人財産について支払を求めることはできず，会社財産が会社債

権者の唯一の担保財産を構成するものである。

　　有限責任の語は通常上のような意味に解されるのであるが，本条第1項では，

さらにrその出資の限度で損失を負担する社員の間で設立される」という表現が使

われている。これはいわゆるr損失分担」（contribution　aux　pertes）の規定であ

って，社員が会社の損失をいかなる程度において負担せねばならないかに関連し，

社員間の内部関係を目的とするものである（Vuillermet　et　Hureau，PP・52，53）。
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　　元来，損失の分担は社員間の契約によって規制されるものであるが，定款に規

定なぎときは，各社員に対しその出資の金額に比例するとされている（民法典1853

条1項）。しかし有限会社においては，社員の会社損失に対する負担部分が出資の限

度までと法定されており，これと異なる契約が許されない点に特色がある。つまり．

有限会社は社員の内部関係としての損失分担について有限性を示す，いわゆる

Sod6t6a　Risque　Limit6に属するものである。

　　　2．商号　　（1）会社はこれを構成する社員とは別個の法的人格者として，

社員より自己を区別するための名称を有しなければならない。これはわカミ商法でい

う商号（nom　commercia1）に当るものであるが，フランスでは会社が用いる商号

については，これを《raison　socia1》と《d6nomination　social》との2つに区別し．

前者は合名会社，合資会社などのいわゆる人的会社における名称として社員の名を

もって構成されるのに対し，（法11条，25条参照），後者は株式会社などのいわゆる

資本会社の名称として社員の名をもって構成されず，営業の実体その他の名称をも

って構成されるものとされている。

　　有限会社の商号については，1925年法の第11条はr有限会社は，その目的たる

事業を指示してその名称となし，または1人もしくは数人の社員の氏名より成る商

号をもって表わされる」として，raison　socia1による表示を許していたのである

が，本条はこれを禁止した（2項）。けだし，新会社法は有限会社を資本会社とし

て明白に位置づけたからである。ただし，株式会社の商号と同様に（法70条参照），

1人または数人の名を商号に加えることはできる。しかしこの場合にraison　socia1

の特徴である《et　compagnie》の記載を伴うことは禁止される。

　　（2）第三者に対して有限会社たることを示すために，この会社の商号にはr有

限会社」の語または《S・A・R』L・》の頭文字および会社資本の表示を必ず直前また

は直後に付さなけれぽならない。そして会社が第三者にあて発する証書および書類，

ことに種々の通信文，計算書，報知および広告には，この点を明記しなければなら

ない（令28条）。

　　略号の使用については，1925年法の制定当時，若干の商工団体からドイツにお
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けるG．m．b。H．にならい，S．A。R．Lを付しうる旨の要求があったのであるが

議会により拒否された。しかし実際には，この種の会社の頭文字だけを記載するも

のが次第に多くなり慣行化したため，新会社法ではこの慣行を法認したのである。

　　（3）商号に関する以上の定めに違反した場合には，業務執行者の民事責任，刑

事責任（法429条参照）が生ずるばかりでなく，社員は，法定表示の欠落が第三者

をしてこの会社を合名会社と信ぜしめるような錯誤におとし入れた場合には，合名

会社の社員と同様の責任（無限責任）を負うとする判例がある（Colmar，140ctobfe

1932，S．1933．2．431Montpiller，29novembre1935．J。soc，1936．p．432；

Paris，5mai1936，S．1936．2．148）。ただし，第三者がこの会社の性格を知って

いたときはこのかぎりでない（Ripert　par　Roblot，P・481）。

法第35条〔会社資本額の制限〕

　①この会社の資本は，少なくとも2万フランでなければならない。（1967

年7月12目法律第67－559号により改正）《資本は均等の持分に分割され

る。持分の名義額は，命令により定める金額を下ることができない》・

　②資本が前項の金額未満に減少したときには，会社は1年の期間内に

前項の定める金額とするために資本を増加しなければならない。ただし，

同一期間内に他の形態の会社に組織変更するときはこの限りでない。こ

れらの手続がとられないとぎは，利害関係人はその状態の補正を会社の

代表者に催告した後，裁判所に対して会社の解散を請求することができ

るo

　③裁判所が第1審として本案を審理中に，この解散原因が存在しなく

なったときは，前項の訴権は消滅する。

　Loi　Art．35．一Le　capital　de　cette　soci6t6doitδtre　de20000F　au

moin＄　（L．n。67－559du121ui11。1967）《皿est　d圭vis6en　parts
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sociales6gales，dont　le　montant　nominal　ne　peut6tre　inf6rieur　a

une　somme丘x6e　par　d6cret．》

　Sa　r6duction　a　un　montant　inf6rieur　doit　etre　suivie，dans　le

d61ai　d，un　an，　d，une　augmentation　ayant　pour　effet　de　le　porter

au　montant　pr6vu　a1’alin6a　pr6c6dent，a　moins　que，dans　le　meme

d61ai，1a　soci6t6n’ait6t6transform6e　en　soci6t6d，une　autre　forme．

A　d6faut，tout　int6ress6peut　demander　en　justice　la　dissolution

de　la　soci6t6，　aprさs　avoir　mis　les　repr6sentants　de　celle－ci　en

demeure　de　r6gulariser　la　sit亡ation。

　L’action　est6teinte　lorsque　cette　cause　de　dissolution　a　cess6

d’exister　le　jour　o貢le　tribunal　statue　sur　le　fond　en　premiさre

instance．

令第21条〔持分の名義額〕

持分の名義額は100フランを下ることができない。

　D6c．Art．21．一：La　valeur　nominale　des　parts　sociales　ne　peutδtre

inf6rieure　…批　cent　francs．

令第3m条〔新会社法施行前に設立された会社の特例〕

　①命令第21条の規定は，会社法の施行前に設立された有限会社にはこれを適用

しない。

　②（1968年1月2目命令第68－25号により改正）前項の各会社において，本

法施行の時に存する持分の名義額が100フランに満たないときは，持分の名義額

はその額以下にすることはできない。

　D6c．Art．301。一La　disposition　de1’article21n’est　pas　applicable　aux

soci6t6sきresponsabilit61imit6e　constitu6es　avant　rentr6e　en　vigueur　de

Ia　loi　sur　les　soci6t6s　commerciales．
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　（D6cr少no68－25du2janv．1968）　《Dans　chacune　de　ces　soci6t6s，1a

valeur　nominale　des　parts　sociales　ne　rourraδtre　fix6e　a　un　montant

inf6rieur　a　celui　des　parts　existant　lors　de　cette　entr6e　en　vigueur，

10rsque　ce　demier　montant　est　Iui・meme　inf6rieurゑ100F》

令第52条〔解散請求の訴〕

　資本が法定最低額以下に減少したときは，会社解散請求の訴は，会社法第35条

第2項に定める補正を催告した日から2ヵ月を経過したときにかぎり受理される。

この催告は裁判外の送達証書により会社に宛てなされる。

　D6c．Art．52．一Lorsque　le　capital　social　a6t6r6duit　a　un　montant

inf6rieur　au　minimum16ga1，raction　en　dissolution　de　la　soci6t6n’est

recevable　que　deux　mois　aprさs　la　mise　en　demeure　de　r6gulariser　la

situation，　pr6vue　ゑ　1，article　35，　alin6a　2，　de　la　loi　sur　les　soci6t6s

commerciales．Cette　mise　en　demeure　est　adress6e　a　la　soci6t6par　acte

eXtrajUdiCiaire．

　〔解　説〕

　　　1．資本金額の最低限　　（1）有限会社が有限責任社員のみから成る一元的

組織をもって構成される会社形態である以上，各社員が出資し，しかも会社の責任

の限度を劃するものとしての資本については，その最少限度を設けることは，かか

る有限会社と取引する第三者を保護するための最も重要な要請の一つである。それ

と同時に，これは余りにも貧弱な資本をもつ有限会社の濫用的な設立を防止するた

めにも役立つ。

　　最低資本額の定めを沿革的にみると，1925年法の制定当時は250フラソであっ

たが，その後1938年6月14日のデクレ・・ワにより500フランに引上げられ，そし

てこの数額はフラソの下落にもかかわらず長い間維持されていた。しかし1953年8

月9日のデクレは貨幣価値の下落によるだけでなく，rみせかけ会社」（soci6t6
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fagade）の設立を防止するために，これを一挙に1万フランに引上げ，かつこれに

違反する会社を無効とした。これに対し新会社法は，まずその金額を2万フランに

倍増すると同時に，後述の如くその違反について特別の措置を定めるに至った。

　　しかし政府の意向では，この2万フランの金額でも少額にすぎるとされている。

もっとも，フランスにおいて有限会社形態をとる小会社が籏生するのは，企業主

（chef　d’entreprise）が有限会社の形態でもって事業を行なうことにより，従業員

（salari6）の外観をとって，税法上または社会法上の利益を得んがためであること

が多い。したがってこれは会社法で解決する問題ではなく，税法上，社会法上の間

題とすべきであるとの見地から，最終的にはこの金額に決定されたものといわれる

（Hamiaut・1・p・46）。ただし，新聞事業を目的とする有限会社については，その

最低資本金額は2，000フランと定められている（法491条2項）。

　　（2）以上の資本額の最低限と異なり，その最高限については格別の定めがない。

しかしP16ven委員会では，有限会社はその閉鎖的特質から中規模を超えるもので

あってはならないとし，資本金額の最高限を500万フランと定めるべきであるとす

る提案がなされたのであるが，これは支持されなかった。政府草案の理由書はr大

資本をもつ有限会社は，その運営に支障を生ぜしめるものではない」と指摘してい

るが（Hamiaut，1．p．46），さらにかかる制限がなくとも，後述の有価証券の発行

禁止規定は（法42条参照），大会社をして有限会社の形態の採用をちゅうちょせし

めるものと考えられる（Ripert　par　Roblot，P．486）。

　　（3）資本の最低金額は，会社の設立に際して要求されるだけでなく，会社の存

続中も常に維持されるべぎものであるが，会社の存続中にこの資本額が法定の最小

限以下となったときは，会社は1年の期間内に，少なくとも2万フランまで資本の

額を引上げるための資本の増加を行なうか，それとも他の形態の会社に組織変更す

るかの，いずれかの方法を選択しなければならない。ただし組織変更をするにして

も，有限会社より高い最低資本額が法定されている株式会社（法71条参照）には変

更することは不可能であるから，合名会社や合資会社にかぎって組織変更が許され

ることになる。この場合には，総社員の同意が必要となる（法69条1項参照）。
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　　会社が1年の補正期間内にいずれの方法もとらないときは，利害関係人はその

補正を会社の代表者に催告した後，裁判所に対して会社の解散を請求することがで

きる。しかしこの解散訴権は，裁判所が第1審として本案を審理中に解散原因が存

在しなくなったとき・は消滅する（2項，3項，令52条）。

　　（4）資本の金額が2万フラン以下である既存会社は，新会社法施行後18ヶ月以

内に，その資本を法定最低限に達するよう増加するか，解散するか，あるいは本法

が既存の資本額を超える資本額を要求していない他の会社の形態に組織変更するか

の，いずれかの方法を選択しなければならない。この規定に従わない会社は法律上

当然に解散するものとする（法500条2項，3項）。

　　　2．資本と持分との関係　　資本はすべて持分（Parts　sociales）に分割され

る。各持分の金額は均一であることを要し，かつその金額は100フランを下ること

をえない（令21条）。ただし，この金額は新会社法の施行前に設立された会社にお

いては，施行時の現存金額以下に定めることはできないとして，令第21条の適用を

除外している（令301条）。

　　　3．外国法との比較　　（1）資本額の制限　　この間題に関しては，最低限

および最高限の双方に関連して，現在立法例が3つのグループに分れている。

　　すなわち，第1の型としては，資本額の最低限も最高限も法定しない立場であ

り，イギリス法の採用するところである。いうまでもなく，イギリス法にいわゆる

私会社（private　comPany）は株式会社の1種であり，ただ一定の条件の下に，一

定の規定の適用が免除されているだけで，実質はやはり株式会社であるから，資本

額について株式会社と同様の制限に服し，それ以外の制限はない。

　　第2の型は，設立のために必要な資本の最低限は定めるけれども，その最高限

を法定しないドイツ型である。この型が最も多く，ドイツ（1892年法6条で2万マ

ルク），ベルギー（1935年法120条で5万フラン），ルクセンブルグ（1933年法182

条で10万フラン），イタリー（民法典2472条で5万リラ）がそれである。なお，イ

タリーでは資本が100万リラをこえたときは監査役会の設置が法定され（同法2488

条），また1億リラをこえるときは設立に政府の許可が必要とされていることは注
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目に値する（1946年2月15目，1947年1月4日，1948年2月3目各統令）。前述の

如く，フランスもこの型に属する。

　第3の型は，資本の最低限とともに，その最高限を法定する立場であり，これ

はスイスによって採用されている型である。すなわち，スイス債務法は，有限会社

の資本は少なくとも2万フランでなけれぽならず，また200万フラソをこえてはな

らないとしている（773条）。

　（2）持分の法的性質　　持分は，社員が会社に対して有する権利義務の総体で

あることについては各国法になんらの相違はないが，社員がいかなる持分を有する

か，また取得しうるかについては立法例として3つの型に分類することができる。

　第1の型は，原始持分単一主義（systさmedepartuniqueinitiale）といわれ

るものであって，各社員は1つの持分しか引受けることがでぎないが，後に他の持

分を取得したときは，最初の持分は個性を失わず，後に取得した持分と混合しない

とする立場であり，ドイツ法（1892年法5条）の採るところである。

　これに対して第2の型は恒久的持分単一主義（systさme　de　part　unique

permanente）と呼ばれるものであり，各社員が1つの持分しか有しえない点は前

の型と同様であるが，後に他の持分を取得することがあっても，その持分と前の持

分とは混合するとする立場であってスイス法（債務法774条：および796条）の採用す

るところである。イタリアにおいても，明文の規定はないが，学説その他権威ある

解釈によれば，恒久的持分単一主義がとられていることは疑がない。

　さいごに第3の型は，持分複数主義（systさme　de　plura1三t6de　parts）といわ

れるものであって，設立にさいしても，各社員は常に複数の持分を有しうるとする

立場であって，フランス法がその典型例である。これは法律に持分単一主義の規定

がないぼかりでなく，後述の法第58条1項はr各社員は，決議に参加する権利を有し，

かつその保有する持分と同数の議決権を行使することがでぎる」旨を規定している

ところから明らかである。ベルギー法（1935年法125条），ルクセンブルグ法（1933

年法19条）などもこの型に属する。なお，イギリス法がこの型に属することは，そ

の持分＝株式の建前上当然のことである。
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法第36条〔社員数の制限〕

　有限会社の社員数は50人を超えることができない。会社が50人を超え

る社員を含むに至ったときは，2年の期間内に株式会社に組織変更をし

なければならない。それを怠るときは，会社は解散する。ただし，上記

期間内に社員数が50人またはそれ未満になったときはこの限りではない。

　Loi　Art36．一：Le　nombre　des　associ6s　d’une　soci6t6ゑresponsabi－

1it61imit6e　ne　peut6tre　sup6rieur　a　cinquante．Si　la　soci6t6vient

a　comprendre　plus　de　cinquante　associ6s，elle　doit，dans　le　d61ai

de　deux　ans，δtre　transform6e　en　soci6t6anonyme．A　d6faut，elle

est　dissoute，a　moins　que，pendant　ledit　d61ai，1e　nombre　des

associ6s　ne　soit　devenu6gal　ou　inf6rieur　a　cinquante．

　〔解　説〕

　　　1．　社員数の制限　　1925年法の第5条はr社員の数はこれを制限しない。

2人のみにて足る」と規定していた。しかし本条は，一方では社員の数が2人以上

でなけれぽならないことは，民法典1832条に定められた会社契約の一般的定義から

当然のことであり，とくに規定を設ける必要はないとしてこれを廃止し，他方，こ

の会社における社員数の最高限を50人と定めることにより，旧法に重大な変更をも

たらした。

　　有限会社の社員数を50人に制限する観念は別にこと新らしいものではなく，か

ような定めはすでに1925年法の基礎となった1920年3月16日の政府草案にあらわれ

ていた淋，この提案は下院によって否決された。その理由は，第1にすべての社員

が定款の署名に参加すべき義務を負うことボ社員数の膨大な数に上ることを実際上

抑制するであろうこと，第2に社員の員数を制限するときは会社がその持分を従業

員に与えることを妨げ，ひいては従業員の利益参加の発展を阻止する危険のあるこ

と，の2点であった（H：amiaut，1．P・47）。

　　しかしこれに対しては，第1に掲げられた全社員の定款署名義務という保障は
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全く観念的なものにすぎず，その実効性はきわめて疑問であって，法律は社員の代

理人による定款署名をみとめているから（次条参照），この義務は余り大した制約

にはならないという批判がなされ，第2の理由に対しても，もしその最高限が余り

低すぎないならぱ，被傭者や労働者の数が少ない同族性をもつ小会社においては，

社員数の制限も彼等が企業の利益に参加することをなんら妨げるものではないとの

反論がなされ，1925年法が社員数の最高限を法定しなかったことは，フランスの大

多数の学者の非難の的となっていた（鴻，89頁）。

　　そして多数説は，社員の数が余り多いときは会社の内密性が失われ，本来，中

小企業に適する会社形態として創設された有限会社制度の意味を失わしめることに

なるから，その最高限を法定することにより，有限会社をその与えられるべき役割

内に止まらせ，同時に多数の社員から成る団体は，株式会社に関するより厳格でか

つ適切な法規整に服せしむべきであると提唱した。新会社法では，これらの意見を

考慮して社員数の最高限を50人と法定したのである。

　　　2．法定の最高限を超えた場合の措置　　会社が50人を超える社員を含むに

至ったときはどうなるか。ベルギー法やフランスの1920年の政府草案では，その違

反が会社の設立のさいに生じたときは会社を無効とし，この超過が会社の存続中に

生じたときは，法定の最高限を超える新社員の入社を無効とするという厳格な措置

が定められていた。

　　これに対し新会社法では，設立のさいの違反については同様に会社を無効とし

ているが，会社の存続中の場合には，相続による帰属のように社員数の超過が社員

の意思とは独立して生ずることを考慮して，その超過が生じた目から2年の期間内

に社員の数が50人またはそれ以下にならないかぎり，有限会社は株式会社に組織変

更しなければならないとし，いわゆる補正手段をみとめる柔軟な解決をとっている。

しかし2年の期問内にいずれの方法もとられないときは，会社は法律上当然に解散

する。

　　　3．夫婦会社との関係　　社員数との関連においては．一人会社および夫婦

会社（soci6t6entre6poux）カミ問題となるが，前者については本法第9条の解説
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を参照して頂くことにして，ここでは後者についてのみ述べる。

　　夫婦会社については，かつて破殿院判例（Cass．Req，15f6vrier1937，D．1938．

1．13）は，夫婦のみで有限会社を組織することは，たとい夫婦別産制をとる場合に

おいても許されず，かかる会社は無効であるとしていたが，この判例は学説からは

げしい非難を受けた。そして夫婦有限会社の有効を肯定する若干の判決（たとえば，

Lyon，3mai1948．D．1949．1461Paris，7d6cembre1954，D．1955．353）の変

遷を経た後，1958年12月19日のオルドナンスにより，民法典第1841条に加えられた

第2項は，r夫婦2人は同時に社員の数に数えることがでぎる」と定め，夫婦会社

に関する革新的な規定を設けるに至った。

　　しかし，この条文の解釈をめぐりなお異論があり，たとえぽ，アルジェ控訴院

はr夫婦2人は社員の数に数えることができるとするのは，当該夫婦以外に社員の

存在することを想定したものであり，有限会社は少なくとも夫婦2人に加えて3人

目の社員たる者が含まれないかぎり無効である」と判示した（Alger，2janvier

1962」・C・P・1962，70900）。新会社法はこの解釈上の疑問を解消するため，1966

年7月24目の補足法（Droitcomp16mentaire，nQ66－538）の第1条により，前述

の民法典第1841条を改正した。新条文はr夫婦2人は彼等だけで社員となることも

できれば，これに他の者を加えることもできる。夫婦は嫁資制（r6gime　matri－

monial）の如何を問わず，共にまたは別個に業務執行に参加することができる」と

している。

　　　4．外国法との比較　　社員数の最高限に関する問題については，立法例と

してこれを2つに分類することがでぎる。すなわち，社員数になんらの制限を加え

ない型と，社員数の最高限を法定する型である。前者の型は，ドィツ法，イタリー

法，スイス法の採用するところであり，後者の型は，イギリスの私会社（50人，

1948年法28条はrかつて使用人であった者または雇用関係終了後引き続いて社員と

なった者を除いて50人を超えることがでぎない」と規定している），ベルギー（1935

年法119条で50人，ただし，この制限は死亡または夫婦共通財産の清算を理由とし

て，社員の直系血族または配偶者に対して社員資格の移転を行なうことは妨げな
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い）。ルクセソブルグ（1933年法181条で40人，ただし，死亡または夫婦財産の清算

を理由とする持分の移転を除く）において採用されている。フランスでは旧法の下

では第1の型に属していたボ，今回の改正により第2の型に移行した。なお．ベル

ギー法（1935年法119条）が，夫婦会社の設立にさいして最低社員数として3人以

上であることを要求しているのが注目される。

法第37条〔定款の作成〕

　すべての社員は，自らまたは特別の代理権を証明する受任者により，

会社の設立行為に参加しなければならない。

　Loi　Art．37．一Tous　Ies　associ6s　doivent　intervenir　a1’acte　con．

stitut五f　de　la　soci6t6，en　persome　ou　par　mandata至re　justifiant

d，un　pouvoir　sp6cia1．

令第20条〔定款の原本および写し〕

　①定款が私署証書により作成されるときは，会社の本店に備置くための1通，

かつ諸手続を履践するために必要な数の原本を作成しなけれぽならない。

②前項のほか，印紙を貼用しない書類で作成された定款の写しを各社員に交付

しなけれぽならない。

　D6c．Art．20．一Si　Ies　statuts　sont6tablis　p＆r　acte　sous　seing　priv6，il

est　dress6　autant　d，originaux　qu，il　est　n6cessaire　pour　le　d6P6t　dヲun

exemplaire　au　siさge　social　et17ex6cution　des　diverses　formalit6s　requises．

　En　outre，un　exemplaire　des　statuts6tabli　sur　papier　libre　doitδtre

remis議chaque　associ6．
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令第26条〔設立中の会社の計算でなされた行為と会社によるその引継〕

　①設立中の会社の計算においてなされた行為の報告書は，各行為ごとに会社の

負担に帰せられる債務を摘示して，定款の署名前に社員に提示しなければならな

いo

　②前項の報告書は，これを定款に添付しなければならない。定款の署名は，会

社が商業登記簿に登記されたときは，会社による債務の引継を生ぜしめる。

　③前2項のほか，株主は定款をもってまたは別個の証書によって，1人または

数人の社員に対し，もしくは選任された非社員たる業務執行者に対し，会社の計

算において債務負担行為をなすべき委任を与えることができる。債務が確定し，

かつその態様が委任によって明確にされることを条件として，商業登記簿への会

社の設立登記は，その会社による債務の引継を生ぜしめる。

　D6c．Art。26．一：L，6tat　des　actes　accomrlis　pour　Ie　compte　de　la　soci6t6

en　formation，avec1，indication，rour　chacun　d，eux，de　rengagement　qui

en　r6sulterait　pour　la　soci6t6，est　pr6sent6aux　associ6s　avant　la　signature

des　statuts．

　Cet6tat　est　a皿ex6aux　statuts，dont　la　signature　emportera　reprise

des　engagements　par　la　soci6t6，10rsque　celle－ci　aura6t6immatricu16e　au

registre　du　commerce．

　En　outre，　Ies　associ6s　peuvent，　dans　les　statuts　ou　par　acte　s6par6，

donner　mandat　a1，un　ou　plusieurs　d，entre　eux　ou　au　g6rant　non　associ6

qui　a6t6d6sign6，de　prender　des　engagements　pour　le　compte　de　la

soci6t6．Sous　r6serve　qu，iis　soient　d6termin6s　et　que　les　modalit6s　en

soient　pr6cis6es　par　le　mandat，1’immatriculation　de　la　soci6t6au　registre

du　commerce　emportera　reprise　de　ces　engagements　par　Iadite　soci6t6．

令第27条〔申告書の作成〕

　①会社法第6条第1項の適用にもとづき作成される申告書は，すべての社員な

らびに業務執行者が社員でないときにはその者により署名されなけれぽならない。

　②前項の申告書は，定款変更の場合には会社の業務執行老により署名されなけ
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ればならない。

　③会社の設立または資本の増加に際しては，とくに申告書には，すべての持分

が引受けられかつ全額払込済であることを表示し，かつその払込から生ずる資金

の保管者を明記しなけれぽならない。

　D6c．Art．27。一La　d6claration6tablie　en　application　de1’article6，alin6a

ler，de　la　loi　sur　les　soci6t6s　commerciales，est　sign6e　par　tous　les　associ－

6s，ainsi　que，1e　cas6ch6ant，par　les　g6rants　non　associ6s。

　En　cas　de　modi丘cation　des　statuts，elle　est　souscrite　par　les　g6rants

de　Ia　soci6t6．

　Lors　de　la　constitution　de　la　soci6t6　et　en　cas　d’augmentation　（iu

capita1，　1a　d6claration　doit，　notamment，　indiquer　que　toutes　les　parts

sociales　ont6t6souscrites　et　int6gralement　lib6r6es　et　pr6ciser　le　d6posi－

taire　des　fonds　provenant　de　cette　lib6ration．

　〔解　説〕

　　　1．　定款の作成方式　　有限会社においては，社員全員が自らまたは受任者

により定款の作成に参加し，これに署名しなけれぽならない。受任者による場合に

は．その受任者は会社設立のための特別の代理権が与えられたものでなければなら

ない。このように，すべての社員が定款の作成に参加することが要求されるのは，

この会社契約が社員の人的考慮（intuitus　personae）にもとづき締結されるもので

あることを示すものである。

　　定款は公正証書（acte　aut掩ntique）たると私署証書（acte　sous　seing　priv6）

たるとを問わない。私署証書の場合にも民法典第1325条により，利益を異にする当

事者の数だけ原本を作成することは必要でなく，社員の員数には関係なく，会社の

本店に備置く1通と，ほかに法定の手続を履践するために必要なる3通の原本を作

成すれば足りる。後の3通のうち1通は登記のために必要であり，他の2通は商事

裁判所の書記局に寄託するために必要である（令20条1項，商業登記法55条1号）。

このほかに，印紙の貼用を要しない（non　sign6et　non　timbr6），いわゆる無印
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紙用紙（papier　libre）で作成された定款の写しを各社員に交付しなければならな

い（令20条2項）。

　　定款の記載事項については特別の規定はないが，本法の諸規定から観察して，

ほぼその大要を知ることができる。とくに会社の形態，存続期間，目的．本店の所

在地，資本の額（法2条），社員間における持分の配分（法38条1項），現物出資の

評価（法40条）などは定款の必要的記載事項である。

　　　2．社員の資格　　有限会社においては，会社のみが商人であって，その構

成員たる社員は商人資格を有しない。したがって，有限会社の社員となるために．は

原則として行為能力は要求されない。ただ問題となるのは未成年者が有限会社の社

員となった場合においてである。これは後に述べる如く，有限会社が現物出資によ

り設立されたときは，すべての社員は現物出資に付された価額について連帯責任を

負わされるのであるが（法40条2項参照），未成年者は他の社員がなした現物出資

の過大評価に対する責任を負うのであろうか。この点，改正前の判決によると，未

成年者は保証（cautionnement）をすることが禁止されているから（民法典2018

条），未成年者はかような会社の社員となることがでぎないと判示したものがある

（Paris，23d6cembre1939・D．C．1941．45）が，改正後の学説はこの判決を支持

していない。その理由は，未成年者に禁止される保証は，無償でかつそれ自体危険

な保証である。しかるにここでは法定の担保責任が問題とされており，また未成年

者は，その評価の過誤について社員に対し責任を負う出資検査役の介在によって今

日では十分に保護されているからであるとする（Ripert　par　Roblot，p。484）。

　　　3．定款に添付されるべき書類　　必要あるとぎは，次のような書類が定款

に添付されなければならない。すなわち，現物出資のあった場合には出資検査役の

報告書（法40条1項参照）．設立中の会社の計算においてある行為がなされたとき

はその報告書である。後者の報告書には，各行為ごとにその行為にもとづき会社が

負担する債務を摘示しなければならない（令26条1項）。

　　これらの書類にはすべての社員の署名をとくに要求する規定は存しないが，実

務的には全社員の署名を求めておくことがすすめられている。けだし，全社員がこ

　204



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第37条

れらの書類を十分に知っていたことの証明となるからである（Mercada1，Janin　et

Gambier，p．249）。

　　　4．設立中の会社の計算でなした行為の効果　　（1）すべての会社と同様に，

有限会社も商業登記簿に設立登記したときにはじめて法人格を取得する。それまで

は，原則として会社の計算で行動する者がその行為の結果について連帯無限の責任

を負う。ただし，会社が正規に設立され登記された後に，会社のために行なった行

為から生ずる債務を引継ぐとぎはこの限りでない。この時はこれらの債務は，はじ

めから会社が引受けたものとみなされる。

　　会社法は，会社の計算で行なった行為を追認することができる会社機関につい

て明規していない。解釈としては，当該行為が会社の目的の範囲内で磨るときは，

その追認は業務執行者の権限に属し，目的の範囲外の行為である場合には社員の特

別決議が必要であると解されている（Mercada1，Janin　et　Gambier，p．250）。

　　（2）しかしそれでは設立中の会社のために行為する者の法的地位はきわめて不

安定である。なぜなら，会社が彼等のなした行為にもとづく債務を引継ぐか否かを

知るためには設立登記のあるまで待たなければならないからである。かかる状況か

ら生ずる不便を救うため，1967年3月23日の命令は，定款の署名前になされた行為

に対して適用される場合と，定款の署名の目と設立登記の日との中間でなされた行

為について適用される場合との2つの方法を定めた。

　（a）定款署名前になされた行為　　定款の署名は，会社が商業登記簿に設立登記

をしたときは，これらの行為にもとづく債務を自動的に会社に引継がせる効果を生

ずる。ただし，この効果が発生するためには，前に述べた設立中の会社の計算にお

いてなされた行為の報告書が定款の署名前に社員に提示され，かつ定款に添付され

ることが要件とされる（令26条2項）。

　（わ〉定款の署名後であるが登記前になされた行為　　社員は，定款をもってまた

は別個の証書により，1人または数人の社員もしくは非社員たる業務執行者に対し，

会社のために債務負担行為（賃貸借契約，設備の購入）をなすべき委任を与えるこ

とができる。この場合には，債務が確定しかつその態様が委任によって明確にされ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205



　有　限　会　社

ることを条件として，商業登記簿への会社の登記は，その会社による債務の引継を

生ぜしめる（令26第3項）。

　　この命令の定める条件を遵守することができない場合には（たとえば，委任に

おいて確定されざる予見できない債務），登記後における会社の追認によらざるを

えない。

法第38条〔持分の引受と払込〕

　①持分は，現物出資を表章するか，金銭出資を表章するかを問わず，

社員により全部が引受けられ，かつ全額の払込がなされなければならな

い。持分は労務出資を表章することはできない。持分の配分は定款に記

載しなければならない。

　②持分にもとづく出資から生ずる資金は，命令の定める条件および期

間をもって，これを寄託しなければならない。

　：Loi　Art38．一Les　parts　sociales　doivent　etre　souscrites　en　totalit6

par　les　associ6s　et　int6gralement　Iib6r6es，qu，elles　repr6sentent　des

apports　en　nature　ou　en　num6raire．Elles　ne　peuvent　repr6senter

des　apports　en　industrie．　La　r6partition　des　parts　est　mentionn6e

dans　les　statuts．

　Les　fonds　provenant　（1e　la　lib6ration　des　parts　sociales　font

robJet　d’un　d6P6t，dans　les　con（1itions　et　d61ais　d6termin6s　par　d6cret

令第22条〔資金の保管〕

　①持分にもとずく出資から生ずる資金は，その受領のときから8目以内に，設

立中の会社の計算においてかつその資金を受取った供託所・公証人または銀行に

おいて保管される。

　②持分の払込済みであることおよび払込金を寄託したことは，定款にこれを記
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載しなければならない。

　D6c．Art．22．一Dans　les　huit　jours　de　leur　r6ception，1es　fonds　proven－

ant　de　la　lib6r呂tion　des　parts　sociales　sont　d6pos6s　pour　le　compte　de1＆

soci6t6　en　formation　et　par　les　personnes　qui　les　ont　recusゑ1a　caisse

des　d6P6ts　et　consignations，chez　un　notaire　ou　dans　une　banque．

　Mention　de　la　lib6ration　des　parts　et　du　d6p6t　des　fonds　est　port6e

dans　les　statuts．

　〔解　説〕

　　　1．持分の引受および払込　　持分はすべて定款をもって社員に割当られな

ければならない。すなわち，社員が定款に署名するに当り，全部の持分について割

当が行なわれることを要し，署名の後，新たな引受人を参加させることはできない。

したがって，持分の募集ということもありえない。

　　払込の実行，すなわち出資も（apports），それが金銭出資であるか，現物出資

であるかを問わず，会社の成立前にその全部が履行されなければならない。社員に

対し持分全部の引受が課されるのは，会社の設立行為に全社員が参加する義務の必

然的な帰結であり，全部の払込または給付が要求されるのは，資本の充実をはかっ

て第三者を保護するためである（Hamiaut，1．P．50）。

　　　2．労務出資の禁止　　出資は金銭によるか（en　num6raire），その他の物

によるか（e迎nature）を問わないが．労務出資（apports　en　industrie）々まみと

められない。この部分は上院によって付加されたものであるが（20avri11966，J．

0．S6nat．p．184），その理由について報告者モール氏は次のように説明している。

すなわちr有限会社において，出資カミ金銭またはその他の物でなけれぽならないこ

と，および労務出資がみとめられないことは伝統的な原則である。このことは，有

限会社の資本は会社債権者の唯一の担保を形成することから説明できる。おそらく

この規範は自明のことであるが，それを明規した方がよい」。

　　その他，すべての出資は引受後直ちに全部が履行されねばならないこと（Vui・
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11ermet　et　Hureau，p．593），労務は会社の成立後に提供されるものであるから，

会社の設立時にはその出資を履行できないこと，などが理由とされている。これに

反して，享益出資（aPports　en　jouissance）は，それが会社債権者にとって換金

価値を有するとの理由から，その出資の可能性がみとめられている　（Aix，31mai

1951，」。C．P。1952．no6792，note　Bastian）。

　　　3．払込金の寄託　　旧法に対比して，新法において最も注目される点は，

持分にもとづく出資から生ずる資金の寄託義務を新設したことである。1925年法の

下では，定款に署名した社員の全員は，単に定款において資本の全部が引受られか

つ払込のあったことを表示すれば足り（7条3項），とくに持分払込の方法は規制

されていなかった。その結果，従来は有限会社においてもっとも多い無効原因の一

つは，金銭出資における払込の欠飲であり，また現実に資金が払込まれたとしても，

しばしば会社が営業を開始する前にその資金が私消される危険が生じた。

　　かかる弊害を是正するため，新会社法は株式会社の場合にならい（法77条，84

条参照），持分にもとづく出資から生ずる資金は，その受領のときから8目以内に，

設立中の会社の計算で供託所，公証人または銀行に寄託しなければならないとした

（本条2項，令22条1項）。そして持分の払込済であること：および資金を寄託した

ことは定款に記載し（令22条2項），この記載事項について社員が故意に虚偽の表

示をしたり，表示を怠ったときは刑事制裁に処せられる（法423条）。しかし，株式

会社の場合（法78条，85条）と異なり，払込は必ずしも公証人に対する申告によっ

て確認される必要はない。

法第39条〔資金の払戻〕

　①持分にもとずく出資から生ずる資金の払戻は，商業登記簿への会社

の登記前に，会社の受任者により，これを行なうことはできない。

②会社が資金の最初の寄託のときから6ヵ月の期間内に設立されないと

きは，出資者は個別的にまたは出資者を代表する受任者により団体的に，
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その出資金額の返還の許可を裁判所に請求することがでぎる。

　③出資者がその後において会社の設立を決めたときは，新たに資金の

寄託が行なわれなければならない。

　：Loi　Art．39．一：Le　retrait　des　fonds　provenant　de　la　lib6ration

des　parts　sociales　ne　peut　etre　effectu6par　le　mandataire　de　la

soci6t6，avant1，immatriculation　de　celle・ci　au　registre　du　comm．

erce．

　Si　la　soci6t6n7est　pas　constitu6e　dans　le　d61ai　de　six　moisゑ

compter　du　premier　d6Pδt　de　fonds，1es　apPorteurs　peuvent，soit

individuellement，soit　par　mandataire　les　repr6sentant　collective．

ment，demander　en　justice1’autorisation　de　retirer　le　montant

de　leurs　apports．

　Si　les　apporteurs　d6ci（1ent　ult6rieurement　de　constituer　la　soci6t6，

il　doit　etre　proc6（16a　nouveau　au　d6Pδt　des　fonds。

令第23条〔資金の払戻手続〕

　資金の払戻は，商業登記簿に会社の登記がなされたことを証明する書記官の証

明書の提示にもとづき，会社の受任者がこれを行なう。

　D6c．Art．23．一Le　retrait　des　fonds　est　accompli　par　le　mandataire　de

la　soci6t6sur　pr6sentation　du　certificat　du　gre伍er　attestant　rimmatri・

culation　de　la　soci6t6au　registre　du　commerce．

令第24条〔払戻の許可〕

　会社法第39条第2項に定める条件に従う資金返還の許可は，申請にもとづぎ決

定する本店所在地の商事裁判所長によって与えられる。

D6c．Art．24．一L’autorisation　de　retirer　les　fonds，dans　les　conditions
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pr6vuesゑ1，article39，alin6a2，de　la　loi　sur　les　soci6t6s　commerciales，

est　accord6e　par　le　pr6sident　du　tribunal　de　commerce　du　lieu　du　siさge

SOCia1，StatUant　SUr　reqUete．

　〔解　説〕

　　　1．会社成立の場合における資金の払戻　　会社が成立した場合には，会社

は払込資金の寄託機関に対してその払戻を請求することができる。その払戻時期に

ついて本条は，商業登記簿への設立登記後，すなわち会社の法人格取得後であるこ

とを明示し，かつ払戻手続については，会社の受任者，つまり業務執行者または特

に指名された受任者が会社の登記されたことを証明する書記官発行の証明書を提出

してこれを行なうべきことを定めている（1項，令23条）。

　　　2．会社不成立の場合における出資総額の返還　　会社が資金を最初に寄託

したときから6ヵ月の期間内に成立しなかったときは，出資者は個別的にあるいは

出資者を代表する受任者により集団的にその出資総額の返還の許可を本店所在地の

商事裁判所長に請求することができる（2項，24条）。

　　この裁判所の許可にもとづき出資総額の返還を受けた後，出資者が再び会社の

設立を決定したときは，あらためて資金の寄託を行なわなければならない（3項）。

立法者は，かかる明文の規定がないとぎは，寄託義務が潜脱されるおそれのあるこ

とを考慮して，これを注意的に定めたのである（Hamiaut，1．p．51）。

法第40条〔現物出資の検査〕

　①各現物出資の評価はこれを定款に記載しなければならない。その評

価は，出資検査役が定款に添付し，その責任の下に作成した報告書を検

討して行なわれる。この検査役は，将来の社員の全員一致をもって，そ

れがなされないとぎは最も注意深い将来の社員の請求にもとづき，裁判

所の決定により指名される。
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　②社員は，会社設立のさい現物出資に対して付された価額につき，第

三者に対し5年間連帯して責任を負う。

　Loi　Art40．一Les　statuts　doivent　contenir1’6valuation　de　chaq』ue

apPo1’t　en　nature．　　11y　est　proc6d6　au　vu　d，un　rapPort　annex6

aux　statuts　et　6tabli　sous　sa　responsabilit6　par　un　commissaire

aux　apports　d6sign6a1，unanimit6des　futurs　associ6s　ou　a　d6faut

par　une（i6cision　de　justice　a　la　demande　du　futur　associ6　1e　plus

diligent．

　Les　associ6s　sont　solidairement　responsables　pendant　cinq　ans，a

1’6gard　des　tiers，de　la　valeur　attribu6e　aux　apports　en　natu1’e　lors

de　la　constitution　de　la　soci6t6．

令第25条〔出資検査役の選任〕

　①出資検査役は，会社法第219条に定める名簿に記載のある会計監査人の中か

ら，または控訴院あるいは地方裁判所によって作成された名簿の1つに記載のあ

る専門家の中から選任される。

②必要あるとき，とくに会社法第62条第1項に定める場合には，出資検査役は，

申請にもとづき決定する商事裁判所長の命令によって指名される。

　D6c．Art．25．一Le　commissaire　aux　apports　est　choisi　parmi　les　commi・

ssaires　aux　comptes　inscrits　sur　la　liste　pr6vueゑrarticle219de　la　loi

sur　Ies　soci6t6s　commerciales　ou　parmi　les　experts　inscrits　sur　rune　des

listes6tablies　par　les　cours　et　tribunaux．

　11est　d6sign6，1e　cas6ch6ant，par　or（10nnance　du　pr6sident　du　tribunα1

de　commerce，statuant　sur　requete，notamment　dans　le　cas　pr6vu　ゑ

1’article62，alin6a　ler，de　la　loi　pr6cit6e．
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　〔解説〕

　　　L　現物出資の検査　　各現物出資の評価額ゑ定款に記載する義務は旧法の

場合と同様であるが，新会社法はそのほかに，現物出資に対する検査手続を新設す

ることによって株式会社制度への接近を示していることが注目される。すなわち・

定款に記載すべき現物出資の評価額は，出資検査役（commissaire　aux　aPPorts）

がその責任において作成し，かつ定款に添付した報告書を社員が検討して，その価

額を決定しなければならない（1項）。

　　この検査の目的はもっぽら第三者すなわち会社債権者の保護にあり，他の社員

（金銭出資者）の保護は意図されていない。けだし前述の如く，有限会社ではすべ

ての社員が定款の作成に参加するのであるから，社員利益の保護は社員自ら行なう

ことができるからである（Hamel　et：Lagarde，n。790）。この具体的な表現は，後

に述べるように，不当評価に関するすべての社員の第三者に対する連帯責任にあら

われている。

　　　2．出資検査役の選任　　出資検査役は，原則として将来の社員の全員一致

をもって指名される。しかしそれがなされないときは，最も注意深い将来の社員の

請求にもとづき，商事裁判所長の命令によって指名されなければならない（1項後

段，令25条2項）。

　　この検査役は，会計監査役有資格者（commissaires　agr6es）の名簿に登録さ

れた会計監査人の中から，または控訴院あるいは地方裁判所が作成した名簿の1つ

に登録されている会計専門家の中から選任される（令25条1項）。これは今目の経

済事情においては，各種の営業財産（fo鼓ds　de　commerce），特許権，製造方法の

評価，わけてもその価値の維持期間などにつき，きわめて高度な技術的・専門的な

知識を必要とするからである。

　　　3．不当評価の責任　　（1）現物出資が不当評価された場合には・それが出

資検査役の過失にもとづくときは出資検査役に責任が発生するとともに，社員もま

た会社設立のさい現物出資に対して付された価額につき，第三者に対して5年間連

帯して責任を負わなければならない（2項）。
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　　この責任の性質については，不注意により過大評価を承認した社員が犯した過

失を理由にこれを不法行為責任と解する説（：Percerou，Houpin，Pic），過失がなく

てもこの責任を生ぜしめるのは会社契約にあるという理由から，そこに契約責任を

みようとする説（Ripert，n。930）があるが，通説はこれを法定の特別担保責任と

解している（HameletLagarde，n。7901Hamiaut，1．p．52；Juglartet　Ippolito，

P．5861Vuillermet　et　Hureau，p．591）。けだし，この責任は現物出資の不当評価

より生ずる損害の填補が問題とされているのではなく，定款に記載された評価額と

出資日に：おける現物出資の実額（valeur　r6e1）との差額を填補せしめ，資本の充

実をはかることを目的とするものだからである。

　　この点で，社員の第三者に対する責任は出資検査役の責任とは同様でない。な

ぜなら，後者の責任は普通法に従い過失ある場合にかぎり負わされるものであって

契約責任であり，社員または会社のみがその責任を追求する資格を有するからであ

る（Eamねut，1．p．52）。

　　（2）次に第三者に対して責任を負う社員とは，定款の作成に参加した最初の社

員をいうのか，それとも訴訟が提起された目における社員をいうのか，この点が法

文上明らかにされていないために学説の対立が存する。ある説は，この責任の法的

基礎が会社債権者に対する担保責任であるという見地から，担保責任はそれが追求

されたときに社員たる者に対して課されなければならないとして，訴訟が提起され

た日における社員と解する（Hamel　et　Lagarde，nQ790）のに対し，多数説は最

初の社員を意味するものとし，したがって，たとえ最初の社員がその持分を譲渡する

に至ったときでも，その責任を免れることはできず，反対に，持分の取得により設立

後に社員となつた者にはこの責任は及ばないと解している（VuillermetetHure＆u，

P．592）。

　　（3）以上のような担保責任を負う社員が不当な現物出資の価額と出資時におけ

る実額との間の差額について，第三者に対して弁済したときは，社員は現物出資者

に対して求償権を行使することがでぎる。

　　現物出資者が支払不能の場合には，担保義務は社員間で分配せざるをえないが，
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その分配は会社における各社員の持分に比例してなされる　（Ripert－par　Roblot，

p・491Hamel　et　Lagarde，n。790）。したがって，その範囲において弁済した社

員は他の社員に対しても求償することができる（民法典1251条3号参照）。これに

対し，連帯性は第三者に対してのみ存するから他の社員に対しては求償権は存しな

いとする説がある（Vuillermet　et　Hureau，P．592）。

　　このほか，担保責任を履行した社員は，出資検査役がなした評価報告が社員を

して判断を誤らしめた範囲では，出資検査役に対してもまた求償することができる

（Ripert　par　Roblot，P．491，Juglart　et　IpPolito，P。387）。

　　　4．現物出資の評価と会社の組織変更　　最後にきわめてデリケートな間題

として，現物出資の評価は他の会社形態から有限会社に組織変更するときにも義務

づけられるものかどうかが議論されている（Bastian，“A　propos　de　la　tran・

sformation　des　soci6t6s　anonymes　en　soci6t6ゑresponsabilit61imit6e”」．soc，

1945．p．81et　sl　Cordomier，“Un　prob1さmeゑr6pondre，1es6valuations

requises　lors　d’une　transformation　de　soci6t6　en　soci6t6　a　responsabilit6

1imit6e”J。soc．1950．P．129）o

　　すなわち，既設の会社を紹織変更することによって有限会社を設立することが

できるが，この場合，会社の法人格は組織変更にもかかわらずそのまま存続すると

の考え方から，かつては緯織変更する会社の純資産をもってする現物出資はその評

価を免れうるものとする見解があった。しかし判例は，まずはじめに合名会社につ

いて（Civ，17juin1936，n1938，1．9），次いで株式会社について　（Civ．sect

comm，28novembre1950・D・1951・109），これらの会社が有限会社に組織変更

する場合には，常にその評価が義務づけられる旨を判示した。

　　合名会社については，有限会社の設立手続の潜脱の危険があるということから

その理由は明白であるが，間題は株式会社から有限会社に組織変更する場合である。

すなわち，株式会社の伝統的な規範によると，株主の義務を増加するためには総会

の特別決議では不十分であり，株主の全員一致の同意を必要とする。ところが，新

会社の定款において資産の評価が要求され，かつ社員はこの価額について連帯して
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担保責任を負うことがみとめられるとすれば，株主義務の増加を考えなけれぽなら

ない。したがって，この場合における組織変更は株主の全員一致が要求されるので

はないカ、という、点である。

　　破殿院は，株主の義務が増加しないかぎりは，ζの組織変更は多数決によって

決定することができるとした（Cass　com，28novembre1950，D．1951・109）。そ

してこの破殿院の考え方が新会社法の立法者にも受け継がれたものと思われる。な

ぜなら，新会社法では株式会社から有限会社への組織変更は，有限会社の定款変更

について定められた多数決の条件をもって決定でき（法238条3項参照），しかも姐

織変更のあらゆる決定は，純資産が少なくとも会社資本と同額であることを証明す

る株式会社の会計監査役の報告書にもとづいてなされるからである（法237条1項）。

かくて株主の義務は現物出資の連帯的な担保責任によって増加するおそれがない

（Ripert　par　Roblot，P．491）。

法第41条〔会社の無効に関する責任〕

　会社の無効につき責を負うべき最初の業務執行者および社員は，無効

から生ずる損害につき，他の社員および第三者に対して連帯して責任を

負う。この訴権は，第370条第1項の定める期間を経過したとぎは時効

により消滅する。

　Loi　Art．41．一：Les　premiers　g6rants　et　les　associ6s　auxquels　Ia

nullit6de　Ia　soci6t6est　imputable，sont　solidairement　responsables，

envers　les　autres　associ6s　et　les　tiers，du　dommage　r6sultant　de

1’annulation．　L’action　se　prescrit　par　le　d61ai　pr6vu　a1’article370，

alin6a1．
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　〔解　説〕

　　　1．序説　　会社の無効に関しては，第360条以下において，有限会社を含

めたすべての会社に共通する規定が設けられているので，詳細はその部分の解説を

参照して頂くことにして，ここでは単に有限会社の設立無効制度の概要とそれに関

連する責任についてのみ解説することにする。

　　　2．設立無効原因　　1925年法（9条，10条）と異なり新会社法においては，

有限会社に特有な無効原因は定められていない。もっとも，政府の最初の草案では，

すべての設立条件の暇疵は有限会社の設立無効を招来するものとして，たとえば，

資本の額（31条2項），全社員の設立定款への関与（33条），持分の引受と払込（34

条），現物出資の評価（36条）に関する規定の違反は設立無効原因とされていた。

　しかし，議会における審議中に，設立に対する司法上の監督（contr61e　judici・

aire）は設立手続におけるすべての不正（irr6gularit6）を消滅せしめるものでな

ければならないから，かかる規定は不用なものであると指摘された。かくて特別無

効は廃止されたのである。その後，司法上の監督制度が準則申告（d6claration　de

conform圭t6）の制度に代わった現行法の下でも，この廃止は維持されている。

　　このように旧法に比べて，有限会社の設立無効原因は縮減したが，しかし全く

無くなったわけではない。普通法にもとづき，会社契約に毅疵あるときは常に有限

会社の設立無効が宣告されうる。たとえぽ，設立定款の欠如，合意の欠敏または畷

疵，当事者の無能力，目的または原因の不法などはすべて有限会社の無効原因とな

る。

　　　3．無効訴権の行使　　無効原因が絶対無効（nullit6absolue）に属すると

きはすべての利害関係人により，相対無効（nullit6relative）に属するときは，無

効原因の存する社員によってのみ，無効訴権（action　en　nu11it6）を行使すること

ができる。この無効訴権は，無効原因の発生した日から3年の期間内に行使しなけ

れば時効消滅する（法367条参照）。

　　なお，公序良俗違反にもとづく無効を除き，会社のあらゆる無効原因を構成す

る毅疵は，一定期間内に行われる補正（r6gularisation）によって治癒することが
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できる。

　　　4．社員および最初の業務執行者の責任　　会社の無効はその設立手続の不

正に対する効果的な制裁ではない。故意または解怠によってこの不正を犯した者に

対しては一定の責任を課する必要がある。そこで有限会社においては，発起人たる

社員および最初の業務執行者に対して次のような責任を定めている。

　　その原因の如何を問わず，会社の無効が判決されたときは，この無効について

責を負うべき最初の業務執行者および社員は，無効の結果として生じた損害につき，

他の社員および第三者に対して連帯責任を負わなければならない。この責任追求訴

権は．無効判決が確定した目から3年経過すれば時効消滅する（法370条1．項）。職

疵が消滅したときでも，この瑠疵から生じた損害賠償訴権は，無効が治癒された日

から3年の期間内はこれを行使することができる。

法第42条〔有価証券の発行および引受の禁止〕

　①有限会社は，有価証券の発行を禁じられる。これに違反する発行は

無効とする。

　②（1967年12月22日法律第67－1172号第21条により追加）《有限会社は・

有価証券の発行を引受けることも禁止され，これに違反する引受は無効

とする。ただし，その発行が地域開発会社によりなされたとき，または

国が補助的な引受をなす社債発行の場合にはこの限りではない》。

　Loi　Art．42．一A　peine　de　nullit6de　r6mission，il　est　interditき

une　sod6t6a　responsabilit61imit6e　d’6mettre　des　valeurs　mobiliさres．

　（L　n。67－1172du22d6c．1967，art．21．）《A　peine　de　nullit6de

la　garantie，il　lui　est6galement　interdit　de　garantir　une6mission

de　valeurs　mobiliさres，sauf　si1’6mission　est　faite　par　une　soci6t6

de　d6veloppement　r6gional　ou　s’il　s’agit　d，une6mission　d，obligations

b6n6ficiant　de　la　garantie　subsidiaire　de1’Etat．》
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　〔解説〕

　　　1．；有価証券の発行禁止　　1925年法（4条4項）は，公募による有価証券

の発行のみを禁止し，有価証券の私的発行（6mission　priv6）・たとえば公募の方

法によらない社債の発行の可能性をみとめていたのであるが，本条はこれを絶対的

に禁止し，それが公募によるか私募によるかを問わず，すべての場合に有価証券の

発行を禁止している。

　　この規定に違反して有価証券を発行した業務執行者には刑事制裁が課せられる

（法424条参照）と共に，その発行自体が無効とされる（1項）。

　　　2．有価証券の発行引受の禁止　　旧法はまた会社が自己の計算で行なう有

価証券の発行を禁止するに止まり，他の会社の計算で行なう有価証券の発行の可能

性をみとめていた。しかしこの点も改正され，1967年7月12日の法律は，有限会社

に対して有価証券の発行を引受けることも禁止するため，本条を補足して第2項を

付加した。ただし，この発行が地域開発会社によってなされるとき，または国が補

助的な引受をなす社債発行の場合には適用されない。

　　本項に達反して有価証券の発行を引受けたときは，第1項の場合と異なり，そ

の発行自体は無効となるのではなく，単にその引受行為が無効となるにすぎない。

　　　3．例外　　以上の広汎な禁止にもかかわらず，有限会社が民法典第1690条

に定める形式により，もっぱら記名式でかつ譲渡可能なBons　de　Cαisseまたは

Carte　d’acheteur（貸付金に対して交付されかつその証券の所持人に対し価格の利

益と引渡期限の利益を与える記名式の証券）を発行することは可能であると解され

ている（Nancy，10mars1953，」・C．P・1954．2．81）。けだしこれらの証券は有

価証券ではないからである（Ripert　par　Roblot．p．497，Hamiaut，1。p。55）。

法第43条〔持分の流通証券化の禁止〕

　持分は，流通証券によってこれを表章することができない。
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　：Loi　Art．43．一Les　parts　sociales　ne　peuvent　etre　repr6sent6es

par　des　titres　n6gociables．

　〔解　説〕

　　　1．持分の流通証券化の禁止　　株式会社における株式と異なり，有限会社

の持分は，その形式が無記名式（au　porteur）か，記名式か（nominatif），あるい

は指図式（a1’ordre）かを問わず，これを流通証券によって表章することは禁止さ

れる。その理由は，有限会社が比較的少人数の社員から成る閉鎖的・非公開的な会

社形態であること．およびこの種の会社の持分についての投機（sp6culation）を予

防するためである。

　　このように，有限会社の持分は流通証券，より一般的にいえぽ有価証券に化体

しえないとすることは各国立法を通ずる法則であって，ドイツやベルギーのごとく，

法律に何んらの規定がなくても当然のものとしてみとめられている国もあるが，フ

ラソス法はこれを明文の規定をもって禁止しているところに特色がある。

　　　2．持分証書の発行　　もっとも，本条はいかなる証券も交付してはならな

いという意味の規定ではなく，有価証券ではなくて単なる証明証書としての意味を

有するにすぎない持分証書（certi批ats　de　par亡s　sociales）の発行は可能であると

されている。事実，しばしば定款には，社員の請求あるときには各社員に対し，会

社はその氏名・住所ならびに保有持分数を記載した持分証書を交付する旨を定めて

いる。これら証書は，記名証券（記名株券）と同様に．番号と業務執行者の署名を

付した持分原簿（registreゑsouche）の抄本である。これらの証書は・社員ボその

権利を証明しまた持分を質入するときに便宜であるという実際的な利点を有する。

しかし，これは記名式証券と混同してはならない。定款はそのため多くの場合に，

持分証書は流通可能なものではなく，それは単に持分に関する通常の形式に従って

のみ譲渡しうる旨を記載するという配慮を示している（Didier，L　p・546）。
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法第44条〔持分の移転〕

　①持分は，相続によりまたは夫婦共通財産の清算の場合にはこれを自

由に移転することがでぎ，かつ配偶者間および尊属と卑属との間では自

由に譲渡することがでぎる。

　②前項の規定にかかわらず，定款は，その定める条件に従って承認され

た後でなければ，配偶者・相続人・尊属または卑属は社員となることが

できない旨を定めることができる。承認の可否に関して判定するため会

社に与えられる期問は，第45条に定める期間よりも長くすることはでぎ

ず，かつ要求される多数決の条件は，同条に定める多数決の条件よりも

加重することはできない。以上に違反する条項は無効とする。承認が拒

絶された場合には，第45条第3項および第4項の規定が適用される。こ

れらの諸項に定められた解決のいずれもが所定の期間内になされないとき

は，承認はえられたものとみなされる。

　Loi　Art．44．一：Les　parts　sociales　sont　librement　transmissibles　par

voie　de　succession　ou　en　cas　de　liquidation　de　commmaut6de

biens　entre6poux，et　librement　cessibles　entre　conjoints　et　entre

aSCen（1antS　et　desCendants．

　Toutefois，1es　statuts　peuvent　stipuler　que　le　conjoint，un　h6ri・

tier，unascendantouundescendantnepeutdevenirassoci6
qu’aprさsavoir6t6agr66danslesconditionsqu’ilspr6voient．A
peine　de　nullit6de　la　clause，　1es　d613is　accord6s　a　la　soci6t6　pour

statuer　sur1，agr6ment　ne　peuvent6tre　plus　longs　que　ceux　pr6vus

ゑ1，article45，et　la　majorit6exig6e　ne　peut　etre　plus　forte　que

celle　pr6vue　audit　artic1α　En　cas　de　refus　d，agr6ment，il　est　fait

apPlication　des　dispositions　de　1’article　45，alin6as　3　et　4．　Si

aucune　des　solutions　pr6vues　a　ces　alin6as　n，intervient　dans　les

d61ais　impartis，1’agr6ment　est　r6put6acquis．
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　〔解　説〕

　　　1．持分の移転　　1925年法の下では，持分の移転は生存者問における譲渡

のみが目的とされ，社員の死亡や夫婦共通財産の清算による持分の移転については

明文の規定がなかったため，しばしば解釈上の疑問が生じていた。新会社法は，こ

のような不明確さを除去するため，次のような新規定を設けるに至った。すなわち，

持分は相続によりまたは夫婦共通財産の清算によりこれを自由に移転することがで

きる。

　　人的会社と異なり，有限会社は社員の死亡によっては解散しないから（法67条

2項参照）。死亡社員の持分がその相続人に移転することは当然であって，明文の

規定のない旧法の下でも承認されていたことである。これに対し，夫婦共通財産の

清算の場合には，それが配偶者の死亡にもとづくときは，生存配偶者は相続人とし

て扱われるから，これは社員の死亡の場合に該当するが，夫婦共通財産の清算は死

亡の場合だけでなく離婚，別居，夫婦財産制の任意変更（民法典1397条参照）によ

っても生ずるから，とくにこれらの場合について規定する必要があったのである。

新会社法は，夫婦共通財産の清算の場合に行なわれる持分の移転を相続による移転

と同一視している（Rousseau，n。61；Ripert　par　Roblot，p．501）。

　　　2．配偶者間または尊属と卑属問における持分の譲渡　　かつて有限会社の

多くの定款には，死亡による持分の移転をさけて，同族的結合を可能ならしめる目

的から，社員の卑属に対してなす持分の譲渡を予め承認する旨の条項が設けられて

いた。しかし，この定款の条項は卑属が指名されていず，多くの場合に他の社員に

は未知のものであるという理由から，その有効性が疑われていた。

　　新会社法は，有限会社の同族性および人的性格から生ずる必要を充足させるた

め，配偶者間および尊属と卑属間における持分の譲渡は自由である旨を明規したの

である。

　　　3．社員資格の取得制限　　以上のように相続または夫婦共通財産の清算に

よる移転，および配偶者問または尊属と卑属間における譲渡は自由であるが，会社

は，定款をもって相続人，配偶者，尊属または卑属は他の社員の承認をえた後にか
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ぎり社員となることができる旨を定めて，社員資格の取得制限を行なうことが許さ

れている（2項）。

　　この点はかつて議論のあった問題であるが，1961年4月28日の破殿院判決（」・

C．P・1961，n。68978）は，r持分の帰属者たる相続人は，他の社員の承認を受けな

ければ社員になることはできないとする定款の規定は有効である」と判示して注目

を浴びた。この判例の趣旨を相続人のみならず，配偶者，尊属，卑属にまで及ぼし，

明文の規定をもって定款による社員資格の取得制限の可能性を定めたのが本条の規

定である。

　　承認手続の大要および承認が拒絶された場合における効果については，次条に

述べる第三者に対する持分譲渡の場合と同様であるが，ただ注意すべぎことは，定

款により大きな自由が許されていることである。すなわち，承認の可否について要

求される多数決の条件は加重することは許されないが，これを軽減することは可能

であり，またその判定をするために会社に与えられる期間は延長することはできな

いが短縮することは可能である（2項後文）。

　　承認が拒絶された場合には先買権（droit　de　pr6emption）の行使が許される

が，その場合は第三者に対する譲渡の場合と異なり，社員が2年以上前から持分を

保有していなければならないとする条件は必要でない（法45条6項参照）。

法第45条〔第三者への持分譲渡〕

　①持分は，社員の過半数でかつ資本の4分の3以上にあたる持分を有

する社員の同意をえたときに限り，社員でない第三者に譲渡することが

できる。

　②譲渡の申出は，会社および各社員に通知しなければならない。会社

が本項に定める通知の最後のものから3ヵ月の期間内にその決定を知ら

せなかったときは，譲渡の同意はえられたものとみなされる。

　③会社が譲渡に同意することを拒んだときは，社員は，この拒絶のと
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きから3ヵ月の期間内に民法典第1868条第5項に定める条件に従い定め

られる価格で持分を取得し，または取得させなければならない。業務執

行者の請求にもとづき，この期間は裁判所の決定により1回にかぎり延

長することができる。ただし，この廷長は6ヵ月を超えてはならない。

　④会社はまた，譲渡人たる社員の同意をもって同一の期間内にこの社

員の持分の名義価額についてその資本を減少し，かつ前項に定める条件

に従い決定された価格でこれら持分の買取を決定することがでぎる。支

払期間は，証明にもとづき，裁判所の決定によって会社に与えることが

できるが，その期間は2年を超えてはならない。支払われるべぎ金額は

商事法定利率による利息を生ずる。必要あるときは第35条の規定に従う。

　⑤与えられた期間の満了にあたり，第3項および第4項に定める解決

のいずれもがなされないときは，社員は，最初に予定していた譲渡を行

なうことカミできる。

　⑥相続・夫婦共通財産の清算または配偶者・尊属もしくは卑属への贈

与の場合を除き，譲渡人たる社員は，少なくとも2年前からその持分を

保有していないときは，本条第3項および第5項の規定を援用すること

ヵミできな1し・o

　⑦本条の規定に違反する条項はすべて記載のないものとみなされる。

　Loi　Art．45．一Les　parts　sociales　ne　peuvent　etre　c6d6es　a　des

tiers6trangers　a　la　soci6t6qu，avec　le　consentement　de　la　maJorit6

des　associ6s　repr6sentant　au　moins　les　trois　quarts　du　capital　socia1．

　Le　projet　de　cession　est　notifi6　a　la　soci6t6　et　a　chacun　des

associ6s．　Si　la　soci6t6n’a　pas　fait　connaitre　sa　d6cision　dans　le

d61ai　de　trois　mois　a　compter　de　la　demiさre　des　notifications

pr6vues　au　pr6sent　alin6a，1e　consentement　a　la　cession　est　r6put6

ac（1uls・
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;~~~~A=~~ 
Si la socie' t6 a refuse' de consentir ~ la cession, Ies associe' s sont 

tenus, dans le d6lai de trois mois ~ compter de ce refus, d'acqu6rir 

ou de faire acqu6rir les parts ~ un prix fix6 dans les conditions 

pr6vaes ~ 1'article 1868, alin6a 5, du Code civil. A Ia demande du 

g6rant, ce d6lai peut ~tre prolong6 une seule fois par d6cision de 

justice, sans que cette prolongation puisse exc6der six mois. 

La societ6 peut 6galement, avec le consentement de 1'associ6 

c6dant, d6cider, dans le m~me d6lai, de r6duire son capital du 

montant de la valeur nominale des parts de cet associ6 et de 

racheter ces parts au prix d6termin6 dans les conditions pr6vues 

ci-dessus. Un d6lai de paiement qui ne saurait exc6der deux ans 

peut, sur justification, ~tre accord6 ~ la soci6te' par d6cision de 

justice. Les sommes dues portent inte' r~t au taux 16gal en mati~re 

commerciale. Le cas 6ch6ant, Ies dispositions de 1'article 35 seront 

suivies. 

Si, ~ 1'expiration du d6lai imparti, aucune des solutions pr6vues 

aux alin6as 3 et 4 ci-dessus n'est intervenue, 1'associ6 peut r6aliser 

la cession initialement pr6vue. 

Sauf en cas de succession, de liquidation de communaut6 de 

biens entre 6poux, ou de donation au profit d'un conjoint, ascendant 

ou descendant, 1'associ6 c6dant ne peut se pr6valoir des disposi-

tions des alin6as 3 et 5 ci-dessus s'il ne d6tient ses parts depuis 

au moins deux ans. 

Toute clause contraire aux dispositions du pr6sent article est 

r6put6e non 6crite. 

^*~~29~~ [~~',~!~~~tl(D;~~ild::~~~~Aq)~~t~i~~~~~] 

RA-~i~!~~~45~~~~ 2 ~~:~~ J; ~~~~'46~~~:~~~) ~ ~~~~･cD~~i~ ~~~ ~:~~~ ~~~)~~) E~ ~E{ (D ~~; 

~Q~~:. ~;~~Ii~Fq);;~j~~E~~C ~; ~ ~~~:~:~~B;~~E~i]f~~*~~~1~~~i~ -~. C~~~t~tt~: 

ht~~~~L~~ t~: ~ t~: ~ '. 
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　②（1968年1月2目命令第68－25号により改正）《民法典第1868条（第5項）に

定める鑑定人の指名は，商事裁判所長によりなされる。商事裁判所長は，会社法

第45条（第3項）に定める場合には，申請にもとづく命令により決定し，会社法

第45条（第4項）に定める場合には即決審理の命令によって決定する。これらの

命令に対して不服を申立てることはできない。》

　D6c．Art．29r：La　noti丘cation　du　projet　de　cession　ou　de　nantissement

de　parts　sociales，　pr6vue　aux　articles45，alin6a2，et46de　la　loi　sur　les

soci6t6s　commerciales，est　faite　par　acte　extrajudiciaire　ou　par　lettre

recommand6e　avec　demande　d，avis　de　r6ception．

　（1）6cr．nQ68－25du2janv。1968）　《La　d6signation　de　r　expert　pr6vue　a

1’article　1868　（alin6a　5）　du　Code　civil　est　faite　par　Ie　pr6sident　du

tribunal　de　commerce；celui－ci　statue　par　ordonnance　sur　requδte　dans

le　cas　pr6vuゑrarticle45（alin6a3）　et　par　ordonnance　de　r616r6　dans

le　cas　pr6vu　a　rarticle45　（alin6a4）　de1310i　pr（≦cit6e．　Ces　ordonnances

ne　sont　pas　susceptibles　de　recours。》

令第30条〔譲渡の申出に関する社員の決定〕

　①前条の適用により，会社に対してなされた通知のときから8日の期間内に，

業務執行者は持分譲渡の申出について審議するために社員総会を招集し，または

定款がそれをみとめるときは，前記申出につき書面をもって社員にはからなけれ

ばならない。

　②会社の決定は，配達証明付書留郵便によって，これを譲渡人に通知しなけれ

ばならない。

　D6c．Art．30。一Dans　le　d61ai　de　huit　jours　a　compter　de　la　notification

qui　lui　a6t6faite　en　apPlication　de　rarticle　pr6c6dent，　1e　g6rant　doit

convoquer1’assemb16e　des　associ6s　pour　qu’elle　d61ibさre　sur　le　projet　de

cession　des　parts　sociales　ou，si　les　statuts　le　permettent，　consulter　les
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associ6s　par　6crit　sur　ledit　projet・

　La　d6cision　de　la　soci6t6est　noti丘6e　au　c6dant　par　lettre　recommand6e

avec　demande　dシavis　de　r6ception．

　〔解　説〕

　　　1．第三者に対する持分譲渡の要件　　社員以外の第三者に持分を譲渡しよ

うとする者は，他の社員の同意を得なければならず，またその同意には二重の多数

（double　malorit6）が要求される（1項）。すなわち，この譲渡には社員の過半数

（頭数）にして，かつ資本の4分の3以上（持分の価額）に当る社員の同意を必要

とする。

　　この条件は定款をもってしても排除軽減することはもちろん，加重することも

できない（RiPe「t　Pa「Roblot，P・499・これに対しHoupin　et　Rodi銚e　p．3g8

は定款による加重をみとめている）。

　　　2．持分譲渡の手続　　持分譲渡の手続としては，まずはじめに承認の対象

となる譲受人の氏名を知らしめるために，譲渡人たる社員は譲渡の申出を裁判外の

送達証書または配達証明付書留郵便によって会社および各社員に通知しなければな

らない（2項，令29条1項）。この通知書には，当該譲受人の氏名，譲渡せんとす

る持分の数ならびに予定された単価（pr三x　unitaire　pr6vu）を記載しなければなら

ない（法275条1項の類推）。

　　譲渡申出の通知が会社に対してなされたときから8日の期間内に，業務執行者

は持分譲渡の申出の可否について決定するため社員総会を招集し，または定款によ

り書面協議がみとめられているとぎは，この申出について書面をもって社員にはか

らなけれぽならない（令30条1項）。

　　かくて会社が譲渡の申出に応じて同意を与えたときは譲渡の効力が直ちに生ず

るし，逆に同意が拒絶されたときは後に述べる解決方法に移行することになるが，

いずれにしても会社の決定は，配達証明付書留郵便によって譲渡人に通知しなけれ

ぽならない（令30条2項）。会社が所定の通知（会社および各社員に対する譲渡申

出の通知）の最後のものから3ヵ月の期間内にその決定を通知しなかったときは，
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譲渡を承認したものとみなされる（2項後文）。

　　　3．譲渡の不承認と救済手段　　1925年法の下では，譲渡の申出が拒絶され

たときは，それに対する何らの救済手段も定められていなかったために，r社員は

自己の持分のとりことなる」ものとして立法の不備が指摘されていた。新会社法は

かかる不備を解消し，とくに少数派社員の利益を保護する目的から2つの解決方法

を示している。

　　（1）その第1は，持分の強制買取手続（une　proc6dure　d’achat　obligatoire

des　parts）ないしは先買権制度である。すなわち，会社が譲渡の承認を拒絶した

ときは，社員はこの拒絶の通知のときから3ヵ月の期間内に，自ら持分を取得しま

たは社員が指名した第三者によってこれを取得せしめなければならない。業務執行

者の請求にもとづき，この3ヵ月の期間は1度かぎりかつ6ヵ月を限度として，商

事裁判所長の命令により延長することができる（3項，令29条2項）。この場合，

持分の買取価格は民法典第1868条第5項に定める条件に従い，すなわち，鑑定人が

譲渡目における持分についてなした評価額にもとづき決定される（3項）。鑑定人

の指名は，即決審理にもとづく商事裁判所長の命令によってなされなければならず，

この命令に対して抗告することはできない（令29条2項）。

　　本条は，譲渡人の持分の買取を欲する社員が数人あり，その間に抗争があると

きの関係については規定していない。望ましい解決は，できる限り持分を比例分配

することであると思われるが，Vuillermet　et　Hureau（P．586）は，この場合

には資本増加における優先引受権の行使に関する手続を類推すべきであるとする。

それがなしえないときは，社員間の平等を尊重するため，抽せん（un　tirage3u

sort）の方法を用いるべきである（Ripert　par　Roblot，P．500）。

　　かかる手続により，持分の譲渡を欲する社員は，当初の譲渡計画がたとえ会社

によって承認されないとぎでも，他の社員または社員の指名した第三者により自己

の持分を買取ってもらうことにより投下資本の回収をはかることが可能なのである

が，しかし譲渡社員がかかる買取義務を会社に対して主張するためには，2年以上

前から持分を保有していたことが条件とされる（6項）。いいかえれば，譲渡社員
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が持分の買取義務を援用するためには，すでにある程度の会社に対する忠実さカミ示

されていることが必要なのである。

　　（2）会社はまた，買取義務と同一の期間内に譲渡社員の持分の名義価額にっい

て，その資本を減少しかつ民法典第1868条の条件に従い鑑定人の評価にもとづく買

取価額によって当該持分の買取を決定することができる。ただし，この行為を行な

うためには譲渡社員の同意を受けることを要する。なぜなら，資本減少に伴う持分

の買取は譲渡社員に重い課税義務を負担させるからである（Ripert　par　Roblot，p。

500）。

　　証明にもとづき，商事裁判所長は会社に対し買取代金の支払猶予期間を与える

ことができる。この期間は2年を超えることがでぎない。支払猶予期間中における

利息は商事法定利率によって算定され，支払金額に加算される（4項）。

　　なお，上の資本減少により，会社の資本が法定最少限度以下になった場合には，

前述の会社法第35条の規定が適用される。

　　（3）与えられた期間内に，これらの解決方法のいずれもがとられなかったとき

は，譲渡の申出を承認されなかった社員は，最初に予定していた譲渡を実行するこ

とができる（5項）。

　　　4．　強行規定　　第三者に対する持分譲渡の承認手続および承認が拒絶され

た場合における効果を定める本条の規定は強行規定である。したがって，これに反

する定款の定めはすべて記載なきものとみなされる（7項）。たとえば，定款によ

り持分は自由に譲渡しうるとする有限会社は，実際には偽装された株式会社または

株式合資会社であって，かかる旨の定款の規定は無効である。

　　問題となるのは，持分の白地譲渡（cessions　en　blanc）についてであるが，

判例は有効論と無効論とに分れている。1940年11月9目の破殿院判決（D。C。1942－

115）および1953年10月6目の破殿院判決（S・1954－1－149）はいずれも，社員の1

人が真の営業主たる他の社員に対して，彼が有する持分の全部につき白地譲渡を委

託することは，誼ectio　societatisが欠如しているが故に無効であると判示した。

1957年1月4日のパリ控訴院判決（Gaz．PaL1957－1－235）も，白地譲渡は有限会
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社の構成員に対し法律によって付与された監督権の放棄を構成し，これは公序

（ordre　public）に反するから無効であるとしている。

　これに対し，1956年1月24日の破殿院判決（J．C．P。1956，n。57－868）は，白

地譲渡は自らの持分について取得者を見出すことを売主たる社員が業務執行者に委

任したものと解し，その有効たることをみとめている。

　　5．外国法との比較　　有限会社の閉鎖性を確保するため，持分の譲渡を制

約せんとする態度は各国法に共通してみられるところであるが，それを法律上いか

に処理解決すべきかについては相異があり，それは3つの型に分類することがでぎ

る。

　第1は，譲渡制限を法定せずに定款の自治に委ね，その意味において制限は任

意的であり，持分の譲渡を，たとえぽ会社の同意その他の条件にかからしめる条項

を発起人カミ定款中に設けることをみとめる型であり，ドイツ法（1892年法15条5

項），イタリー民法典（2479条）の採るところである。

　第2は，法律が定款で制限を定めることを要求しているから，その意昧では制

限は任意的とはいえないが，その制限がいかなるものでなければならないかを定め

ていない型であり，イギリス法（1948年法28条）の採るところである。

　第3は，法律で持分の譲渡およびときには死亡を原因とする移転の場合すらも，

それが従わねぽならない要件を強行的に定める譲渡制限法定型であって，フランス

法をはじめとして，これにならうものとしては，ベルギー法（1935年法126条），ル

クセソブルグ法（1933年法189条），スイス法（債務法791条）などがある。

法第46条〔持分の質入〕

　会社が第45条第1項および第2項に定める条件に従い持分の質入の申

出に同意を与えたときは，この同意は，民法典第2078条第1項の規定に

従い，質入された持分に対する質権実行の場合における取得者の承認を

含む・ただし，譲渡後，会社がその資本を減少するため，遅滞なく持分
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の買取を選択したときはこの限りではない。

　Loi　Art．46．一Si　la　soci6t6a　donn6son　consentement　a　un　projet

de　nantissement　de　parts　sociales　dans　les　conditions　pr6vues　a

1’article45，alin6as　le「et2，ce　consentement　emportera　agr6ment

du　cessionnaire　en　cas　de　r6alisation　forc6e　des　parts　sociales

nanties　selon　les　dispositions　de1’article2078，　alin6a　le「，du　Co（1e

civi1，a　moins　que　la　soci6t6ne　pr6fさreシaprさs　la　cession，racheter

sans　d61ai　les　parts，en　vue　de　r6duire　son　capita1．

民法典第2078条〔質物の処分〕

　①債権者は，弁済ボないときでも質物の処分をすることができない。ただし，

弁済に充当するため，鑑定人の評価に従い，債権対当額において質物を債権者の

占有に移すことを許す裁判，または競売手続で売却する旨の裁判があったときは

この限りではない。

　Code　civil　Art．2078．一Le　cr6ancier　ne　peut，a　d6faut　de　rayement，

dlsposer　du　gage　l　saufさ1uiきfaire　ordonner　en　justice　que　ce　gage　lui

demeurera　en　payement　et　jusqu’ゑdue　concurrence，d7ap企s　une　esti－

mation　faite　par　experts，ou　qu’il　ser＆vendu　aux　enchさres．

　〔解　説〕

　　　1．持分の質入　　有限会社の持分ばこれを質入することができる。いいか

えれば，社員により自己の債務の担保に供することができるのである。ただし，そ

の質入の形式については何んらの規定もないので，とくに質入の有効要件たる占有

移転の実行については困難が存する。持分証書が発行されている場合にはこの証書

の交付をもって足りるとも考えられるが，かかる証書は単なる証明証書にすぎず，

何んら社員の権利（持分）を表彰するものではないという疑間，あるいは証書の発

行義務は会社に課されていないという点から，証書の発行されていない場合におけ
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る質入の形式についての疑問が生ずる。そこで判例は，人的会社の持分の質入と同

様に，債権譲渡の方式，すなわち，社員に属する債権の債務者とみなされる会社に対

し，質入を通知することによって有限会社の持分は質入することができるとしてい

る（Burgard，Le　nantissement　des　parts　de　soci6t6sきresponsabilit61imit6e，

Rev．Soc．，1957ラP．24）。

　　　2．持分の質入と承認　　持分の質入それ自体は譲渡ではないから，これを

行なうについて他の社員の同意は必要とされないはずである。しかし，質権が実行

され，質入持分が社員以外の第三者によって取得された場合には譲渡と同一の結果

が生ずるので，他の社員の同意に従わなければならない。この場合かりに同意が拒

絶されたとしたら債権者の担保はその実効を失う。

　　新会社法はかかる不都合をさけるために，一方では，持分の質入の申出は社員

の同意に従わなければならないとし，他方，会社が前条の第三者に対する持分譲渡

について要求される二重の多数をもって質入の申出に同意を与えたときは，強制換

価（r6a1三sationforc6e）の場合には競落人（adjudicataire）を，民法典第2078条

第1項に従い鑑定人の評価にもとづき質物を帰属せしめるときは質権者を，あらか

じめ社員として承認したものとみなすとした。

　　しかし，以上の結果，会社に異分子が入ってくる危険をさけるために，民法典

第2078条第1項に従って行なわれた譲渡後遅滞なく，会社は自ら当該持分を買取る

ことを許している。このとぎは，会社はそれと関連して資本の減少を行なわなけれ

ばならない。この場合における持分の買入は，競落人の支払った価格あるいは債権

者の請求にもとづき行なわれた評価を基礎として行なうべきである　（Ripert　par

Roblot，P．498）。

法第47条〔社員間の持分譲渡〕

　①持分は，社員の間では自由に譲渡することができる。

②定款が譲渡を制限する条項を含むとぎは，第45条の規定が適用され
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る。ただし，この場合に定款は，同条に定める多数決の条件を軽減しま

たは期間を短縮することができる。

　Loi　Art．47．一Les　parts　sont　Iibrement　cessibles　entre　Ies　associ6s．

　Si　les　statuts　contiement　une　clause　limitant　la　cessibilit6，1es

dispositions　de1’article45　sont　apPlicables　l　toutefois，　1es　statuts

peuvent，dans　ce　cas，r6duire　la　majorit60u　abr6ger　les　d61ais

pr6vus　audit　article．

　〔解　説〕

　　　1．社員間における持分の譲渡　　社員間における持分の譲渡は原則として

自由である（1項）。けだし，この場合には会社の構成員は変更せず，ただ定款に

よる社員間の持分の配分を変更するにすぎないからである。

　　合名会社においては，この譲渡は設立契約を変更するという理由から不可能で

あるが，有限会社においてはかかる契約の尊重を要しない。

　　　2．定款による譲渡制限　　ただし，定款はこの自由を制限することができ

る（2項）。たとえば，1人の社員が過半数をかくとくすることを妨げるため，あ

るいは持分の均等な配分を確保するため（clause　d’6galisatlon），定款は社員問に

おける持分譲渡の自由を制限することがでぎる。

　　この場合には，社員以外の第三者に対する持分の譲渡に関する規定が適用され

る。しかし会社法第45条は強行規定であるにもかかわらず，この場合にかぎって，

定款は譲渡の承認についてはより緩和された多数決の条件を，先買権の行使につい

てはより短い期間を定めることを許している（2項後文）。

法第48条〔持分の譲渡方式〕

　持分の譲渡は，第20条の規定に従う。
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　Loi　Art．48．一La　cession　des　parts　sociales　est　soumise　aux　dis・

positions　de1’article20．

令第31条〔譲渡の公示〕

　持分の譲渡は，第14条に定める公示手続に従う。

　D6c．Art．31．一La　cession　de　parts　sociales　est　soumise　aux　formalit6s

de　publlclt6pr6vue　par1’article　14．

　〔解　説〕

　　　1．持分譲渡の方式　　前に述べたように，有限会社の持分は流通証券によ

って表彰することができない。したがって，株式会社における株式のように流通証

券特有の譲渡方法によることができず，合名会社の持分譲渡と同様に特別の要件に

服せしめられる。

　　すなわち，すべての持分の譲渡は書面により証明されなければならない（譲渡

証書の作成）。この書面は公正証書または私署証書のいずれでも差支えない。ただ

し，この書面の要求は持分の譲渡を要式化したものではなく，それは単に証拠とし

ての意味を有するにすぎないから，この方式を遵守しないときでも譲渡の効力には

影響を及ぼさない。

　　　2．会社に対する対抗要件　　持分の譲渡は，当事者間では契約の締結と同

時に完成する。しかし，これをもって会社に対抗するがためには，債権譲渡に関す

る民法典第1690条め規定にもとづき譲渡を会社に通知し（執達証書acte　d’huissier

によって），または会社が公正証書をもってこれを承諾することを要する（法20条

参照）。

　　もっとも，若干の裁判例ほこれらの手続を欠いているときでも，会社が譲受人

を社員として承認したときは，その譲渡は会社に対抗しうることをみとめたものが

ある。とくに，社員たる業務執行者が他の社員に自己の持分の一部を譲渡したとぎ
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に，その譲渡の会社に対する対抗性をみとめている（Aix，4avri11948，」．C。P．

1948－4513）。しかし破殿院は，譲渡証書以外において譲受人につき他の社員が与え

た承認，または業務執行者が譲渡について有する個人的認識は，譲受入に対し社員

とは独立した法人である会社に対する正規の通知を免れせしめない。この通知を欠

くとき・は譲渡は会社に対抗しえない，とする厳格な態度を示している（Cass・5ao飢

1941，J．C．P．1942－2－18898）。

　　　3．持分譲渡の公示　　以上の手続のほか，持分の譲渡を公示するため，商

業登記簿に添付されるべき譲渡証書を寄託しなけれぽならない。譲渡証書が公正証

書であるときは2通の正本を，それが私署証書であるときは2通の原本を寄託しな

ければならない（令14条および31条）。

　　以上の手続が完了したときにはじめて，譲受人は譲渡人の有していた社員地位

を取得し，これに伴う権利義務を有するに至る。

法第49条〔業務執行者の選任とその権限〕

　①有限会社の業務執行は，1人または数人の自然人によって行なわれ

る◎

　②業務執行者は，社員以外からもこれを選任することができる。業務

執行者は，定款または第59条第1項に定める条件に従うその後の行為に

より，社員がこれを選任する。

　③定款に別段の定めのないときは，業務執行者は会社の存続期間にわ

たって選任される。

　④（1969年12月20日命令第69－1176号により改正および追加）《社員相

互の関係においては，業務執行者の権限は定款をもって定め，定款に定

めのないときは第13条による。》

　⑤《第三者に対する関係においては，本法が明示的に社員に付与した

権限を除き，業務執行者はあらゆる状況で会社の名において行動する最
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も広汎な権限を有する。会社は業務執行者の会社の目的の範囲外の行為

によっても義務を負う。ただし，その行為が目的の範囲を超えているこ

とを第三者が知り，またはそのときの状況からみて知りうべきであった

ことを会社が証明したときはこの限りではない。、定款の公示のみでは・

この証明とはならない。》

　⑥《本条にもとづく業務執行者の権限を制限する定款の条項は，これ

をもって第三者に対抗することができない。》

　⑦《数人の業務執行者がいる場合には，業務執行者は各自本条に定める

権限を有する。ある業務執行者により他の業務執行者の行為につきなさ

れた異議は，第三者に対しては，その悪意が証明されないかぎり効力を

有しない。》

　Loi　Art．49．一La　soci6t6a　responsabilit61imit6e　est　g6r6e　par

une　ou　plusieurs　personnes　physiques．

　Les　g6rants　peuvent　etre　choisis　en　dehors　des　associ6銑　　11s

sont　nomm6s　par　les　associ6s，dans　les　statuts　ou　par　un　acte

post6rieur，dans　les　conditions　pr6vues　a1’article59，alin6a　le「．

　En1’absence　de　dispositions　st我tutaires，ils　sont　nomm6s　pour　la

dur6e　de　la　soci6t6．

　（Ord．no69－1176　du20d6（ン　1969）　《Dans　les　rapports　entre

associ6s，1es　pouvoirs　des　g6rants　sont　d6termin6s　p＆r　les　statuts，

et　dans　le　silence　de　ceux－ci，par1，article　13．》

　《Dans　les　rapports　avec　les　tiers，1e　g6rant　est　investi　des

pouvoirs　les　plus6tendus　pour　agir　en　toute　circonstance　au　nom

de　la　soci6t6，sous　r6serve　des　pouvoirs　que　la　loi　attribue　exp1’e－

ss6ment　aux　associ6s．：La　soci6t6est　engag6e　meme　par　les　actes

du　g6rant　qui　ne　re1さvent　pas　de1’objet　socia1，a　moins　quシelle　ne

prouve（1ue　le　tiers　savait　que1’acte　d6passait　cet　objet　ou　qu’il

ne　pouvait　rignorer　compte　tenu　des　circonstances，6tant　exclu
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que　la　seule　publication　des　statuts　suHise　a　constituer　cette

preuve。》

　《Les　clauses　statutaires　limitant　Ies　pouvoirs　des　g6rants　qui

r6sultent　du　pr6sent　article　sont　inoPPosables　aux　tiers．》

　《En　cas　de　pluralit6de　g6rants，ceux・ci　d6tiennent　s6Par6ment

les　pouvoirs　pr6vus　au　pr6sent　article．：L少oPPosition　form6e　par　un

96rant　aux　actes（1，un　autre　g6rant　est　sans　effet　a　1，6gar（1　des

tiers，a　moins　qu，il　ne　soit6tabli　qu’ils　en　ont　eu　connaissance．》

　〔解　説〕

　　　1．業務執行者の法的地位　　有限会社においては，会社の業務執行および

代表機関として業務執行者が必要的常置機関とされる。旧法の下では，この業務執

行者は受任者（mandataire）と定義されていた。しかし従来から学説はこの定義

に批判的であり，業務執行者を民法上の受任者と同視することは正確でなく，これは

会社制度の枠内において立法者の定めた規範に従うべぎ会社機関と考えるのが正し

いと主張してきた（Escarra　et　Rault，Soci6t6s　commerciales　I．n。3901G．Rlpert，

no9341J．Rousseau，Trait6des　S．A．R．：L．，nQ95）。

　　新会社法の立法者は，この学説の考え方を承認し，法文上は受任者の用語をさ

けて，単にr会社の業務執行は1人または数人の自然人によって行なわれる」との

み表現した。

　　　2。業務執行者の資格　　（1）業務執行者たる資格は，第1に自然人でなけ

ればならず，法人を有限会社の業務執行者として選任することはできない（1項）◎

本条カミかかる資格制限を設けたのは業務執行者の職務には，自然人でなければ履行

しえないものを含んでおり，その義務違反は自然人にのみ課しうる刑事制裁（禁

鋼）を生ぜしめるからである（Juglart　et　IpPolito，II．P．394）。

　　この点は新会社法による改正点の一つである。なぜなら，旧法の下では，業務

執行者の職務は自然人のみならず法人によっても行使することができるものとされ，

とくに，親会社が子会社を管理する場合にそれがみとめられていたからである。し
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かし，今後は法人業務執行者は許されず，この規定は強行規定と解されるので

（P16deli脚re　et　Cathala，nQ10），本法施行前に設立された有限会社において，法

人を業務執行者として選任している会社は，これを自然人に代える義務を負う。

　　（2）次に，業務執行者は社員の中から選任される場合が多いが，社員以外の者

からこれを選任することも妨げない（2項前文）。この自由はすでに旧法の下でも

存在していたものであるが，ただ，新会社法は有限会社を資本会社，ことに株式会

社に接近させることを主な目的としているにもかかわらず，株式会社における取締

役の資格と異なり，業務執行者が持分の保有者たることを要求しなかったことが注

目される。

　　（3）業務執行者はフランス人たると外国人たるとを問わない。ただし，外国人

であるときは，商業登記簿に登録された外国商人の登録証（carte）を保有する者で

なけれぽならない（1939年2月2日命令5条）。

　　（4）業務執行者は義務を負う能力がなければならない。けだし，本法は完全な

民事能力（la　pleine　capaclt6civile）を前提とする責任を業務執行者の負担とし

ているからである。したがって，禁治産者，後見人を付せられた者，親権未解除の

未成年者などは業務執行者となることはできない。

　　（5）その他，種々の理由にもとづき，一定の者は有限会社の業務執行者となる

ことが禁止されている。以下分類すると，

　（＆）新会社法にもとづく無資格　　新会社法は有限会社においても会計監査役の

選任をみとめ，かつ一定の場合にはそれを必要機関としている（法磁条参照）。そ

して，この会計監査役の職務の性質からその独立性を確保する目的で，会計監査役

はその職務の終了後5年間は，その監査を行なった会社の業務執行者になることは

できない（法65条3項）とする特別の制限を設けた。

　（b）一定の職業との兼任不能　　公務員（fonctiomaires），裁判所補助吏（o伍cier

minist6rie1），弁護士（avocat）は，その職務と並んで同時に有限会社の業務執行

老となることはできない。

　（c）業務執行権の禁止　　有限会社の管理の禁止は，普通法上の犯罪または一定
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の違犯について有罪判決を受けた者に課される。すなわち，窃盗（vo1），背任（abus

de　con飴nce），詐欺（escroquerie），破産犯罪（banqueroute），公金の受託者に

より犯された窃取、金銭または有価証券の強奪，小切手資金なき小切手の発行，国

家の信用の侵害，隠匿（recel）（1935年8月8日のデクレ・戸ワ）などである。こ

の禁止は，言渡された刑のいかんを問わず法律上当然に適用される。

　（d）業務執行権の失権　　後述の個人破産および禁止の制裁により会社の管理権

を失った者または営業活動を禁止された者は，業務執行者となることはできない

（法54条参照）。

　　　3．選任方法　　業務執行者は社員によって選任される。その指名は，定款

にもとづぎ（これを通常g6rant　statutaireと呼ぶ），あるいはその後の行為（acte

post6rieur），すなわち社員総会または書面協議による社員の決議によって行なわ

れる（2項）。この決議は，資本の半額以上に当る1人または数人の社員によって

なされる（法59条1項）。
　　　ゆ
　　新会社法は，定款によって指名された業務執行者と通常の業務執行者との古い

区別を廃止した。したがって，業務執行者の法的地位は，その選任方法のいかんを

問わず同一である。

　　　4．任期　　業務執行者の任期は，定款に別段の定めのない限り，会社の存

続期問とみなされる（3項）。この規定は，定款に規定のない場合に選任行為にお

いて任期を定めることはみとめないとする趣旨である。

　　実際には，ことに定款によって指名された業務執行者については，定款で任期

が定められているのが通常であって，たとえば，任期を3年または5年とし，再任

を妨げないとする条項が定款に記載されていることが多い。

　　　5．業務執行者の権限　　業務執行者は，会社内部の事務を執行し，また外

部に対しては会社を代表する権限を有する。本条は，この権限を社員に対する関係

と第三者に対する関係に分けて，次のように定めている。

　　（1）社員に対する関係，すなわち会社の内部関係においては，業務執行者の権

限はこれを定款でもって定めることができるが，定款に別段の定めのない限り，業
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務執行者は会社の利益において，あらゆる業務執行行為を行なうことがでぎる（13

条準用）。

　　ここでいう業務執行（gestion）の意義については，かつては管理行為（acte

d’administration）のみをいうのか，処分行為（acte　de　disposition）をも含むの

かについて議論があったが，現在の多数説は，会社のためになされる行為である以

上は，その処分行為をも包摂するものと解している。たとえば，もっとも問題にな

った不動産に関する行為について，業務執行者が会社にとって不用となった不動産

を売却したり，有用な不動産の借入または取得することはその権限の範囲内である

とされている（Ripert　par　Roblot，P。449）。

　　また，会社の利益という基準はきわめて一般的・抽象的であって，さまざまな

状況に即して解釈せざるをえないが，ただ注意すべきことは，会社の利益は決して

個人的あるいは集団的な社員の利益と混同されるものではなく，構成員たる社員と

は独立した，その自主的な生活体としての法人の利益を考慮する必要があることで

ある（Pi6deliさvreetCathala，no43）。

　　（2）第三者に対する関係，すなわち会社の外部関係における業務執行者の権限

については，1966年7月24目法は単に14条を準用するに止っていたが，1969年12月

29目のオルドナソスによって改正され，その定義が変更追加された。

　　すなわち，第三者との関係では，業務執行者は，本法が明示的に社員に付与し

た権限を除き，あらゆる状況で会社の名により活動するためのもっとも広汎な権限

が与えられている。

　　ここで本法が明示的に社員に付与した権限とは何かについては余り明白ではな

い。たとえば，総会の招集を任務とする受任者の選任を裁判所に請求する社員の権

限などが予想されたものであろうが，しかしこれらの権限は対内的に行使されるも

のであって，本法が社員に対して対外的なある種の代表権を付与した規定は存在し

ない。したがって，この社員の権限留保は少々余計な表現と思われる。

　　ともかく，ここで留意すべき・は，本条がrあらゆる状況における」業務執行者

の行為によって，会社を無制限に拘束することを容認する原則を設けたことである。
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それはとくに，本条5項の後文でr会社はその目的の範囲外の業務執行者の行為に

よっても義務を負う」と表現していることからも明らかである。その結果，有限会

社の業務執行者と取引する第三者は，商事裁判所の書記局において定款を調べたり，

商事公報（Bulletin　o伍ciel　des　annoces　commerciales）における会社の設立告

知を調査したりして，会社の目的の範囲を調査する必要はないことになる。

　　ただし，業務執行者の行為が会社の目的の範囲をこえていることを第三者が知

り（悪意）．あるいは，その時の状況からみて知りうべき（重過失）であったことを

会社が立証したときは，会社は免責される。この場合，その証拠を定款にのみ求め

ることは不十分である。

　　会社の目的の範囲内に属する行為とは何か。会社の利益に反する行為が会社の

目的と一致しないことは明白である。しかし，この両者は結果において異なる。当

該行為が会社の利益に反するにすぎないときは，社員は業務執行上の過失にもとづ

き業務執行者の責任を追求することはできるが，その行為の効力を争うことはでき

ない。これに対し，当該行為が会社の目的の範囲外のものであるときは，会社は第三

者の悪意または重過失を立証して，その行為の無効を主張することができる。その

例としては，旧法の下においてであるが，リヨン控訴院が，会社財産の重要な要素を

構成する営業財産を売却する行為は，会社の目的の範囲外の行為として無効である

と判示したものがある（Cour　de　Lyon，28janvier1952，J。C．P．53，6d。C。1．

somm．，n。50752）。しかし最近の破穀院の判例は，第三者の利益をより保護する態

度を示しており，たとえば，有限会社が対価なく与えた手形保証（Cass．com。11

0ctobre1965）や顧客（取引先）である他会社に対して与えた保証（Cass．com。

25mai1965）は，会社の目的の範囲内の行為としてその有効をみとめている

（Pi6deliさvre　et　Cathala，nQ46）。

　　なお，対内関係と異なり，定款による制限は，それが公示されたとしても，こ

れをもって第三者に対抗することはできない（6項）。この原則は，定款の定めは本

来，社員間の関係においてのみ作用するものであり，定款によって拘束されない第三

者が業務執行者と取引するさいに，いちいち定款の条項を調査しなけれぽならない
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とすると，第三者が取引上の不利益を受けるおそれがあるため，第三者の利益を保

護し，その法的安全を確保するためである。そこには，フラソス民法典の定める伝

統的な委任，および正規に公示された定款規定の絶対的対抗性の理論からはなれて，

会社を代表する機関は，第三者に対して，その態様が当事者の意思とは独立した固

有の権限を有するものとする新会社法の発展をみることができる　（Ripert　par

Roblot，p．449）。Juglart　et　Ippolitoもrそこには，フランス民法典の定める伝

統的な委任と異なり，ドイツ法にならったProkuraの制度の適用がみられる。そ

れは商事委任の場合であり，委任者によりその内容を自由に変更できない法定委任

である」と述べている（p．397）。

　　　6．業務執行者が数入ある場合　　業務執行者は1人に限らず，これを数人

選任することができる（1項）。この場合，原則として各業務執行者は本条に定め

る権限を各自が保有するのであるが，数人の業務執行者間で会社の業務執行を分配

または制限することができるか，これをもって第三者に対抗することができるかが

問題となる。

　　この問題はすでに旧法の下でも議論されていた点であって，具体的には，各業

務執行者は一定部門においてのみその権限を行使できるとする，いわゆる専門化条

項（clause　de　sp6cia玉isation）とか，ある業務執行行為については，業務執行者は

全員または一定数の者が共同してのみ行為することがでぎるとする，いわゆる共同

管理条項（clause　de　g6rance　collective）を定款に定めることができるかの問題

として提示されていた。

　　従来の多数説はこれを積極的に解し，たとえぱ，共同管理条項は真の契約上の

制限を溝成するものではない。社員は数人の業務執行者を選任することが許されて

おり，しかもこの共同管理は公示を要するものであるから，それは一種の管理委員

会（conseil　de　g6rance）を形成し，第三者は自分が取引すべき者がこの管理委員

会であることを適切に知りうるのであるから，この条項をもって第三者に対抗でき

るものと主張した。

　　しかし，この学説は，複数の業務執行者が存する場合において，会社の義務をす
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べての業務執行者の署名にかからしめる定款の条項は，第三者に対抗することがで

きないと判示した破殿院の判決によって非難された（Cass．com．190ctobre1960，

」．C。P。61．2、11803）。新会社法は主としてこの判例にもとづいている。

　　すなわち，社員間の関係では，制限条項は常に有効である。従って．従来と同

様に，管理を分割し専門化すること，ならびに数人の業務執行者の共同署名（sign－

ature　conjoint）を義務づけることは可能である。これに反し第三者との関係では，

すべての制限条項を第三者に対抗することができない。もちろん，共同管理条項は，

それが公示されたか否かにかかわらず，すべて第三者に対抗できない。

　　ところで，数人の業務執行者が存する場合における新会社法の独自性は，各業

務執行者は，他の業務執行者のなす行為について，その行為の終了前に異議を申立

てる権利，いわば拒否権（droit　de　veto）とでもいうべき権利を新設したことで

ある。ただし，この業務執行者の異議申立は，第三者に対しては，会社が第三者の

悪意（異議の認識）を証明しないかぎり無効である。

　　7。総括　　以上，全体的にみて，新会社法は取引の安全を確保することに

ぎわめて大ぎな配慮を示しており，有限会社の会社機関の業務執行行為に対して向

けられる無効訴訟の減少を目的としているものといえる。この考え方は，1968年3

月9日のCEE委員会によって採択された1964年2月21日のブルッセル指導大綱の

提案に沿ったものである。

法第50条〔自己取引の制限〕

　①業務執行者，または会計監査役がおかれているときは会計監査役は，

会社と業務執者または社員の1人との間に，直接にまたは人を介して行

なわれた取引に関する報告書を社員総会に提出し，または書面で意見が

求められる場合は，社員に伝達される書類にこれを添付しなければなら

ない。社員総会はこの報告書にもとづき決定する。当該業務執行者また

は社員は決議に加わることができず，その持分は定足数および多数決の
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計算に算入されない。

　②承認されない取引であっても，その効果を妨げない。ただし，業務

執者および必要あるときは契約当事者たる社員は，契約の結果として，

会社に与えた損害を単独または連帯して負担しなければならない。

　③本条の規定は，当該有限会社の業務執行者または社員が，同時に無

限責任社員，業務執行者，取締役，副社長，董事会または監事会の構成

員でもある他会社と締結した契約にも拡張する。

　Loi　Art．50．一Le　g6rant　ou，s’il　en　existe　un，1e　commissaire

aux　comptes，pr6sente　a　rassemb16e　ou　joint　aux　documents　com－

muniqu6s　aux　associ6s　en　cas　de　consultation6crite，un　rapport

sur　les　conventions　intervenues　directement　ou　par　personne　inter－

pos6e　entre　la　soci6t6et　I’m　de　ses　g6rants　ou　associ6s．L’assemb16e

statue　sur　ce　rapPort．　Le　g6rant　ou　rassoci6　int6ress6　ne　peut

prendre　part　au　vote　et　ses　parts　ne　sont　pas　prises　en　compte

pour　le　calcul　du　quorum　et　de　la　majorit6．

　：Les　conventions　non　apProuv6es　produisent　n6anmoins　leurs

e丘ets，a　charge　pour　le　g6rant，　et，　s’il　y’a　Iieu，　pour　rassoci6

contractant，de　supporter　individuellement　ou　solidairement，selon

les　cas，1es　cons6（1uences（1u　contrat　pr6judiciables　a　Ia　soci6t6．

　Les　dispositions　du　pr6sent　article　s’6tendent　aux　conventions

pass6es　avec　une　soci6t6dont　un　associ6ind6finiment　responsable，

g6rant，administrateur，directeur　g6n6ra1，membre　du　directoire

ou　membre　du　conseil　de　surveillance，est　simultan6ment　g6rant

ou　associ6de　la　soci6t6a　responsabilit61imit6e．

令第34条〔会計監査役に対する通知〕

　①業務執行者は，会計監査役がおかれているときは会計監査役に対し，会社法

第50条に定める契約を，その締結の日から1ヵ月の期間内に通知しなければなら
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ない。

　②前営業年度中に締結された契約の履行が当営業年度中も継続しているときは，

当該営業年度が終了したときから1カ月の期間内に，会計監査役に対して，この

状況を通知しなけれぽならない。

　D6c．Art．34．一Le　g6rant　avise　le　commissaire　aux　comptesンs’il　en

existe　un，　des　conventions　vis6es　a　rarticle50de　la　loi　sur　les　soci6t6s

commerciales，dans　le　d61ai　d，un　mois　a　co艶pter　de　Ia　conclusion　des・

dites　conventions．

　Lors（1ue1，ex6cution　de　conventions　conclues　au　cours　d》exercices　ant6・

rieurs　a6t6poursulvie　au　cours　du　demier　exercice，1e　commissaire　aux

comptes　est　inform6de　cette　situation　dans　le　d61ai　d’un　moisきcompter

de　la　c16ture　de　rexercice．

令第35条〔報告書の内容〕

　会社法第50条第1項に定める報告書には，次の事項を記載しなけれぽならない。

　社員総会の承認に従うべき諸契約の列挙。関係ある業務執行者または社員の氏

名，前記契約の性質および目的

　当該契約に特有な態様，とくに支払われた代価または料金，合意された払戻お

よび手数料，合意された支払期問，約定利息，提供された担保に関する事項，お

よび必要あるときは，これら契約の締結に関連する利害を社員が評価できるよう

な他のすべての事項

　引渡された納入品または提供された役務の重要度，ならびに第34条第2項の定

める契約の履行に当り，当該営業年度中に支払いまたは受取った金額。

　D6c．Art．35．一Le　rapPort　pr6vuき1’article50，alin6a　ler，de　la　lol　sur

les　soci6t6s　commerdales　contient：

　L・6num6ration　des　conventions　soumises　a1’approbation　de　lyassemb16e

　　des　associ6S；
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Le　nom　des　g6rants　ou　associ6s　lnt6ress6s　l

La　nature　et1’ob∫et　desdites　conventions；

Les　mo（ialit6s　essentlelles　de　ces　conventions，notamment1，indication

　des　prix　ou　tarifs　p士atiqu6s，des　ristoumes　et　commissions　consenties，

　des　d61ais　de　paiement　accord6s，des　int6r6ts　stipu16s，des　s合ret6s

　conf6r6es　et，1e　cas6ch6ant，toutes　autres　in（iications　permettant

　aux　associ6s　d’apPr6der　1’int6ret　qu圭　s，attαchait　a　la　concluslon　des

　conventions　analys6es；

L’importance　des　foumitures　livr6es　ou　des　prestations　（ie　service

　foumies　ainsi　que　le　montant　des　sommes　vers6es　ou　regues　au

　cours　de　rexercice　en　ex6cution　des　conventions　vis6es議1’article34，

　a1圭n6a　2．

　〔解　説〕

　　　1．立法趣旨と沿革　　本条は有限会社を株式会社に接近せんとする重大な

改革の一つである。業務執行者は会社の業務執行の責任者として，会社に対しその

職務を忠実に遂行しなけれぽならない立場にある。しかし業務執行者がその資格を

はなれて個人的な取引の場において，あるいは直接取引の相手方として，あるいは

取引の相手方を代理または代表して会社と相対するとき，ややもすればその地位を

利用して会社の利益の犠牲の下で自己または第三者の利益をはかる危険性が考えら

れる。そこで，このような業務執行者の自己取引そのものは一般的に禁止しないカ㍉

この取引の公正をはかり，上記の危険性を防止するために，社員の監督に服せしめ

たのが本条である。

　　旧法の下では，この危険が有限会社の枠内で生ずるについては，さほど重大な

ものとは考えられていなかった。そのため，株式会社の取締役に対し自己取引を制

限する1867年7月24目法第40条（現行101条）の如き規定は存せず，むしろ学説は，

合名会社の業務執行者と同じ条件で，すなわち，契約が詐欺的な性格を有さず・ま

た通常の条件で締結されたときは，自己取引も可能であると解していた（Escarra，

Cours　de　droit　commercia1，1952．nQ966）。そこには，群小の有限会社において
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は，会社財産と業務執行者の個人財産との間に事実上の混同がしばしば存在すると

いう考慮が働いていたものと思われる。

　　しかし，新会社法の立法者はかかる混同を望まず，なかんずく有限会社を資本

会社と考える立場から，業務執行に関与していない社員の利益を保護し，その監督

権を行使せしめるため，株式会社にならって，同様な規制を設けたのである。

　　　2．　自己取引の態様　　本条は自己取引の態様として，これを2つの種類に

分けている。1つは，会社とその業務執行者または社員との間の契約であり，他は，

会社と他会社との間の契約，すなわち，当該有限会社の業務執行者または社員が同

時に他会社の無限責任社員，業務執行者，取締役，副社長，董事会または監事会の

構成員であるときに，その他会社と当該有限会社とが締結する契約である。

　　第1種の契約は，会社とその業務執行者または社員とが直接に締結する契約の

みならず，人を介して間接的に締結する契約をも含む。ここでいう仲介者は，自然

人のみならず法人（会社）も含むものと解されている。

　　これに対し，第2種の契約は直接に会社と他会社との間に締結された契約のみ

を対象とする。ただし，この場合には当該有限会社の業務執行者または社員が他会

社において第3項の列挙する一定の資格を有することを条件とする。その資格は各

種の会社によって異なるので，会社間で取引される場合に，いかなる場合が自己取

引となるかは，場合を分けて考えねぽならない。

　　まず，契約当事会社が双方とも有限会社であるときは，両会社が同一の業務執

行者を有するとき，または，ある会社の業務執行者が他の会社の社員であるときに

自己取引となる。

　　次に，ある会社が有限会社であり他の会社が株式会社であるときは，有限会社

の業務執行者または社員がその契約の相手方である株式会社の取締役，社長，副社

長，董事会または監事会の構成員であるときに自己取引となる。

　　さいごに，ある会社が有限会社であり他の会社が合名会社または合資会社であ

るときは，両会社力洞一の業務執行者を有するとき，または，ある会社の業務執行

者が他の会社の社員であるとぎ，およびある会社の社員が他の会社の無限責任社員
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であるときに自己取引となる。

　　このように，自己取引の範囲は当該契約の目的によってではなく，契約を締結

する人（自然人または法人）に固有な一定の資格によって決定される。これらの点

は，ほぼ株式会社の場合と同様であるが，ただ次の点では有限会社の特色がみられ

る。すなわち，第1に本条の契約は単に会社と業務執行者との間の契約だけではな

く（株式会社では取締役などの役職者に限る），社員との間の契約にも及ぶこと。第

2に，通常の条件で締結された日常取引に関する例外が定められていないことであ

る（法102条参照）。その結果，本条はきわめて多様な実際的適用に導ぎ，かつ若干の

有限会社の運営をきわめて複雑化するおそれがあると指摘されている（Vuillermet

et　Hureau，p。612）。

　　　3．社員総会の承認　　（1）事後的監督　　以上の自己取引に該当する契約

は一般的に禁止されるものではなく，次条に規定する場合を除き，それは単に承認

手続に従うにすぎない。株式会社では，その承認は取締役会が事前にこれを行なう

べきものとされているが，有限会社には取締役会に相当する機関がないから，事前

の承認は必要でなく，社員総会による事後的な承認が要求されるにすぎない。しか

し，後に述べるとおり，承認の欠飲は何ら契約の効力に影響を及ぼさないとしても，

それによって会社に与えた損害は業務執行者の負担とされるので，実際には，業務

執行者はこの危険負担をさけるため，あるいは自己取引たる契約の締結を差し控え

るか，社員総会の承認を停止条件として契約を締結することが予想される。そうな

れば，形式的には事後的監督であるとしても，実質的には事前の監督と変らないこ

とになる。

　　（2）承認手続　　ともかく，自己取引について社員総会の承認をうるためには，

その手続は次の段階に従って展開される。

　（a）まず，業務執行者は，会計監査役が存するときは会計監査役に対して，その

取引の締結のときから1ヵ月の期間内に（令34条1項），前営業年度中にすでに締

結された契約の履行が継続中なるときは，当該営業年度の終了から1カ月の期間内

に（令34条2項），その取引を通知しなけれぽならない。
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　（b）業務執行者，または会計監査役がおかれているときは会計監査役は，当該契

約（自己取引）に関する報告書を作成し，この総会に提出しなければならない（1

項）。この報告書には，（i）社員の承認に従うべぎ契約の列挙。（ii）利害関係ある

業務執行者または社員の氏名。（圭ii）これら契約の本質的な態様，とくに実行された

価額または料金，合意された払戻および手数料，与えられた支払猶予期間，約定利

息，付与された担保などの事項。その他必要あるときは，当該契約の締結に関連あ

る利害を判断するに必要なすべての事項を記載しなけれぽならない（令35条）。

　　前営業年度中に締結されかつ当該営業年度中に継続している契約のある場合に

は，この報告書には，この契約の履行として当該営業年度中に引渡された納入品ま

たは提供された役務の重要度，ならびに期間中に支払いまたは受取った金額を記載

しなけれぽならない（令35条）。

　　なお，本条は明規していないが，上記の業務執行者または会計監査役の報告書は，

総会の決議に先立ち，その他の書類（計算書類，決議の案文）と同様な方法で社員

に送付しなければならないものと解せられる（Vuillermet　et　Hure3u，P．618）。

　（c）総会はこの報告書にもとづき，その承認の可否を決定する。この場合，自己

取引に関係ある業務執行者または社員は特別利害関係人として承認決議に加わるこ

とは許されず，またその持分は定足数および多数決の計算に算入されない（1項）。

　　本条は単に総会による承認しか定めていないが，しかし書面協議による承認が

排除されるものではない。なぜなら，本条第1項前文は，r書面協議の場合には，

社員に送付される書類に報告書を添付しなければならない」と定めているからであ

る。しかし，実際には社員が本条の契約について決定を求められるのは，殆んど年

次総会においてであろう。書面協議の場合には，社員はその回答を報告するため2

週間の期間を有する。

　　　4．本条違反の効力　　本条の規定に違反して，承認されざる契約もその効

力の発生は妨げられない。ここで承認されざる契約（convention　non　approuv6e）

とは，社員総会で承認が拒絶された場合のみならず，業務執行者が社員の承認を求

めなかった場合も含む（Vuillermet　et　Hureau，P．618）。ともかく，自己取引そ
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のものは常に有効である。けだし，多くの場合，社員決議のときには，その契約は

すでに履行されまたは少なくとも履行が開始されているから，これを無効とするこ

とは不適当であるからである（Ripert　par　Roblot，p・515）。

　　ただし，この種の契約の結果，会社に損害を与えた場合には，業務執行者また

は契約当事者たる社員は，単独であるいは連帯してその損害を賠償しなければなら

ない。

　　　5．業務執行者の報酬と本条との関係　　新会社法は業務執行者の報酬につ

いて全く規定を設けていない。それは旧法の場合と同様に，委任の観念にもとづい

て，業務執行者は有償または無償の受任者（mandataire　salari60u　gratuit）た

ることをみとめているのか，それとも業務執行者の任用契約は委任の枠を超えた特

別の契約として，本質的に有償なものとみとめているのか不明である。

　　もしかりに業務執行者の報酬は特約によらねばならないとすると，業務執行者

の報酬に関する契約は，本条の定める自己取引として社員総会の承認に従わねばな

らないかが問題となる。また報酬請求権そのものは業務執行者の任用契約から当然

に生ずるとしても，その報酬額の決定についても同様な問題が生ずる。とくに前述

の如く，自己取引の承認決議については，社員たる業務執行者は特別利害関係人と

して決議に参加することができず，その持分は定足数および多数決の計算には算入

されないのであるから，たとえ業務執行者が過半数の持分を有する多数派社員であ

るとしても，その報酬額は少数社員の判断に任せざるをえず，とぎには不合理な金

額の報酬が決定されるおそれがある。

　　問題が微妙なだけに，今後この問題は係争の対象として，あるいは解釈問題とし

て議論を生ぜしめるものと思われるが，ここでは一応Pi6deliさvre　et　Cathalaの

見解を要約して紹介するに止める（n。s20－26，n。64）。

　　業務執行者の報酬はその選任行為との関連において考察しなければならない。

業務執行者が定款によって指名されるときは定款で，社員総会の決議により選任さ

れるときはその決議で，業務執行者の報酬を決定すべきである。この場合には，社

員の監督権はその範囲で行使されたものと考えられるから，とくに本条による社員
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の承認決議は不要である。これに反し，業務執行者の選任と報酬の決定が区別され，

その選任後にあらためて業務執行者が会社との間でその報酬を定める契約を結ぶと

きは，明らかに自己取引として社員の承認決議をえなければならない。

　　問題となるのは，業務執行者が新たに利益を得ること　（退職慰労金など），あ

るいは定款または業務執行者の選任決議の議事録ですでに決定された報酬の条件を

改訂する場合には，本条の承認を必要とするかである。この問題については場合を

2つに分けて，報酬が定款で定められているときは，すべての変更は定款の変更を

生ぜしめるから，本条の適用を要せず定款変更の決議をもって足りる。これに対し，

報酬が社員の決議にもとづくときは，すべての変更または新たな利益の付与は，本

条の定める自己取引を構成し，社員の承認決議を要する。

法第51条〔金銭貸付等の禁止〕

　①いかなる形式をもってするかを問わず，業務執行者または社員は，

会社から金銭の貸付を受け，交互計算その他により会社に無担保貸付を

受諾させ，ならびに会社に対し自己の第三者に対する債務について保証

または手形保証をさせることは禁止される。これに違反する契約は無効

とする。

　②前項の規定にかかわらず，会社が金融業を営むときは，前項の禁止

は，通常の条件で締結された日常の営業取引には適用されない。

　③本条の禁止は，本条第1項に掲げられた者の配偶者・尊属および卑

属ならびにすべての仲介者にもこれを適用する。

　：Loi　Art．51．一A　peine　de　nullit6du　contrat，　il　est　interdit　aux

96rants　ou　associ6s　de　contracter，sous　quelque　forme　que　ce　so童t，

des　emprunts　aupr6s　de　la　soci6t6，de　se　faire　consentir　par　elle　un

d6couvert，en　compte　courant　ou　autrement，ainsi　que　de　faire
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cautionner　ou　avaliser　par　elle　leurs　engagements　envers　les　tielfs．

　Toutefois，si　la　soci6t6exploite　un6tablissement五nancier，cette

interdiction　ne　s’apPlique　pas　aux　oP6rations　courantes　de　ce

commerce　conclues　a　des　conditions　nomlales．

　Cette　interdiction　s’applique6galement　aux　conjoint，ascendants

et（1escendants　des　personnes　vis6es　a1’alin6a　le「du　pr6sent　article

ainsi（1u，a　toute　personne辻1terpos6e．

　〔解　説〕

　　　1．　自己取引が禁止される場合　　本条は前条と同様に自己取引に関する新

設規定であるが，ただ前条と異なるのは，以下の契約については，会社にとってと

くに危険が大きいという理由から絶対的に禁止されていることである。禁止されて

いる契約は，

　　（1）業務執行者または社員が会社から金銭の貸付を受けること。

　　（2）交互計算その他の方法により会社に無担保貸付を受諾させること。

　　（3）会社に対して自己の債務について保証または手形保証をさせること，であ

る（1項）。

　　　2。本条の適用対象者　　本条は，業務執行者または社員に適用されるだけ

でなく，これらの者の配偶者，尊属および卑属についても適用される（3項）。ま

た本条は，rすべての介在者」（toute　persome　i且terpos6e）にもこの禁止を適用す

る旨を明規している（3項）。それは，他人を介在せしめて，この禁止規定を実質

的に脱法せんとする策略を防止せんがためである。もちろん，この禁止はすべての

介在者に課され，介在者が業務執行者または社員のために介在するか，これらの者

の直系血族や配偶者のために介在するかを問わない。

　　　3。本条違反の効力　　本条の禁止に違反してなされたすべての契約は無効

とする（1項）。この無効は絶対無効（nullit6absolue）であって，単なる相対無

効（nu11it6relative）ではない。したがって，無効を確認せんとするすべての利

害関係人はこれを主張することができ，訴訟のさいには抗弁として援用することが
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できる。

　　この無効は，利害関係人の追認によって治癒することはできない。全社員の合

意をもってしても，本条に定められた状態で締結された貸付または保証はこれを有

効とすることができない（Pi6de1驚vre　et　Cathala，no56）。

　　　4．例外　　以上の禁止は，有限会社が金融業を営むときには適用されない

（2項）。ここでいう金融業とは，明らかに金貸業（6tablissement　du　prδt）の場

合であって，銀行は含まれない。けだし，有限会社は銀行業を営むことが許されな

いからである。

　　　5．批判　　本条の規定は，有限会社を株式会社に接近させるための革新的

な規定であると評価される一方，従来の日常的な慣行に支障を与えるものという批

判がある。ことに，新会社法第106条と異なり，社員をも適用対象者としているの

であるが，そのため会社と社員との間の交互計算に支障を与え，また，法人は業務

執行者にはなれないとしても，社員にはなることができる。この場合，本条3項の

拡張的規定（すべての介在者に対する禁止の適用）が，社員たる会社に対して直接

ではなく，たとえば，その子会社の1つに与える貸付の場合にも適用されるとする

と，同一グループの会社間の慣行的な金融関係に障害を与える（Vuillermet　et

Hureau，p．619）o

法第52条〔業務執行者の民事責任〕

　①（1967年7月12目法律第67－559号により改正）《業務執行者は，有限

会社に適用される法令の規定に対する違反または定款の違反，もしくは

その業務執行においてなされた過失につき，単独または連帯して，会社

または第三者に対し責任を負う。》

　②数人の業務執行者が同一の行為につき共同したとぎは，裁判所は損

害の填補における各人の負担部分を定めなければならない。

　③社員は個人的に蒙った損害の賠償訴権のほかに，単独であるいは命
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令で定める条件に従い共同して，業務執行者に対する責任追求の会社訴

権を行使することができる。原告は，会社が蒙った全損害の賠償を求め

ることができ，その場合には，当該損害賠償は会社に帰属するものとす

るo

　④会社訴権の行使を社員総会に対する事前の通知または社員総会の許

可に従わせる効果を有し，あるいは予めこの訴権の行使の放棄を定めて

いる定款の条項は，すべて記載がないものとみなされる。

　⑤社員総会のいかなる決議も，業務執行者が委任事務の執行において

なした過失につき，これらの者に対する責任追求訴権を消滅させる効果

を有しない。

　：Loi　Art52．一（L　n。67－559du　l2jui11．1967）《Les　g6rants　sont

responsables，圭ndividuellement　ou　solidairement，selon　Ie　cas，envers

la　soci6t60u　envers　les　tiers，soit　des　infractions　aux　dispositions

16gislatives　ou　r691ementa丘es　apPlicables　aux　soci6t6s　a　respon－

sabilit61imit6e，soit　des　violations　des　statuts，soit　des　fautes

commises　dans　leur　gestion．》

　Si　Plusieurs96rants　ont　coop6r6　aux　m6mes　faits，1e　tribunal

d6termine王a　part　contributive　de　chacun　dans　la　r6paration　du

dommage．
　Outre1’3ction　en　r6parαtion　du　pr6judice　subi　personnellement，

1es　associ6s　peuvent，soit　individuellement，soit　en　se　groupant

dans　les　conditions　丘x6es　par　d6cret，　intenter　1’action　sociale　en

responsabilit6contre　les　g6rants．：Les　demandeurs　sont　habilit6s　a

poursuivre　la　r6paration　de1’entier　pr6judice　subi　par　la　soci6t6　a

laquelle，1e　cas6ch6ant，1es　dommages－int6rets　sont　allou6s．

　Est　r6put6e　non6crite，toute　clause　des　statuts　ayant　pour　effet

de　subordonner1’exercice　de　1’action　sociale　a1’avis　pr6alable　ou

a1’autorisation　de1’assemb16e，ou　qui　comporterait　par　avance
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renonciation　a1，exercice　de　cette　action．

　Aucune　d6cision　de1’assemb16e　ne　peut　avoir　pour　effet　d，6tei．

ndre　une　action　en　responsabilit6　contre　les　g6rants　pour　faute

commise　dans1’accomplissement　de　leur　mandat．

令第45条〔会社訴権行使の条件・その1〕

　①資本の10分の1以上に当る社員は，共同の利益において，業務執行者に対す

る会社訴権を行使または防禦するために，それらの社員の費用でもって，その中

の1人または数人がこれを代理することを委託することができる。

　②前項に定める1人または数人の社員が社員資格を喪失したため，または任意

に訴を取り下げて訴訟の係属中に脱退しても，前記訴訟の遂行には影響を及ぼさ

ない。

　D6c．Art．45．一S’ils　repr6se批ent　au　moins　le　dixiさme　du　capital　socia1，

des　associ6s　peuvent，dans　un　int6rδt　commun，charger乞1eurs　f珍is　un

ou　plusieurs　d’entre　eux　de　les　repr6senter　rour　soutenir，tant　en　deman・

de　qu，en　d6fense，1，action　sociale　contre　les　g6rants．

　Le　retrait　en　cours　dシinstance　d7un　ou　plusieurs　des　associ6s　vis6s　a

1’alin6a　pr6c6dent，　soit　qu，ils　aient　perdu　la（lualit6　d’associ6，　soit　qu’ils

se　soient　volontairement　d6sist6s，est　sans　effet　sur　Ia　poursuite　de　ladite

instance．

令第46条〔会社訴権行使の条件・その2〕

　会社訴権が，単独でまたは前条に定める条件に従い行為する1人または数人の

社員により行使されるときは，裁判所は，会社がその法律上の代表者により正規

に関与させていないときは審判することボできない。

　D6c．Art．46．一Lorsque　raction　sociale　est　intent6e　par　un　ou　plusieurs

associ6s，agissant　soit　individuellement，soit　dan　les　conditions　pr6vuesゑ
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1’＆rticle　pr6c6（lent，1e　tribunal　ne　peut　statuer　que　si　la　soci6t6　a　6t6

r6guliさrement　mise　en　cause　par　rinterm6diaire　de　ses　repr6sentants

l6gaUX．

　〔解　説〕

　　　1．業務執行者の民事責任　　（1〉責任原因　　業務執行者は．次の3つの

責任原因のある場合に民事責任を負う。これらは多くの場合に接合しあるいは混合

するが，各々は異なる原則に立脚するものであるので，それぞれを分説する。

　（a）法令違反　　第1は，業務執行者が有限会社に適用されるすべての法規に違

反した場合である。業務執行者の法令違反のすべての場合を列挙することは困難で

あるので，ここではその主な場合のみをあげると，

　（i）会社の設立時あるいは定款変更の時における公示手続の不正規または癬怠。

　（ii）会社法第56条所定の書類（営業年度の取引に関する報告書，財産目録，一・

般純損益計算書，損益計算書，貸借対照表）の作成または社員に対する伝達の欠如。

　（iii）営業年度の終了時から6ヵ月の期間内に社員を招集しないこと。

　（iv）社員総会の招集または書面瘍議のために送付すべき書類における不作為ま

たは不正規。

　（v）確定利息を社員に支払うこと，などである。

　（b）定款違反　　会社の定款は法令に従わなければならない。したがって定款違

反は同時に法令違反となることが多いが，発起人は定款に特別の条項を設け，一定

の職務を業務執行者に付与していることがある。かかる場合には，業務執行者は定

款を施行しこれを尊重する義務を負い，これに違反するときは民事責任が発生する。

　（e）業務執行上の過失（faute　de　gestion）　　これは，それ自体が普通法による

過失を構i成するすべての作為または不作為（不法行為，準不法行為），会社事業の執

行における不注意（ilnPrudence），慨怠（n691igence），および判断の過誤（erreur

de　jugement）などを含む，業務執行者の職務に固有の一般的な善管義務に違反す

る場合である。業務執行者に課される善管義務は，個別的委任の場合に要求される

単なる平均的な注意義務としてだけでなく，ときには分別（discemement）や手
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腕（habilet6）の発揮が要求される社団的な特性をもった特殊な義務であり，誠実

義務（obligation　de　diligence）である。

　　このように，業務執行者の一般的義務はきわめて抽象的・一般包括的なもので

あるので，業務執行上の過失にもとづく責任の発現形態は多種多様であり，かつそ

の責任発生原因の範囲も広汎たらざるをえないが，参考のために，判例にあらわれ

た2，3の事例をあげて，その実際的な適用例を考察すると，

　（i）業務執行者は，法令または定款により一定の場合に社員を招集する義務を

負うのみならず，会社の重大問題を社員に報告し，有用な時期に決議せしめること

は業務執行者の善管義務であるとして，r会社の重大な状況について社員に報告せ

ず，かつ決議を求めない業務執行者は，たとえ損失が未だ資本の4分の3に達して

いないとしても，業務執行者が認識している悪条件で会社を存続させることが，旧

損失に新損失を加えて会社の実体自体を無に至らしめるにすぎないかぎり，業務執

行上の過失を構成する」（Cass・com・5juin1961・Quotidien∫uridique，140cto・

bre1961）。

　（ii）会社に課された義務の不遵守は，必ずしも業務執行者がその業務に当たり

犯した過失を意味するものではないが，会社にそれに当てるべき資金が存するのに，

業務執行者が社会保障の分担金を未払のままにして，その結果，遅延割増金を発生

せしめ，会社およびその債権者に損害を与えたときは，業務執行上の過失を構成す

る（Cass．25janvier1963．Gaz．PaL196欲1．383）。

　（iii）その他，業務執行者が会社に不利な条件で賃貸借契約を更新し，会社に損

害を与えた場合に業務執行者の責任をみとめた事例（Cass．com．8juin1963。

Bu11．cass．1963．2．236）。業務執行者が広汎な代理権を付与した支配人の監督を

怠った場合に，業務執行上の過失ありとみとめた事例（Ca獣com．6f6vrier

1962．Bu11．civ．III，no80）などカミある。

　　（2）責任の相手方　　業務執行者の責任は，会社または第三者に対してである。

ここで第三者とは，会社債権者がその主な例であるが，社員も含めて理解するのが

判例である。たとえぽ，1960年12月14日の破穀院商事部の判決はr虚偽の報知にも
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とづいて損害を受けた社員は，業務執行者の責任を追求することができる」として

いる（Cass．com．14d6cembre1960．，R．D．C，1961，624）。

　　（3）有責業務執行者とその連帯性　　民事責任を負うべき業務執行者は，それ

ぞれの責任原因に該当する行為をした業務執行者であり，数人の業務執行者が存す

る場合でも，業務執行者は原則として自己固有の過失について責任を負うにすぎな

㌧、　（responsabilit6individuelle）。

　　ただし，数人が共同して行為をした場合，またはその中のある業務執行者の過

失ある行為を他の業務執行者が明示または黙示に承認した場合（共同過失一faute

commune）には，その数人が連帯して責に任じなければならない（responsabiHt6

solidaire）。この場合には，各業務執行者は被害者に対しては，その受けた損害の

全額の賠償を命ぜられるが，内部負担関係においては，賠償負担は必ずしも均等の

割合によるものではなく．各業務執行者の過失の程度に比例して（損害発生行為に

ついて各業務執行者の演じた役割の大小に従い）分担することとし，その負担部分

は裁判所が決定するものとする（2項）。

　　この責任は法文上は連帯責任（solidar玉t6）とされているが，真の性質は合同

責任（responsabilit6in　solidum）と解される。けだし，各業務執行者に対する訴

権は独自性を有しており，他の業務執行者に対して提出された抗弁により影響され

ず，また遅滞に付されえないからである（Vuillermet　et　H：ureau，p。407）。

　　　2．責任訴権　　（1）個人訴権と会社訴権　　業務執行者の民事責任を追求

する訴権は，損害を受けた者に帰属するのが本則である。したがって，第三者または

社員が個人的に蒙った損害の回復については，いわゆる個人訴権（action　indivシ

duelle）を行使することができる。また会社ボ蒙った損害の回復については．いわ

ゆる会社訴権（action　sociale）が会社に帰属し，会社の法定代表者（業務執行者，

清算人，管財人）によって行使されるのが原則である。

　　このように，会社訴権は業務執行者の誤れる行為により会社財産に生じた損害

の回復に関する訴権であって，したがって会社に属し，会社機関により行使される

べき訴権であり，個人訴権は業務執行者の行為により社員が第三者として受けた損
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害，または会社財産は害せられることなく社員の個人的権利が害されることにより

生じた損害の回復に関する訴権であって，したがって社員個人に属する訴権である

と解されている。

　　しかし，業務執行者の行為により会社財産に損害が生じ，それがひいては社員

にまで損害が及びうる場合に，やはりこれは会社訴権であるとして，社員にその訴

権の行使をみとめえないとすると，社員の利益が害されることになる。従来の判例

は，かかる場合には，会社財産の損害にもとづく社員の持分減少の割合においての

み，社員は自らその範囲の損害賠償を求めるため，会社訴権の行使がでぎるものと

した。

　　国民議会に提出された法律案は，この判例を単純に承認し，それと同趣旨の規

定を設けていたが，しかしこれは上院においてはげしい反対にあい，結局は，社員

は会社の蒙った全損害の賠償を求める会社訴権を行使することができ，この場合に

は，損害賠償金は会社に帰属するとする修正案が可決されるに至った。

　　修正の主な理由は，旧判例の如く，社員が会社訴権の行使により会社資本中そ

の持分の割合において自ら賠償を受けられるとすれば，後に再び会社が自己の名に

おいてその訴権を行使したときは，会社の受けた損害の賠償が社員全員に還元され

る結果，各個に会社訴権を行使した社員は二重の賠償を受けることになり，不合理

であるという点である（Hamiaut，1・p・69・Juglart　et　Ippolito，II・p．400）。

　　本条で新設された，この社員による会社訴権の行使は，いわばわが国の代表訴

訟または代位訴訟に当るものといえる。事実，司法大臣（Garde　des　Sceaux）は，

この社員の権利は一種の代位権（m　droit　de　substitution）であると述べている

（S6ances　du　S（…nat　du20avri11966）。

　　（2）社員による会社訴権行使の方法　　かかる会社訴権は，社員が単独でこれ

を行使することもでぎるが，資本の10分の1以上に当る社員が集合して，その共同

の利益において会社訴権を行使するために，それらの社員の費用で，そのうちの1

人または数人がこれを代理することを委託することができる。これらの社員のうち

の1人または数人が社員資格を喪失したり，あるいは任意に訴を取り下げて訴訟係
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属中に脱退しても，訴訟の継続には影響を及ぼさない（令45条）。

　　資本の10分の1以上という要件は，訴権行使のときに充足されていれぽ足りる。

またこの場合において，裁判所が審判するためには，会社はその法律上の代表者を

通じて，正規にこの訴訟に関与しなければならない（令46条）。いいかえれば，社

員または社員の集団は，会社の法定代表者に会社訴権を行使する旨を報知した後に

かぎり，訴を提起することができるという意味である（Vuillermet　et　Hureau，P．

408）。

　　（3）会社訴権と社員総会　　（a）定款に，会社訴権の行使は社員総会の事前

の意見に従うべき旨（claused’avis）または総会の認許に従うべき旨（clause

prohibitive）の条項を設けても，それらは記載なぎものとみなされる。前者は，社

員が総会の意見に反して会社訴権を行使することを回避せしめんとする条項であり，

後者は，総会の認許なぎときは会社訴権の行使を禁止する条項である。いずれの場

合にも，とくに少数社員の利益を害するおそれがあるので，かかる条項を定款に設

けてもその効力をみとめないとしたのである。けだし，総会の多数権限は，通常は

業務執行者の手にあることが多いからである（Vuillermet　et　Hureau，p。409）。ま

た，会社訴権の行使を予め放棄させる旨の定款の条項も記載なきものとみなされる

（4項）。

　（b）旧法の下では，業務執行者の責任に関し，会社および社員に対する関係では，

社員がその責任の原因を知りながら，多数決によって決算書（quitus）を承認した

ときは，会社訴権は消滅するものと解されていたが，新会社法はrいかなる総会の

決議も，その委任の遂行において犯した過失を理由とする業務執行者に対する責任

訴権を消滅させる効果を有しない」という一般的表現を用いて，総会による決算書

の承認は，いかなる訴権も消滅させることができない旨を明らかにした（5項）。

これは，業務執行者に対する責任訴権は，社員総会の与えた承認または追認にもか

かわらず，受理されることを意味する。ただし，裁判所がその請求の理由の有無を

判断するため，これらの承認を参酌することは妨げない。実際には，社員の行なっ

た決議，記録された讃辞（610ges）または非難（blames）は裁判官に対し主要な裁
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量基準を提供しよう（Pi6deli酎re　et　Cathala，n。119，p。96）。

法第53条〔責任追求訴権の時効〕

　第50条および第52条に定める責任追求訴権は，損害を生ぜしめる行為

のときから起算して，その行為が隠蔽されているときはそれが明らかに

なったとぎから起算して，3年で時効により消滅する。ただし，その行

為が重罪にあたるときは，その訴権は10年で時効により消滅する。

　Loi　Arし53．一Les　actions　en　responsabilit6pr6vues　aux　articles

50et52se　prescrivent　par　trois　ans　a　compter　du　fait　dommage・

able　ou，s’il　a6t6dissimu16，de　sa　r6v61ation．Toutefois，lorsque

le　fait　est　quali猛6crime，1’＆ction　se　prescr玉t　par　dix　an銑

　〔解　説〕

　　　1．時効期間の短縮と統一化　　本条は，業務執行者に対する責任訴権の時

効期問を一律的に3年とし，時効期間の短縮と統一化をはかった点に意味がある。

　　旧法の下では，業務執行者に対する責任訴権の時効期間について特別の規定が

なかったために，この訴権は民法典第2262条に定める30年の期間の経過によって消

滅するものと解されていた。しかし，それでは株式会社の取締役に対する責任訴権

の時効期間が原則として3年（1867年法17条，現行247条）であるのに比べて著し

く不均衡であり，それを統一する意味において，また従来問題とされていた民事時

効と刑事時効との関係を調和させるために，かかる改正がなされたのである．

　　普通法によると，軽罪（d61it）の時効期間（3年）が経過したときは，軽罪を

復活させ軽罪を民事過失（faute　civile）とみなして，民事裁判所において賠償を

訴追することは禁止される。したがって，有限会社の業務執行者に課される30年の

時効は，非難されるべき過失が軽罪と同視されるかぎり，3年の刑事時効に譲歩せ
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ざるをえなかった。しかしこの場合，軽罪と同視される重大な過失が，より軽い過

失よりも早く消滅することは正常でない。そこで，軽罪の時効期間たる3年と調和

するため，本条は業務執行者に対する責任訴権の時効期間も3年とし，その統一化

をはかったのである。

　　もっとも，重罪（crime）に該当する刑事責任の時効期問は10年である。本条

はこの点についても充分な注意を払い，その行為が重罪に当るとぎは，例外として

業務執行者に対する責任訴権は10年の期間の経過によって消滅するとしている。

　　　2．　時効期間の起算点　　時効期間の起算点は，原則として損害を生ぜしめ

る行為のときからであるが，その行為がかくれているときは，それが明らかになっ

た時点から進行する。この表現は，背任罪について，その刑事責任の時効は原則と

して不忠実な受寄者あるいは受任者により犯された私消（d6toumement）の目から

進行するが，被害者がそれを知らなかったことを立証したときは，被害者がその行

為を知った日が時効の起算点である，とする判例にもとづくものである　（Pi6deli・

さvre　et　Cathala，n。121．p．98）。しかし，業務執行者の責任原因は，背任と異な

り，きわめて多様な形態をもってあらわれるので，今後，この点について微妙な問

題が提起されるものと思われる。

　　まず，損害を生ぜしめる行為（fait　dommageable）には各種の態様が考えら

れるが，要するに，損害を生ぜしめる業務執行者の作為，不作為あるいは不法な取

引の全般を意味するものと解せられる。多くの場合に，損害を生ぜしめる行為は，

集合的な行為の全体によって構成されることが予想されるが，この場合には，これ

ら集合的行為の中の最後の行為がなされたときが時効の起算点と解せられる。

　　次に，損害を生ぜしめる行為がかくれているときは，時効の起算点は，社員ある

いは第三者にその行為が明らかになったときまで延期される。ここでdissimulation

とは，業務執行者がその誤れる行為を積極的に隠蔽したり，カモフラージュするよ

うな場合のみをいうのではなく，知りえない状態を意味する。いわぽ，情報の欠如

（absence　de　communication）である（Pi6deliさvre　et　Cathala，no121，P．99）o

　さいごに，r6v61ationとは，被害者が損害を生ぜしめる行為についてえた認識
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（connaissance）を意味する。ただし，業務執行者の責任発生原因たる行為の存在

を被害者が自己の過失によって知らず，それを後日知ったからといって，被害者は

本条に定める起算点の延長を主張することはできないo

法第54条〔会社破産と業務執行者の責任〕

　（1967年7月13目法律第67－563号により改正）会社に関する更生整理

または清算整理の場合において，更生整理・清算整理・個人破産および

破産犯罪に関する法令の定める者は，同法令に定める条件に従い，会社

負債につき責任を負わせることができるほか，禁止および失権に服せし

められる。

　：Loi　Art．54．一（L．no67－563du13juil1．1967・）En　cas　de蛇g・

1ement　judiciaire　ou　de　liquidation　des　biens　de　la　soci6t6，1es

persomes　vis6es　par　Ia16gislation　sur　le　rさglement　judiciaire，1a

liquidation　des　biens，　1a　faillite　personnelle　et　les　banqueroutes

peuvent　etre　rendues　responsables　du　passif　social　et　sont　soumises

aux　interdictions　et　d6ch6ances，　（ians　les　conditions　pr6vues　paI

Iadite16gislation．一Les　dispositions　de　la　loi　no67－563　du　13jui11，

1967ne　sont　apPlicables　（lu’aux　proc6dures　ouvertes　aprさs　le　le「

janv．1968．

　〔解説〕

　　　1．総説　　有限会社は，その目的の如何を問わず商人であるから破産制度

の適用を受げるが，業務執行者は商人ではないから，原則として会社の破産は業務

執行者の破産を生ぜしめるものではない。しかし，この原則から派生する業務執行

者の無責任は，業務執行者が拙劣な管理によって会社を破産に至らしめたときは容

認できるものではない。ことに会社なる被衣の下に自己の行動を隠蔽し，その個人
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的利益のために活動する業務執行者に対しては，その財産および人格に対してある

程度の制裁を課すことが必要である。

　　かかる意味から，1925年法およびそれを継承した1966年の新会社法は，会社破

産の場合における業務執行者の責任強化ないしは制裁を種々定めていたわけである

が，1967年7月13目の法律によりフラソス破産法（商法典第3編）が改正された結

果，1966年法の第54条も改正され，今後はすべてこの法律が適用されることになっ

た。

　　破産制度については，全体的に特別の研究対象とすべぎものと思われるので，

詳細についてはここで解説しないが，ただ，1967年法は大幅に従来の用語を変更し

ているので，本条の解説に必要な範囲で，予めその用語を説明しておきたい。

　　まず，更生整理（喪giement　judiciaire）と清算整理（1iquidation　des　biens）

という用語であるが，前者は，1889年3月4日のr破産立法の修正に関する法律」

の下での裁判上の清算（liquidation　judiciaire）に代わるものとして，1955年5月

20目のr破産ならびに更生整理および復権に関する命令」によって既に設けられて

いたものをそのまま承認したものであり，その制度の本質は，かつてr緩和された

破産」（faillite　at6nu6e）といわれたように，一般的に支払停止状態にある企業で・

強制和議を受けることによってその事業を継続して行ける見込のある場合には，そ

の纈済的再建を助長することを目的とする。これに対して清算整理とは，従来，破

産と呼ぱれていたもののうちの財産の清算手続に相当し，支払停止を宣告された債

務者の有する財産の強制的清算を目的とする手続である。

　　このように，客観的意義における企業自体の清算手続は，破産という古典的な

用語がもつ道義的な制裁性を払拭するために清算整理という語に置き代えられたの

であるが，しかし一方では，道義的制裁としての意味での破産は，個人破産の用語

をもって企業を破綻せしめた企業指揮者に対する個人的制裁として使用され続けて

いる。すなわち，政府の法案理由書に述べられている如く，rあらゆる財産的手段

とは独立した一連ゐ制裁を生ぜしめるものとして，個人破産の制度が考えられた」

わけである。これは，破産犯罪とは異なる特殊な民事制裁である。
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　　　2．会社負債の補眞責任　　（1）会社破産の場合において，会社負債の補填

責任を会社理事者に負担させる規定は，1940年11月16日法によってはじめて出現し

た。しかし，これは株式会社の取締役を対象とするものであって，有限会社の業務

執行者に適用されるものではなかった。この規定を有限会社の業務執行者にまで拡

張したのは，13年後の1953年8月9日の命令によってであった。この命令の定める

規定は1966年の新会社法第54条によってそのまま引継がれた。旧54条は次のように

規定していた。

　　r商事裁判所は，資産の不足する場合において，かつ破産管財人あるいは更生

整理における管理人の請求にもとづき，会社債務の全部または一部を，業務執行者，

社員またはそのうちの一部の者に対し，連帯してまたは連帯することなく，負担せ

しめることができる」。

　　r業務執行者および社員は，会社事業の管理につき，有償受任者のすべての活

動および注意を怠らなかったことを証明するときは，前項に定める責任を免れる」。

　　r会社の破産または更生整理の場合に，業務執行者は，商法典第471条および

第472条に定める禁止および失権に服する。ただし，破産または更生整理が会社の

業務執行において犯した重過失にもとづかないことを証明したときは，商事裁判所

はこれを免除することができる」。

　　しかし前述の如く，1967年に破産法が改正され，それに伴い，旧54条も改正さ

れた結果，現在では，すべての会社理事者と同様に，有限会社の業務執行者は1967

年7月13日法の第99条に従うことになった。同条は次のように定めている。

　　r法入の更生整理または清算整理が資産の不足を示すときは，裁判所は，管財

人の請求にもとづきまたは職権によって，会社債務は，その全部または一部につい

て，連帯しまたは連帯することなく，法律上もしくは事実上の，公表されもしくは

公表されない，有給もしくは無給の，法人のすべての理事者あるいはその一部の者

によって負担すべぎ旨を決定することができる」。

　　rこの訴権は，債権の確定のときから3年を経過することによって時効消滅す

る。和議の取消または無効の場合に．は，時効は，和議が継続する期間中は停止され，
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再び進行を始める。ただし管財人は，いかなる場合にも1年を下ることができない

期間を訴権行使のために与えられる」。

　　r責任を問われる理事は，その責任を免れるためには，自己が法人の事業の管

理のために，必要なすべての活動と注意を怠らなかったことを証明しなければなら

ない」。

　　旧54条と1967年法の第99条とではその本質において変更はないが，部分的には

若干の改正がみられる。

　　（2〉政府の原案では，本条は，無給の業務執行者および経営の段階に達してい

ない研究あるいは調査会社（soci6t6s　d’6tudes　ou　de　recherches）の業務執行者

には適用しない旨の例外が定められていたが，この例外は国民議会で除去された。

したがって現行法の下では，すべての業務執行者がこの責任を負い，有給か無給か

を問わず，受任者としてのすべての活動および注意を怠らなかったことを証明しな

ければ，責任を免れることがでぎない。

　　免責条件については，旧54条はr有給受任者のすべての活動および注意」の証

明を要求していたが，改正条文ではr必要なすべての活動および注意」という表現

に変更し，有給か無給かを問わず，すべての会社理事者に同一の立証責任を要求し

ている。これは裁判所に対してより広い裁量権を与えるためである。

　　ここで注意しなけれぽならないのは，免責の立証と過失の推定の関係である。

1953年の命令を適用した旧判例が述べているようにr会社の破産と資産不足の状態

は，業務執行者の過失を推定する」（Cour　de　Poitiers，11mai1955，Gaz．Pa1．

1955．2．p．254）。したがって，裁判所が業務執行者に対し会社債務の全部または

一部の支払責任を命ずるためには，清算整理または更生整理の存在および資産の不

足の事実を確認すれぼ足りる。しかし，本条が裁判所に対して絶対的な裁量権を与

えていることも明瞭であり，過失の推定を生ぜしめる事実の存在は責任の宣告を強

制するものではない。それは責任の推定ではなく過失の推定にすぎないからである。

　　つまり，この責任の構造は次のように分析することができる。

　（a）一定の条件（清算整理ないしは更生整理および資産の不足）が充足されるか
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ぎり，業務執行者の過失が法律上推定される。

　（b）業務執行者は，会社事業の管理につき，必要なすべての活動および注意を怠

らなかったことを証明して，この推定をくつがえすことがでぎる。

　（c）過失の推定は必ずしも責任の宣告を義務づけるものではなく，裁判所はその

過失の程度に従って裁量し，責任の有無を決定することができる。また責任の範囲

も過失の程度に応じて決定することがでぎる。

　　（4）この責任の条件は，更生整理または清算整理および資産の不足である。更

生整理または清算整理は別に商事裁判所によって判決されるものであるから，その

判決を前提としなければならないことはいうまでもない。

　　間題は資産の不足の条件であるが，これは換金しうる資産の価額が債権総額を

完済するに十分でない会計上の状態を意味する。この状態は通常は債権が確定した

ときに明白となる。責任訴権の時効の起算点を債権確定の時としたのはこのためで

ある。

　　実際に，支払停止状態にある会社が，その負債を超えて換金化しうる資産を有

することは稀れであると思われる。したがって，この場合に業務執行者に課される

責任はきわめて重い。パスティアンが述べているように，この責任訴権がすべての

会社破産の場合に行使されるとしたら，それは業務執行者を無限責任社員たらしめ

るのと同一になる（Bastian，J」C．P．56．IIL9170）。

　　（5）数人の業務執行者が存するときは，裁判所は，各自の責任を判断する。本

条はr業務執行者，社員またはその一部の者」という表現を使っている。この場合，

責任の基礎となるのは業務執行者の職務自体ではなく，個別的に推定される過失で

ある。したがって数人の業務執行者の中でも，その過失の程度に従って責任の有無

および範囲が異なりうる。

　　なお，会社債務の全部または一部について補填責任を負う業務執行者が，その

債務を履行しないときは，裁判所は，かかる業務執行者の財産につき更生整理また

は清算整理を宣告することができる（1967年法100条）。

　　　3．民事制裁一禁止と失権　　（1）本条は以上の責任と共に，会社の更生整
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理または清算整理の場合において，一定の条件の下に業務執行者に対して禁止およ

び失権の民事制裁を課す旨を規定している。このことは，前述の如く旧54条の第3

項にも定められていたものであるが，1967年の破産法の改正に伴い商法典第471条

および第472条が削除され，その結果，本条では1967年7月13目法の新条文に準拠

することになった。そして従来，商法典第471条に定められていた禁止および失権

は．今後は会社理事者に対して宣告される個人破産に付着する効果となった。

　　（2）個人破産は強制破産（faillite　obligatoire）と任意破産（faillite　facultative）

とに分けられる。前者は裁判所が必らず宣告しなければならない場合であり，後者

はその宣告が裁判所の裁量に委ねられている場合である。それぞれ破産原因が異な

るので分説すると，

　（a）強制個人破産の原因　　業務執行者が，

　　i　会社の計算書類を除去し，会社財産の一部を横領または隠匿し，あるいは

存在しない債務をいつわって承認した場合。

　　ii仮装の名義人によって，または会社の活動を装うために会社の名において，

自己の個人的営業活動を行なう場合。

　　iii　自己の財産として会社財産を使用した場合。

　　iv　会社または自身のために，詐欺によって和議を受けたが，その後和議が無

効とされた場合。

　　v　悪意の行為または重大な過失を犯し，または商業の法令ないしは慣習に対

する重大な違反をなした場合（1967年法106条）。

　　最後の場合は表現が抽象的であるため，これを補完する目的から，とくに次の

場合はvに該当するものと法律上推定する（同法107条）。

　　i　法律に定められた業務の禁止に反する営業活動あるいは業務執行者の職務

を行なう場合

　　ii職業上の慣習にかなった会計が行なわれない場合

　　iii支払停止の確定を遅延させる目的で，時価以下で転売するための買入また

は同様の目的で資金を入手するために費用倒れの方法を使用する場合
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　　iv　過度の個人的または家事の出費

　　v　投機取引における高額の費消

　　vi反対給付なき，他人のためにする過度の債務引受

　　vii赤字経営の濫用的遂行

　（b）任意個人破産の原因

　　i　前記第107条に掲げるもの以外の過失を犯し，あるいは無能力が明白なる

場合。

　　ii　15月以内に支払停止を申告しなかった場合。

　　iii清算整理状態にあった者，または更生整理状態にあった者で和議を得ず，

もしくはのちに和議が取消された場合（同法108条）。

　　第3の場合は，有限会社の業務執行者にはそのまま適用されない。なぜなら，

清算整理状態におかれる者は会社であって，会社の理事者ではないからである。た

だし，第101条によると，更生整理または清算整理は，法人の仮面の下で個人の利

益において商行為を行なった理事者，法人の財産を自己の財産のように処分した理

事者，あるいは欠損的経営をみだりに遂行した理事者にも拡張されうると定められ

ているので，かかる場合には業務執行者が個人破産を宣告されることがありうる。

　　さいごに，会社の更生整理または清算整理の場合には，裁判所は，会社債務の

全部または一部がその負担とされ，かつその債務を履行しない会社理事者に対して，

個人破産または単なる禁止の制裁を裁量的に宣告することができるとしている（同

法109条）。

　　（3）個人破産の宣告を受けた業務執行者は，それに伴い，かつての破産者が受

けたと同様な失権（資格の喪失）および禁止（業務の停止）に服する（同法105条）。

その主なものをあげると，上院・下院の選挙権，被選挙権，商事裁判所・商事会議

所・労働裁判所の選挙権，被選挙権，裁判所の補助吏・証券取引員・登録仲立人・

陪審員たる資格，取引所における出席資格，フランス銀行における手形の割引資格，

勲章をつける権利などが剥奪され，さらには，それが個人形態か会社形態かを問わ

ず，一切の商企業を指揮，管理，監督することが禁止される。
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　　以上の基本的な効果に加え，次のような特別の効果が定められている。その第

1は，個人破産を宣告された業務執行者は，更生整理または清算整理中の会社の総

会における議決権が剥奪される。この議決権は管財人の請求にもとづき，裁判所の

指名した代理人によって行使される（同法111条1項）。

　　また，裁判所は，これら業務執行者の全部または一部に対して，その持分を譲

渡すべぎことを命じ，または必要があるときは鑑定の後に，裁判所の代理人の手に

よって，これら持分の強制売却を命ずることができる。持分の売却による収入は，

業務執行者の負担とされた会社債務の負担分の支払いにあてられる（同法111条2

項）。このような裁判所の命令は，一方では会社から望ましくない社員を追放する

ことに役立ち，他方では，会社債権者のために，業務執行者の財産の換金化をはか

ることに寄与する（Ripert　par　Roblot，p．851）。

法第55条〔業務執行者の解任〕

　①業務執行者は，資本の半額以上に当る社員の決定によって解任され

る。これに反する条項はすべて記載がないものとみなされ．る。解任が正

当な事由なく決定されたときは，損害賠償を生ぜしめる。

　②前項のほか，業務執行者は，各社員の請求にもとづき，正当な理由

があるときは裁判所により解任される。

　：Loi　Art．55．一Le　g6rant　est　r6vocable　par　d6cision　des　associ6s

repr6sentantplusdelamoiti6du　capitalsociaL　Touteclausecontra圭re

est　r6put6e　non6crite．Sila　r6vocation　est　d6cid6e　sans　Juste　motif，

elle　peut　domer　lieu　a　dommages．int6r6ts．

　En　outre，1e　g6rant　est　r6vocable　par　les　tribunaux　pour　cause

16gitime，ゑ1a　demande　de　tout　associ6。
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　〔解　説〕

　　　1．解任　　業務執行者の解任とは，業務執行者本人の意思に反してもその

地位を喪失させることであって，それには社員の決議による場合と裁判所の判決に

よる場合とカミある。

　　（1）社員の決議による解任　　（a）1925年法の下では，業務執行者の解任は，

正当な事由ある場合にかぎりみとめられていた（24条3項）。しかも判例は，この

解任は業務執行者が定款によって指名されたか，その後の行為によって選任された

かに従い，異なる多数の条件をもって社員がこれを決議できるものとし（定款によ

る業務執行者の解任は定款変更に必要な多数，その他の業務執行者の解任は総会の

通常決議による），さらに，業務執行者は正当な事由の有無について裁判所におい

てこれを争うことができ，業務執行者が勝訴したときは，その解任は無効であると

する解釈をとり，解任手続における裁判所の優越的な役割を肯定していた（Req．，

23f6vrier1944．S。1946．1．9）。

　　しかし，正当な事由の不明確さの故に，社員の解任決議は常に不安定であった

ため，社員はこの方法に従うことをためらい，より確実な方法として，裁判所の干

渉なしに業務執行者を解任できる旨の条項を定款に挿入することに努め，裁判所は

この条項の有効性をみとめた（Paris，24juin1944，J。C．P．1946．2．3187）。し

かしこのときでも，業務執行者が社員の決定を封鎖するに十分な多数を支配してい

れば解任をさけることができた。かくて旧法の下では，業務執行者は事実上の終身

性を有することがでぎたのであるが，これに対し新会社法は次のように解任制度を

改め，社員の利益をはかった。

　　業務執行者の解任は，特別の事由を証明する必要なく自由にこれを決議するこ

とができる。業務執行者が定款によって指名されたか否かを問わず，すべての場合

に，資本の半額以上に当る社員の決議によって解任することができる。資本の半額

以上に当る社員の意思に反して会社の経営者たる地位に止まることは適当ではない

からである。

　　この多数決の条件は強行規定であって，これに反する定款の条項はすべて記載
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なきものとみなされる（1項）。たとえば，社員の解任権を廃止したり，また多数

の条件を増減することはできない。ただし，例外として，フランスの新聞組織に関

する1944年8月26日のオルドナンス第2条に定める新聞業を営む有限会社の業務執

行者は，資本の4分の3以上に当る社員の決議によるにあらざれば解任されない

（法491条1項参照）。

　　なお，本条がとくに排除していないという理由から，解任に利害関係のある業

務執行者が解任決議に参加することは妨げないものと解されている　（Ripert　par

Roblot，P．504）o

　　ここでいう社員の決議とは，法第57条の手続に従い正規に開催された社員総会

の決議を意味する。ただし，有限会社の定款は書面協議の方法を定めることがでぎ

るが，業務執行者の解任決議につきこれを定めることは禁止されていないから，定

款で書面協議の方法が定められているときは，総会決議に代えて書面協議の方法

により業務執行者を解任することも可能であると解されている　（Pi6deli脚re　et

Cathala，nQ132，p。107）。

　　なお，解任の対象とされる業務執行者が社員総会の招集を行なわないとぎは，

社員は，即決審理で決定する商事裁判所長に対し，総会の招集および議事目程の決

定を任務とする受任者の選任を請求することにより，解任決議の機会をもつことが

でぎる（法57条4項）。

　（b）以上のように本条では，業務執行者の解任には正当な事由の存在が要求され

ていないが，ただかような場合に解任権の濫用を防止するため，解任決議が正当な

事由にもとづかずしてなされたときは，業務執行者は会社に対し，その蒙った損害

の賠償を裁判所に請求することがでぎるとした（1項後文）。管轄裁判所は本店所

在地の商事裁判所である。

　　ここでr正当事由」が何を意味するかはきわめてデリケートな問題であるが，

多くの場合には業務執行者の過失にもとづくものと思われる。しかし，業務執行者

の過失が必然的に正当事由を構成するものと解することはでぎない。その程度，態

様などを考慮して，会社の利益との比較における衡平の理念にもとづぎ判断される
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必要がある。つまり，業務執行者の解任にもとづく賠償権は，業務執行者の地位保

有の利益と会社の解任すべき利益との相関関係において考慮されることを要し，そ

れは共同利益の委任（mandat　d’int6ret　commm）に類似している。したがって・

社員は業務執行者の利益を無視して解任決議をすることはできず，業務執行老が賠

償なく解任されるためには，それに相当する会社のより上位の利益が十分に証明さ

れる必要がある。会社がその証明のできないときは賠償責任を負う。

　　損害賠儂額は，業務執行者が実際に蒙った全損害であり，それは給与や報酬の

喪失にもとづく物的損害のみならず，地位の喪失にもとづく精神的な損害も含む。

　　（2）裁判所の判決による解任　　業務執行者が多数派社員であるとき，あるい

は多数派社員の支持をえているときは，たとえ解任すべき必要があっても，社員に

よる解任決議は事実上不可能である。そこで少数社員を保護し，ひいては会社の利

益を守るために，新会社法は裁判所の判決による業務執行者の解任制度を新設した。

すなわち，業務執行者は，あらゆる社員の請求にもとづき，正当な事由あるときは

裁判所によって解任される（2項）。いいかえれば，社員は自己の名であるいは会

社の代理人の資格で，本店所在地の商事裁判所に対し業務執行者の解任の訴を提起

することができる。この場合，裁判所は解任につぎ正当な事由が存在するときは，

判決をもって業務執行者を解任する。

　　ここでは，1項の＜juste　motif＞と異なり〈causes16gitimes＞の表現が使

われているのであるが，Douarec報告書によると両者は同義であり，それは単に

視座の異なりを反映したものにすぎない（Pi6deliらvre　et　Cathala，nQs134et136）

とされているので，ここでは共に正当な事由と訳した。

　　なお，正当な事由は，必ずしも業務執行者の過失ある行為だけ’でなく，業務執

行者の肉体的または精神的な無能力，その拙劣な管理（Aix，13novembre1945，

」．Soc，1949．372），あるいは権限の舌L用（Dijon，2novembre1955，Ga監PaL

1956．1．42）なども含まれる（Ripert　par　Roblot，P。505）。

　　　2．辞任　　業務執行者の辞任（d6mission）についてはとくに定めはない

ボ，原則として業務執行者はいつでも辞任することがでぎ，辞任につきとくに正当
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事由の存在は要求されないものと解せられる。この点，旧法の下では，多数説は解

任と辞任とを同一平面にお6て考察し，両者はともに正当事由の同一条件に従い，

業務執行者が正当の事由なしに辞任したときは，その辞任は無効であり，社員はそ

の無効を裁判所に訴えることができるものとしていた。

　　しかし前述の如く，新会社法は解任条件を変更し，社員による解任決議の効力

は正当事由の存在にかかわりなく発生するものとした。したがって，辞任を解任と

同様に考えるとしても，現行法の下では，業務執行者はいつでも辞任することボで

き，辞任は正当事由の存在なきときでもその効力を生ずるものと解するのが正当で

ある。

　　ただし，業務執行者の突然の辞任により，会社はその利益を害せられるおそれ

がある。したがって，業務執行者は会社に損害を生ぜしめるような状態で正当な事

由なく辞任したときは，会社は当該業務執行者に対して損害賠償を請求することが

できる（RipertparRoblot，P．506）。

　　なお，突然の辞任による混乱をさけるため，多くの会社においては，辞任する

業務執行老は営業年度の終了する6カ月前に社員に対してその旨を通知しなけれぽ

ならない旨を定款に規定し，かつこの辞任は，社員決議がその業務執行者の辞任を

正式にみとめ，後任者を選任する状態になった後の次営業年度の開始後でなければ

効力を生じないと定めている。

　　もっとも，社員決議により，営業年度末より前における業務執行者の辞任を承

認することは常に可能であり，この揚合には当該業務執行者は直ちに退任すること

ができる。すべての場合に，辞任にもとづく業務執行者の退任は正規に公示された

後でなければ第三者に対抗でぎない（法8条2項）（Didier，p・559）。

　　　3．その他の終任事由　　業務執行者は，定款において任期の定められてい

るときはその期間の満了により，その定めのないときは会社の存続期問の満了また

は会社の解散により終任する。また，業務執行者の死亡は当然に終任事由であり，

その地位は相続人に移転しない。

　　その他，前述の（法49条参照）法定無資格および兼任不能事由カミ発生したとき，
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刑事犯罪または会社破産に伴う業務執行権の禁止または失権も終任事由となる。

法第56条〔計算書類の承認〕

　①業務執行者により作成される営業年度の取引に関する報告書，財産

目録，当期純損益計算書，損益計算書および貸借対照表は，当該営業年

度終了のとぎから6ヵ月の期問内に，総会に出席した社員の承認に従う。

　②前項の目的のため，前項に掲げる書類ならびに提案された決議の案

文，会計監査役のおかれているとぎはその報告書は，命令の定める条件

に従いかつ期間をもって社員に対して送付しなければならない。本項お

よびその命令に違反してなされたすべての決議は，これを無効とするこ

とができる。

　③前項に定める通知のときから，各社員は質問を書面により提出する

権利を有し，この質問に対して業務執行者は総会の開催中に回答しなけ

ればならない。

　④前項のほか，社員はいつでも命令の定める条件に従い，その命令の

定める会社書類でかつ最近3営業年度に関するものを閲覧することがで

きる。

　⑤本条およびその命令に反するすべての条項は，記載がないものとみ

なされる。

　：Loi　A比56．一：Le　rapport　sur　les　op6rations　de1’exercice，1’inven．

taire，1e　compte　d，exploitation　g6n6rale，1e　compte　deperteset　pro丘ts

et　le　bilan，6tablis　par　les　g6rants，sont　soumis　a17approbation　des

associ6s　r6unis　en　assemb16e，dans　le　d61ai　de　six　mois　a　compter

de　la　c1δture　de1，exercice．

　Acettefin，1esdocumentsvis6sa1’alin6apr6c6dent，ainsique
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le texte des r6solutions propos6es et, Ie cas 6ch6ant, Ie rapport 

des commissaires aux comptes, sont communiqu6s aux associe's dans 

les conditions et d6lais d6termin6s par d6cret. Toute d6lib6ration, 

prise el; violation des dispositions du pr6sent alin6a et du d6cret 

pris pour son application, peut ~tre annul6e. 

A compter de la communication pr6vue ~ 1'alin6a pre' c6dent, 

tout associ6 a la facult6 de poser par 6crit des questions auxquelles 

le g6 rant sera tenu de r6pondre au cours de l'assembl6e. 

L'associ6 peut, en outre, et ~ toute 6poque, obtenir communi-

cation, dans les conditions fix6es; par d6cret, des documents sociaux 

d6termin6s par ledit d6cret et concernant les trois derniers exerci-

ces. 

Toute clause contraire aux dispositions du pr6sent article et du 

d6cret pris pour son application, est r6put6e non 6crite. 

A.~~~44~~~~ CA*--.-~t~~~~f:'S~~[:~~~r~~:~~] 

(1968~~ I ;il 2 ~A~pAl~~~68~25~* ~-*. J: ~ ~~lE) 

(DA*~t~~~~56~~ (~~ I ~~) ~-*-~~~;~~*~1~~~, -~;~~~~F~~cO~if~1~-,-~~I~;~~i~~~=~:~i 

~~~. A*~-･-'-'"+~~~~~i~~(D~s~~>~L~:V'~ ~ ~･~~~;~~~,6OA=~ ~)./J't~:~ ~ ~45~~~f~c, ~{~~~ 

~c~5V 'CA*-'~-~'*f~~~~~~;~cD~ O ~~1 ~-*~~~. L f~: ~t~~~ f~: ~ f~: V '. 

@~;~i~~~~~~)~~~1~~~1l~~~1~~~~*~~~ ~~A=c)A*~iq),jJ't~:< ~ ~20R~~~c. A*~-"~･-.+ 

~~~.-.~~~~ cD ~lj;B~-.-~ ~ L t~: ~~L~~f~: ~) t~: ~ +. 

Dec Art 44.-(D6cr. no 68_25 du 2 janv. 1968) Les documents vis6s ~ 

1 article 56 (alinea ler) de la lcu sur les socr~t6s commercrales, ~ l'exce-

ption du rapport sur les op~rations de l'exercice, sont tenus, au si~ge 

social, ~ Ia disposition des commissaires aux comptes, Iorsqu'il en existe, 

quarante-cinq jours au moins avant la r6union de 1'assembl6e, 

Le rapport sur les op6rations de 1'exercice est tenu ~ leur disposition, 

vingt jours au moins avant ladite r~union. 
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令第32条〔定款の写しの交付請求権〕

　①社員は，いつでも，講求のときにおける定款の記載と相違なき旨の証明ある

写しの交付を本店において受ける権利を有する。

　②会社は，この書類に業務執行者の名簿，および会計監査役のおかれていると

きは在職中の会計監査役の名簿を添付しなければならない。この交付に対しては

2フランを超える金額の支払を要求することはできない。

　D6c．Art．32．一Tout　associ6a　le　droit，ゑtoute6poque，dbbtenir，au

siさge　socia1，Ia　d61ivrance　d’u且e　copie　certifi（ie　conforme　des　statuts　en

vigueur　au　jour　de　la　demande．

　La　soci6t6doit　annexer　a　ce　document　la　liste　des　g6rants　et，1e　cas

6ch6ant，des　commissaires　aux　comptes　en　exercice　et　ne　peut，pour　cette

d61ivrance，exiger　le　paiement　dラune　somme　sup6rieure　a2F．

令第33条〔社員の閲覧権〕

　①社員は自ら本店において次の書類をいつでも閲覧する権利を有する。当期純

損益計算書，損益計算書，貸借対照表，財産目録，総会に提出された報告書およ

び最近3営業年度に関する総会の議事録。財産目録に関するものを除き，閲覧権

は謄写権を含むものとする。

　②前項の権利を行使するため，社員は控訴院または地方裁判所の作成する名簿

に登録された専門家の補佐を受けることができる。

　D6c．Art．33．一Tout　associ6a　le　droit，さtoute6poque，de　prendre　par

lui、m6me　et　au　siさge　social　comaissance　desdocuments　suivants：comptes

d’exploitation　g6n6rale，comptes　de　pertes　et　pro五ts，bilans，inventaires，

rapports　soumis　aux　assembl6es　et　procさs－verbaux　de　ces　assemb16es

concernant　Ies　trois　derniers　exercices．　Sauf　en　ce（1ui　concerne1’inven－

taire，1e　droit　de　rrendre　connaissance　emporte　celui　de　prendre　copie．

　Acette五n，ilpeutsefaireassisterd’unexpertinscritsurunedes
listes6tablies　par　les　cours　et　tribunaux．
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令第36条〔一定書類の社員に対する送付とその期間〕

　①営業年度の活動に関する報告書，当期純損益計算書，損益計算書，貸借対照

表ならびに提案された決議の案文，および会計監査役のおかれているときはその

報告書は，会社法第56条第1項に定める総会の会日より少なくとも15日前に各社

員に宛てこれを送付しなければならない。

　②財産目録は，総会に先立つ15日の間，これを本店において社員の閲覧に供す

る。社員はこれを謄写することはできない。

　D6c．Art．36．一：Le　rapport　sur　les　op6rations　de1アexercice，亙e　compte

d’exploitation　g6n6rale）1e　compte　de　pertes　et　pro盃ts，1e　bilan　ainsi　que

le　texte　des　r6solutions　propos6es　et，　1e　cas　6ch6ant，　1e　rapPort　des

commissaires　aux　comptes　sont　adress6s　aux　associ6s　quinze30urs　au

moins　avant　la　date　de　rassemb16e　pr6vue　par1’article56，alin6a　ler，de

la　loi　sur　les　soci6t6s　commerciales．

　Pendant　le　d61ai　de　quinze　jours　qui　pr6cさde　rassemb16e，1’inventaire

est　tenu，　au　siさge　socia1，a　la　disposition　des　associ6s，　qui　ne　peuvent

en　prendre　copie．

令第37条〔計算書類の承認総会以外の総会招集の場合における社員に対する書類

の送付〕

　①会社法第56条第1項に定める総会以外の総会が招集される場合には，提案さ

れた決議の案文，業務執行者の報告書ならびに会計監査役のおかれているときは

その報告書カミ，総会の会目の少なくとも15日前に各社員に宛て送付されなけれぽ

ならない。

　②前項のほか，総会に先立つ15目の期間中，前項と同一の書類は，本店におい

て社員の利用に供しなければならない。社員はこれを閲覧または謄写することが

できる。

D6c．Art．37rEn　cas　de　convocatlon　d’une　assemb1¢e　autre　que　celle
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pr6vue　a1’article56，alin6a　ler，de　la　loi　sur　les　soci6t6s　commerciales，

1e　texte　des　r6solutions　propos6es，Ie　rapPort　des　g6rants　ainsi　que，1e　cas

6ch6ant，celui　des　commissaires　aux　comptes　sont　adress6s　aux　associ6s

quinze　jours　au　moins　avant　Ia　date　de1’assembl6e．

　En　outre，pendant　le　d61ai　de　quinze　jours　qui　pr6cさde1ヲassemb16e，les

memes　documents　sont　tenus，au　siさge　social，a　Ia　disposition　des　associ－

6s，qui　peuvent　en　prendre　connaissance　ou　copie．

　〔解　説〕

　　　1．計算書類の作成　　営業年度における会社事業の真相，その成績，その

損益は，財産目録・貸借対照表・損益計算書・当期純損益計算書（compte　d’exploi・

tation　g6n6rale）および営業年度の取引に関する報告書（rapport　sur　les　operati－

ons　de　rexercice）によって明らかにされる。業務執行者は，商事に関する一般原

則に従い営業年度末においてこれらの書類を作成しなければならない（1項）。こ

のうち，当期純損益計算書・損益計算書および貸借対照表は，前営業年度と同一の

方法および同一の評価方法に従って，各営業年度において作成しなければならない

（法341条参照）。

　　当期純損益計算書とは，会社が実現した取引の総額（montant　tolale　des

誼aires）と経営の成果（resultats　de1’exploitation）とを対比することにより，

当期の業績を明白にする目的で作成される書類であって，当期業績主義にもとづく

わが国の損益計算書に相当する。また，営業年度の取引に関する報告書とは，当該

営業年度における会社の活動状況に関する報告書を意味する。

　　　2．計算書類の承認　　以上のような計算書類は，その営業年度の終了のと

きから起算して6カ月以内に，総会に出席した社員の承認に従う（1項）。1925年

法（30条）の下では，その規定の不明確さから有限会社において計算書類の承認義

務が業務執行者に対して課されているのか，ことに20人以下の社員から成る有限会

社において計算書類の承認が義務づけられているかどうかについては議論があった

（多数説はこの義務を肯定していた）。そのため新会社法は，株式会社に関する第
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157条と同様にこの義務を明文化したのである。しかも，旧法が財産目録と貸借対

照表のみを総会の承認に付すべき書類として定めていたのに対し，前述のように当

期純損益計算書，損益計算書および営業年度の取引に関する報告書を追加している

ことが注目される。

　　これらの計算書類の承認が社員総会において否決されたとぎはどうなるか。計

算書類が確定しないことはいうまでもないが，さらに業務執行者の解任によってそ

の解決をはかることができる。なぜなら，業務執行者の解任は前述の如く，この計

算書類の承認決議と同じ通常決議の方法によって行なうことができるからである

（Hamiaut，1．P。75）。

　　　3．社員に対する報知　　（1）社員に以上のような計算書類の承認権がみと

められていることと関連して，この権利を有効適切に行使させるため，本条はさら

に社員の報知権（droit　d’informat10n）をみとめている。まず第1に，財産目録

をのぞき，総会の承認に従うべき計算書類，提案された決議の案文ならびに会計監

査役のおかれているときはその報告書は，総会の会日から少なくとも15日前に社員

に送付しなければならない。この送付は会社の義務であって，社員からの請求の如

何にかかわらずこれを行なわなければならない。

　　送付から除かれた財産目録については，上と同一の期間中，本店において社員

の閲覧に供しなければならない。ただし，財産目録は秘密性をもつ書類であり，競

争者によって利用されるおそれがあるので，これを謄写することは許されない（2

項，令36条）。以上の規定に違反してなされた総会の決議は無効となる。この無効

は，送付された書類が不十分であるため社員が総会に有効に参加することができな

かった場合にも宣告される（Ripert　par　Roblot，p。515）。

　　（2）上の書類の送付または閲覧によっても不分明な点については，すべての社

員は会日の少なくとも15目前に書面により質問を提出する権利を有し，この質問に

対しては，業務執行者は総会の開会中に口頭で回答しなければならない（3項）。

　　（3）さらに社員は，いつでも，自ら本店において最近3営業年度に関する会社

書類，すなわち当期純損益計算書，損益計算書，貸借対照表，財産目録．総会に提
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出した報告書，総会の議事録を閲覧することができる。財産目録をのぞき，この閲

覧権には謄写権を含む（4項，令33条1項）。社員の閲覧権を実効あらしめるため，

社員はこの権利を行使するに当り，控訴院または地方裁判所の作成した名簿に登録

されている専門家の補助を受けることができる（令33条2項）。

　　以上の規定はすべて強行規定であり，これに反する条項を定款に設けたとして

も，それは記載なきものとみなされる（5項）。

法第57条〔社員の決議方式〕

　①決議は総会においてなされる。ただし定款は，第56条第1項に定め

る決議を除き，決議の全部または一一部を社員の書面による協議によって

なしうる旨を定めることができる。

　②社員は命令の定める形式に従い，かつその期間をもって総会に招集

される・招集は業務執行者により，業務執行者が欠け，会計監査役がお

かれているとぎは，会計監査役によってなされる。

　③人数および資本の4分の1以上，または資本のみの半額以上に当た

る1人または数人の社員は，総会の招集を請求することができる。これ

に反する条項はすべて記載がないものとみなされる。

　④各社員は，総会を招集しかつその議事日程を定めるべき受任者の指

名を裁判所に請求することができる。

　⑤（1967年7月12目法律第67－559号により追加）《不正規に招集され

たすべての総会は，これを無効とすることができる。ただし無効訴権は，

すべての社員が自らまたは代理人によって出席していたときは，受理さ

れない。》

Loi　Art．57．一Les　d6cisions　sont　prises　en　assemb16e．Toutefois，
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1es　statuts　peuvent　stipuler　qu，a　1，exception　de　celle　pr6vue　a

1’articie　56，　alin6a　le「，　toutes　les　d6cisiOns　ou　CertaineS　d’entre

elles　pourront　etre　prises　par　consultation6crite　des　associ6s．

　Les　associ6s　sont　convoqu6s　aux　assemb16es　dans　les　formes　et

d61ais　pr6vus　par（i6cret．　La　convocation　est　faite　par　Ie　g6rant，

ou，a　d6faut，par　le　commissaire　aux　comptes，s’il　en　existe　un．

　Un　ou　plusieurs　associ6s　repr6sentant　au　moins　le　quart　en

nombre　et　en　capital　ou　la　moiti6en　capita1，peuventdemander　la

r6mion　dヲune　assemb16e．Toute　clause　contraire毎st　r6put6e　non

6crite．

　Tout　associ6peut　demander　en　justice　la　d6signation　d．’un　man・

dataire　charg6de　convoquer　Igassemb16e　et　de五xer　son　ordre　du

jour．

　（L．no67－559du12jui11．1967．）　《Toute　assemb16e　irr6guliらre。

ment　convoqu6e　peut　etre　amu16e．Toutefois1’action　en　mllit6

n’est　pas　recevable　lorsque　tous　les　associ6es　6taient　pr6sents　ou

repr6sent6S．》

令第38条〔招集の手続〕

　①社員は総会の会目の少なくとも15日前に書留郵便によって招集される。この

通知には議事日程を記載しなけれぽならない。

②特に重要とはされない雑件を除き，議事目程に記載される案件は，他の書類

を参照する必要なく，その内容および範囲が明瞭になるように記載しなけれぽな

らない。

③会社法第57条第4項に定める場合において，総会を招集すべき受任者は，即

決審理にもとづく商事裁判所長の命令によって指名される。

　D6c．Art．38．一Les　associ6s　sont　convoqu6s，quinze　jours　au　moins

avant　la　r6union　de1’assemb16e，par　Ie亡tre　recommand6e　Celle－ci　indique
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1’ordre　du　jour．

　Sous　r6serve　des　questions　diverses，　qui　ne　doivent　pr6senter　（lu’une

minime　importance，1es　quesfions　inscritesゑ1’ordre　du　jour　sont　libell6es

de　telle　sorte　que　leur　contenu　et　leur　port6e　aPParaissent　clai「ement・

sans　qu’il　y　ait　lieu　de　se　reporterゑdンautres　documents。

　Le　mandataire　charg6de　convoquer1’assemb16e，dans　le　cas　pr6vu　par

1’article57，alin6a4，de　la　loi　sur　les　soci6t6s　commerciales，est　d6sign6

parordonnance　du　pr6sident　du　tribunal　de　commerce　statuant　en　r6f6r6．

令第40条〔書面協議の手続〕

　①書面による協議の場合には，提案された決議の案文ならびに社員に知らせる

ことを必要とする書類は，書留郵便によって各社員に宛てこれを送付しなければ

ならない。

　②社員は，書面により議決権を行使するために，決議の案文を受領した目から

最少限15目の期間を与えられる。

　D6c．Art．40．rEn　cas　de　consultation6crite，1e　texte　des　r6solutions

propos6es　ainsi　que　les　documents　n6cessaires議1’information　des　associ6s

sont　adress6sゑchacun　de　ceux－ci　par　lettre　recommand6e．

　Les　associ6s　disposent　d’un　d61ai　minimal　de　quinze　jours，a　compter

de　la　date　de　r6ception　des　prolets　de　r6solution少pour6mettre　leur　vote

par6crit．

　〔解　説〕

　　　1．社員決議の方式　　有限会社における社員決議の方式としては，総会に

よる決議と書面による協議との2つの方法がみとめられている。このうち総会によ

る決議が通常の方式であり，かつ計算書類承認の場合（法56条1項）および後述の

少数社員による総会の招集請求のある場合には，必ず社員総会を開き，その総会に

おいて決議をなさなければならない。
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　　しかし，これら2つの場合を除いては，定款をもって決議の全部またはその→

部は書面によって協議すべき旨を定めることができる。1925年法（26条）が，社員

の数を基準として書面協議の方式を許していたのを廃止して，新会社法はこの点に

関する決定は定款の自由に任せている。

　　　2．書面協議の様式　　書面による協議の場合には，提案された決議の案文

ならびに社員の報知に必要な書類（すなわち，貸借対照表，当期純損益計算書，損

益計算書，業務執行者の報告書，会計監査役のおかれているときはその報告書）は，

書留郵便によって各社員に送付しなければならない（令40条1項）。

　　議決権の行使は，社員が会社から送付を受けた決議の案文自体または別紙に署

名してこれをなすが，この署名に付記して賛否を明らかにしなければならない。条

件付の投票は反対とみなされる。

　　社員の書面による投票がなされるべき期間は，決議の案文を受領した目から最

少限15目間であり（令40条2項），この期間を遵守しない投票は無効である。各社

員の回答はその立証のため議事録に添付しなければならない（令42条2項）。

　　　3．総会の招集　　（1）招集権者　　以上の書面協議と異なり，社員総会に

おける決議は，もちろん会議体の成立を前提とずるものであるから，まず総会の招

集手続がとられなければならない。

　　総会の招集権者は，原則として業務執行者であるが，業務執行者による招集が

欠けている場合において，会計監査役のおかれているときは，会計監査役が招集権

を有する（2項）。

　　また，人数および資本の4分の1以上，または資本の半額以上に当る1人また

は数人の社員は，会社に対し総会の招集を請求するごとができる（3項）。この請

求ありたるにもかかわらず，総会の招集権者により招集がなされないときは，その

参加の程度を問わず，すべての社員は，総会を招集しかつその議事目程を定めるべ

き受任者の指名を，即決審理で決定する商事裁判所長に対して請求することがでぎ

る（4項，令38条3項）。この場合には，その指名された受任者が招集権者となる。

　　（2）招集の手続および期間　　総会の招集手続および期間については命令に特
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別の定めが設けられている。まず，総会の招集は，総会の会日から少なくとも15目

以前に各社員に発送されるべぎ招集通知によって行なわれなけれぽならない。この

通知は書留郵便をもってなし，この書状には議事目程を明瞭に記載することを要す

る（令38条）。ここで明瞭にとは，雑件（questions　diverses）を除き，議事日程

として記載されるべき案件は，その内容および範囲について他の文書を参照せずと

も明白になるようにという意味である。

　　以上の招集通知と併行して，総会の決議に参加する社員に対して十分な情報を

えさしめるために，提案された決議の案文，業務執行者の報告書ならびに会社監査

役の報告書は，総会の会目の少なくとも15日前に各社員に送付しなければならない

とされている（令37条1項）。その他，総会に先立つ15目の間，これらの書類は本

店において社員の閲覧に供され，社員はこれを謄写することができる（令37条2

項）。

　　（3〉全員出席総会　　上に述べた総会の招集手続は法令に従って行なわれなけ

ればならず，これに違反して不適法に招集された総会における決議は，これを無効

とすることがでぎる。ただし，実際に社員全員が本店またはその他の場所に会合し

て決議をなすとぎは，法定の招集手続によらない場合でも決議は有効なものとし，

この無効訴訟は受理されない（5項）。けだし，全社員が決議に参加することは無

効訴権の放棄にひとしいものと考えられるからである（Cas＄civ．，4juin1946，」．

C．P．1947．2．13518）。

　　なお，ここで総会の決議はr無効とすることができる」（peutδtre　annu16e）

という表現は，次の2つのことを意味するものと思われる。1つは，この無効は報

知権を奪われまたは必要な形式に従って招集されなかった社員によってのみ請求で

きること。第2は，この無勅請求を審理する裁判所は，無効を宣告するか否かの自

由裁量権を有するということである（Vuillermet　et　Hureau・P・489）。
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法第58条〔社員の議決権〕

　①各社員は決議に参加する権利を有し，かつその保有する持分と同数

の議決権を行使することができる。

　②社員は，他の社員または自己の配偶者により自己を代理させること

ができる。

　③社員は，定款がとくに定めるときにかぎり，前項以外の者により自

己を代理させることができる。

　④社員は，その持分の一部について議決権を行使するために受任者を

定め，他の部分について自ら議決権を行使することはできない。

　⑤本条第1項，第2項および第4項の規定に反する条項は，すべて記

載がないものとみなされる。

　：Loi　Art．58．一Chaque　associ6a　droit　de　participer　aux　d6cisions

et　dispose　dヲun　nombre　de　voix6gal　a　celui　des　parts　sociales

qu，il　possさde。

　Un　associ6peut　se　f3ire　repr6senter　pαr　un　autre　associ60u

parsoncon30inし

　11ne　peut　se　faire　repr6senter　pa】f　une　autre　personne　que　si

les　statuts　le　permettenし

　Un　associ6ne　peut　constituer　un　mandataire　pour　voter　du　chef

d，une　partie　de　ses　parts　et　voter　en　personne　du　chef　de　1’autre

partie．

　Toute　clause　contraire　aux　dispositions　des　alin6as　le「，2et4ci・

dessus　est　r6put6e　non6crite．

令第39条〔議決権の代理行使〕

①社員の代理権の委任は総会ごとに与えることを要する。ただし，同目または

7目の期間内に開催される2つの総会については，これを与えることがでぎる。
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　②ある総会のために与えられた委任は，同一の議事日程をもって招集される継

続会に及ぶものとする。

　D6c，Art．39．一Le　mandat　de　repr6sentation　d’un　associ6est　donn6

pour　une　seule　assemb16e．　11peut　cependantδtre　donn6pour（leux

assemb16es　te登ues　le　mδme　jour　ou　dans　un　d61ai　de　sept　jours．

　Le　mandat　donn6pour　une　assemb16e　vaut　pour　les　assembl6es　succe・

ssives　convoqu6es　avec　le　meme　ordre　du　louL

令第41条〔総会の議長〕

　①社員総会は，業務執行者が議長としてこれを主宰する。業務執行者が数人あ

るときは，その中の1人が議長となる。業務執行者のいずれも社員でないときは，

持分の最多数を有しまたは代理する者で，総会に出席しかつ就任を受諾した社員

が議長となる。

　②同数の持分を有しまたは代理する2人の社員が就任を受諾したときは，総会

の議長職は年長者がこれを行なう。

　D6c．Art．41rL’assemb16e　des　associ6s　est　pr6si（16e　par　le　g6rant　ou

par1’un　des　g6rants．　Si　aucun　des　g6rants　n’est　associ6，elle　est　pr6sid6e

par1’associ6pr6sent　et　acceptant　qui　possさde　ou　repr6sente　le　plus　grand

nombre　de　parts　sociales。

　Si　deux　associ6s　qui　possさdent　ou　repr6sentent　le　meme　nombre　de

parts　sont　accertants，1a　pr6sidence　de　rassemb16e　est　assur6e　par　le

Plus　ag6。

令第42条〔議事録〕

　①社員総会のすべての審議は，議事録によってこれを確認しなけれぽならない。

議事録には，開催の日時および場所，議長の氏名および資格，出席または代理さ

れた社員の氏名および各社員の持分の数，総会に提出した書類および報告書，討
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議の概要，採択に付された決議の案文および決議の結果を記載しなけれぽならな

いo

　②書面協議の場合においては，議事録にその旨を記載し，議事録には各社員の

回答を添付しなければならない。

③議事録は，業務執行者により，また必要あるときは会議の議長によって作成

されかつ署名されなければならない。第10条および第11条の規定は，議事録に適

用される。

　D6c．Art．42．一Toute　d61ib6ration　de1シassemb16e　des　associ6s　est　con－

stat6e　par　un　procさs・verbal　qui　indi（1ue　la　date　et　le　lieu　de　r6union，1es

nom，pr6noms　et　qualit6du　pr6sident，les　nom　et　pr6noms　des　associ6s

pr6sents　ou　repr6sent6s　avec　rindication　du　nombre　de　parts・sociales

d6tenues　par　chacun，1es　documents　et　rapports　soumis　a1ヲassemb16e，un

r6sum6des　d6bats，1e　texte　des　r6solutions　mises　aux　voix　et　le　r6sultat

des　votes．

　En　cas　de　consultation6crite，il　en　est　fait　mention　dans　le　procさs－

verbal，auquel　est　annex6e　la　r（lponse　de　chaque　associ6．

　Les　proc6s－verbaux　sont　6tablis　et　sign6s　par　les　g6rants　et，　1e　cas

6ch6ant，par　le　pr6sident　de　s6ance．Les　dispositions　des　articles10　et　11

1eur　sont　apPlicables．

令第53条〔違反ある場合の制裁〕

（1968年1月2目命令第68－25号により改正）

第37条，第40条および第42条の規定の違反は，400フラン以上2，000フラン以下

の罰金に処する。

　D6c．Art．53．一（D6cL　nQ68－25du2janv．1968）Toute　infraction　aux

dispositions　des　articles37，40et42ci・dessus　sera　punie♂1me　amende　de

400F　a2．000　F．
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　〔解　説〕

　　　1．議決権　　すべての社員は，その有する持分の数の多少に関係なく決議

に参加することができ．かつその議決権は持分の数に比例する（1項，すべての持

分は同一の名義価額を有する）。定款をもってするも．これと異なる条項，たとえ

ぱ，一定数の持分を有する社員に対してのみ総会の出席権を与えたり，議決権のな

い持分または複数議決権を有する持分をみとめることは許されない（5項）。

　　この点において，通常総会に参加する権利を株式の最少数の保有にかからしめ

たり（法165条1項），一定条件の下で複数議決権をみとめる（法175条1項）株式

会社法よりも，より厳格な平等主義が貫かれている。これは社員相互の関係におい

て，社員の人格が重要性を有する有限会社の性質から是認されたものである。

　　　2．議決権の代理行使　　（1）代理人の資格　　社員は自ら議決権を行使す

ることができるだけでなく，原則として，代理人により議決権を行使することがで

きる。ただし，この原則が無条件にみとめられるのは，当該会社の社員または自己

の配偶者を代理人とする場合のみであって（2項），その他の者による代理行使は．

定款がそれを許している場合にかぎりみとめられる（3項）。この制限は，有限会

社の閉鎖的な性格から，会社にとって好ましくない者による議決権行使を防止する

ためである。

　　（2）代理権授与の形式　　代理権の授与は，通常は委任状（procuration）に

よって証明されるものと思われるが，株式会社の場合と異なり，有限会社において

は特にその旨の規定および委任状の方式を定めていない。株式会社に関する規定

に準拠して，その点に関する条項を定款に設けておくのが適当であると思われる

（Vuillermet　et　Hureau，pp。611，612）。

　　次に，代理権の授与は，原則として総会毎になされなければならない。ただし

例外として，同じ議事日程をもって招集された継続会，および議事目程は異なるが

同目または7目の期間内に開催される2つの総会（たとえば，年次総会と特別総

会）については．ごれを包括的に授与することができる（令39条）。

　　なお，議決権の一部代理はみとめられない。すなわち，社員はその持分の一部
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について議決権を行使するため代理人を定め，他の部分については自ら議決権を行

使することほ許されない（4項）。社員はその持分の全部について単一の態度をと

ることが要求されているのである。議決権の一部代理をみとめる定款の条項は記載

なきものとみなされる（5項）。

　　3．総会の議事　　社員総会の議事は，主に定款の規定または慣習によるべき

ものであるが，命令はこの議事との関連で議長および議事録に関して若干の規定を

設けている。

　　まず，総会の議長は，業務執行者が社員であるときは業務執行者がなる。業務

執行者が数人あるときは，そのうちの1人が議長として互選される。業務執行者の

いずれもが社員でないときは，持分の最多数を保有しまたは代理する者で，総会に

出席しかつ就任を受諾した社員が議長となる。この場合，同数の持分を保有または

代理する2人の社員が同時に就任を受諾したときは，そのうちの年長者が議長とな

る（令41条）。

　　次に，その議事については，業務執行者により，業務執行者が議長でないとき

は会議の議長により，議事録が作成され，かつ署名されなけれぽならない。議事録

には，総会開催の目時，場所，議長の氏名および資格，出席または代理された社員

の氏名および各社員の持分の数，総会に提出した書類および報告書，討議の概要，

採択に付された決議の案文および決議の結果を記載しなければならない（令42条

1項）。

　　決議が書面協議によってなされた場合には．その旨が議事録に記載され．議事

録には各社員の書面による回答が添付されなければならない（令42条2項）。もっ

とも，この回答は全社員の署名ある1枚の書類によって表示することもできる

（Vuillermet　et　Hureau，p．613）。

　　その他，登記簿への登記および抄本の作成は，合名会社に関する命令第10条お

よび第11条が準用されている（令42条3項）ので，その項の解説を参照されたい。
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法第59条〔通常決議〕

　①総会または書面協議による決議は，資本の半額以上に当る1人また

数人の社員の賛成によって成立する。

　②前項の多数決がえられないときは，定款に別段の定めのない限り，

社員は再び招集されるか，または協議を求められる。その決議は，代表さ

れた資本の割合に関係なく，行使された議決権の過半数で行なわれる。

　：Loi　Art．59．一Dans　les　assemb16es　ou　lors　des　consultations6cri．

tes，1es（i6cisions　sont　a（iopt6es　par　un　ou　plusieurs　associ6s　repr6．

sentant　plus　de　la　moiti6du　capital　socia1．

　Si　cette　majorit6ゴest　pas　obteme，et　sauf　stipulation　contraire

des　statuts，1es　associ6s　sontンselon　les　cas，convoqu6s　ou　consult6s

une　seconde　fois，et　les　d6cisions　sont　prises　a　la　majorit6des

votes6mis，quelle　que　soit　la　portion　du　capital　repr6sent6e．

　〔解　説〕

　　　1．通常決議の要件　　総会による決議か書面による協議か，その社員決議

の形態の如何を問わず，資本の半額以上に当る社員の賛成がなけれぽ有効に成立し

ない決議を通常決議または普通決議という。具体的には，計算書類の承認，配当金

の分配，業務執行者または会計監査役の選任・解任，自己取引の承認などがこの決

議の対象となる。

　　ここにいうr資本の半額以上に当る社員の賛成」という表現の意義については

従来学説が分れ，あるいは人数と資本の双方において過半数に当る社員の賛成があ

ることを要するとし，あるいは資本の半額以上に当る社員が出席して，その議決権

の過半数の賛成があれば足りるとする見解があった。そこで新会社法は，これを明

確にするためr1人または数人の社員」という語句を付加して，人数に関係なく資

本の半額以上に当る社員が出席しかつ賛成すれば，それはたとえ1人の社員であっ
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ても決議は有効に成立する旨を明規した。

　　立法者は，おそらく有限会社の人的性格が次第に消滅しつつあることを根拠に

この解決を示したものと思われるが，しかし，人数と資本との二重の過半数の要求

は，会社の非人的性格がより一層強く示されている株式会社の通常決議においても

維持されていることを考えれば（法155条参照），果してこの解決が妥当かどうか疑

問であると批判する説がある（Rousseau，n。52）。

　　2．第2回の決議　　第1回の決議において資本の半額以上に当る社員の賛成

がえられなかったときは，あるいは新に総会を招集し，あるいはさらに書面による

協議を求めることにより，第2回の社員の決議を行なうことができる。この場合の

決議は，代表された資本の額には関係なく，もっぽら行使された議決権の過半数に

よって決せられる（2項）。

　　ただし，定款をもって，第2回の決議の可能性を排除し，またはその決議の成

立に必要な多数につき格別の定めをしたときは，それに従わなければならない。

　　3．絶対的過半数と相対的過半数　　つまり，前述の如く有限会社の資本はこ

れを均等額の持分に分け，しかも各持分には1個の議決権が与えられているから，

第1回の決議について要求されるr資本の半額以上に当る社員の賛成がある」場合

とは，全議決権の過半数を有する社員の賛成という意味であり，第2回の決議に要

求される条件は，資本に関係なく，行使された議決権の数のみが基準とされ，その

過半数の賛成があれぽよいことになる。

　　たとえば，1持分の名義価額が100フランで100持分に分割される資本額1万

フラソの有限会社においては，第1回の決議が有効に成立するためには最低51議決

権を有する1人または数人の社員の賛成をえなければならない。これに反して，第

2回の決議においては，行使された議決権の数が基準とされるから，それがたとえ

全持分数（全議決権数）の過半数にみたない40議決権が行使されたときでも，21議

決権を有する社員の賛成ボあれば決議は成立することになる。

　　その意味で，一般に前者の場合を絶対的過半数（majorit6absolue）とよび，

後者の場合を相対的過半数（majorit6relative）と称している。
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法第60条〔定款の変更〕

　①社員は，全員一致によらない限り，会社の国籍を変更することがで

きない。

　②前項以外の定款の変更は，資本の少なくとも4分の3に当る社員に

よって決定される。この多数決の条件を加重するすべての条項は記載が

ないものとみなされる。ただし，いかなる場合においても，多数決をも

って会社に対する社員の義務の増加を強制することはできない。

　Loi　Art．60．一Les　associ6s　ne　peuventンsi　ce　n，est　a　runanimit6，

changer　la　nationalit6（le　la　soci6t6．

　Toutes　autres　modi丘cations　des　statuts　sont　d6cid6es　par　les

associ6s　repr6sentant　au　moins　les　trois　quarts　du　capital　socia1．

Toute　clause　exigeant　une　majorit6plus61ev6e　est　r6put6e　non

6crite．Toutefois，en　aucun　cas，1a　majorit6ne　peut　obliger　un

associ6a　augmenter　son　engagement　socia1．

　〔解　説〕

　　　1．特別決議の要件　　合名会社においては，定款の変更は総社員の同意を

必要とするが，有限会社では株式会社におけると同様に，原則として社員の多数決

による定款の変更がみとめられている。これは会社契約の尊重よりも法人格の存続

の要求の方がより重要であると考えられたからである（Ripert　par　Roblot，p．519）。

　　ともかく，会社はその目的を変更したり，本店を移転したり，存続期間を伸縮

したり，資本の増加・減少をしたり，持分の譲渡に関する定めを変更したり，会社

の合併または組織変更を決議する場合には，社員の多数決によってこれを行なうこ

とができる。しかし，かような事項は会社にとってぎわめて重要なものであるから，

前条の通常決議によることは不適当であり，とくに多数決の条件が加重された特別

決議が要求される。すなわち，定款の変更は，原則として資本の4分の3以上に当
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る社員によって決議しなければならない（2項）。

　　1925年法の下では，これがr資本の4分の3以上に当る社員の過半数」と規定

され，入数（社員の過半数）および資本（4分の3以上）についての二重の多数が

要求されていたのであるが，新会社法は有限会社の人的性格の稀薄化と株式会社へ

の傾斜を強調し，資本における多数のみを考慮するに至った。したがって，法文上

は《αssoci6s》として複数形が使われているが，もし資本の4分の3以上を1人の

社員が有している場合には，この1人の社員だけで定款の変更を決定することがで

きる（RipertparRoblot，r．519）。

　　定款変更に関する決議の要件は，これを加重することはできない（2項）。法

文上はこの加重禁止のみが規定され，軽減に関する定めがないため，この点に関す

る解釈の対立がみられる。すなわち，ある説は軽減は禁止されていないものと解す

る（Ripert　par　Roblot，P．519，Hamiaut，1。P．80）のに対し，他の説は，この

規定は強行規定たることを示すものとして，加重のみならず軽減も禁止したものと

解釈している（Vuillermet　et　Hureau，P。613）。

　　　2．多数決権限の制限　　多数決による定款変更の権限は2つの法定の制限

を受ける。1つは会社の国籍を変更する場合であり，他は会社に対する社員の義務

を増加する場合である。いずれも多数決をもってこれらの事項を決議することはで

きず，総社員の合意が要求される。

　　会社の国籍の変更とは，会社がその本店を外国に移転し，会社をフランス法以

外の法律により規律せられる会社に変更することを決定する場合である。

　　社員の義務の増加とは，たとえば，資本の増加に当り，新たな持分を引受けな

い者はその権利の全部または一部を失うべき旨を定めるように，何らかの形で社員

をして会社に新な財産を醸出することを強制する場合とか，有限会社を他の種類の

会社，とくに合名会社や合資会社などの人的会社に粗織変更することにより社員の

責任を加重する場合などがこれに当る。

　　　3．定款変更の公示　　定款の変更は，法定公報における告示（avis）の対

象となる。次いで，商業登記簿における会社の登記事項の変更を行なうために・業
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務執行者は社員の決議後1ヵ月の期間内に，この決議の謄本，新定款1通，および

行なわれたすべての行為を記載し，これにより定款の変更が適法に行なわれたこと

を証明する申告書を書記局に提出しなければならない。

　　定められた手続のいずれかが行なわれないとき，または不適法に履践されたと

きは，業務執行者または会計監査役の責任が生ずる（法7条2項）。さらに，定款

の変更は商業登記簿に登記されないかぎり，これをもって第三者に対抗することは

できな：い　（Ripert　par　Roblot，P．519）。

法第61条〔資本増加と金銭出資〕

①金銭出資持分の引受による資本増加の場合には，第38条第2項の規

定が適用される。

　②前項の引受による資金の払戻は，その寄託後少なくとも3目を経過

しなければ，会社の受任者によりこれを行なうことはでぎない。

　③資本増加が資金の最初の寄託のとぎから6ヵ月の期間内に完了しな

いときは，第39条第2項の規定を適用することができる。

　Loi　Art．61．一En　cas　d’augmentation　de　capitalpar　souscription

（ie　parts　sociales　en　num6raire，1es　dispositions　de1’article38，

alin6a2，sont　apPlicables．

　Le　retrait　des　fonds　provenant　de　ces　souscriptions　ne　peut　etre

effectu6par　le　mandataire　de　la　soci6t6que　trois　jours　francs　au

moinsaprさsle皿d6P6t．

　Si17augmentation　du　capital　n’est　pas　r6alis6e　dans　le　d61ai　de

six　mois　a　compter　du　premier　d6p6t　de　fonds，il　peut　etre　fait

apPlication　des　dispositions（le　rarticle39，alin6a2．
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　〔解　説〕

　　　1．有限会社と資本の増加　　有限会社においては，その資本の増加をみと

むべき実際上の必要がとくに大きい。この会社においては，前述の如く，社員の持

分は会社の設立前に全部一度に履行しなければならないから，会社の設立に当りそ

の資本の額を事業の開始に必要な限度に止めておく限り，事業の発展に伴う新資本

の必要はこれを以後の資本増加に求めるほかはない。ことに有限会社は借入金によ

り新資金を獲得することはできるが，公募か私募かを問わず，すべての場合に有価

証券としての社債を発行して借入をなすことは許されていないから（法42条参照），

長期かつ多額の資金の需要は，これを資本増加に求めるしか方法はないからである。

　　広い意味における資本の増加は，準備金を資本に組入れることによる増加，あ

るいは既存の持分の名義価額を増加する方法も含めて理解されるが，もっとも簡単

でかつ実際上もっとも多く行なわれるのは新持分の発行の方法であり，法がとくに

資本の増加として規制の対象としているのもこの方法である。

　　　2．資本増加の手続　　（1）資本増加の決定　　有限会社においては，その

資本の増加は定款の変更を生ぜしめるので，定款変更に必要な特別決議，すなわ’ち，

資本の4分の3以上に当る1人または数人の社員の決議（総会または書面協議）に

よらなければならない（法60条参照）。この決議によって資本増加の原則および態

様を直接に決定しなければならない。業務執行者に対してかかる行為の決定を委譲

することはできない。社員はせいぜい業務執行者に対し一定の実施細目の決定（た

とえぽ，資金の寄託場所の決定）を委託することができるにすぎない（Vuillermet

et　Hureau，p．623）。

　　（2）新持分の引受　　本法は株主にみとめられるような持分の優先引受権につ

いて何ら明規していない。したがって，社員は法律上当然に持分の優先引受権は有

しないが，定款または資本増加の社員決議において，社員にかかる権利を付与する

ことはできる。この場合には，株主の新株引受権に関する規定が類推適用されなけ

ればならない。これに反して，社員に優先引受権が与えられなかった場合において

は，持分の引受は次のように行なわれる。
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　（a）持分が第三者によって引受けられるときは，第三者は持分の取得者として社

員の承認をえなければならない。いいかえれば，第三者に持分を譲渡する場合と同

様に，資本の4分の3以上に当る社員の過半数によって承認されることを要する。

　（b）新持分のすべてが旧社員によって引受けられるときは，その配分は資本増加

自体と同じ多数をもって（資本の4分の3以上に当る1人または数人の社員の賛成）

決定することができる。配分は，各社員の権利に比例することを要しない。したが

って，いわゆる各社員のための優先引受権は存在せず，逆に，いかなる場合に：おい

ても，社員に対しその出資の割合によって引受を強制することはできない。なぜな

ら，それは社員の義務の増加となり，総社員の合意なしにはこれを行なうことはで

きないからである（法60条2項参照）。

　（e）引受が各社員の持分に厳密に比例して社員に留保されていないかぎり，新持

分の発行は，引受人と引受人でない社員との間の平等を確保するように，資本に対

比する準備金の割合に正確に一致する発行超過額をもって行なわなけれぽならない

（Vuillermet　et　Hureau，p．623）。

　　（3）払込　　金銭出資による資本増加の場合には，引受けられたすべての持分

は引受後直ちにその出資金額（名義価額，プレミアムのあるときはそれを加えた金

額）の全額を払込まねばならない（法38条1項）。払込金は，その受領した目から

1週間以内に，供託局，公証人または銀行に寄託しなければならない（1項が法38

条2項を準用）。

　　（4）公示　　資本の増加は，すべての定款変更に圃有な公示手続に従わなけれ

ばならない。商業登記簿の変更登記に伴う準則申告書（法6条1項参照）は，すべ

ての業務執行者によって署名されなければならない（令27条2項）。準則申告書に

は，とくにすべての持分が引受けられ全額払込済であることを記載し，かつ払込金

の受寄者を明示しなければならない（令27条3項）。

　　　3．払込金の返還　　会社が寄託した払込金は，商業登記簿への変更登記を

待つまでもなく，その寄託後少なくとも3日を経過した後には，会社の受任者（業

務執行者または特別に指名された代理人）によってその返還を受けることができる
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（2項）。払込金が余り長期間凍結されたのでは資金調達の意味がなくなるし，ま

た設立の場合に比べて会社財産の基礎は安定しているので，最初の資本の設定に関

する規定に比べて，ここでは若干の緩和がはかられているのである。

　　なお，資本の増加が払込金の最初の寄託のときから6ヵ月の期間内に完了しな

いときは，設立の場合と同様に，出資者は単独であるいはそれを代表する受任者に

より，その出資金額の返還の許可を裁判所に対して請求することができる（3項が

法39条2項を準用）。

法第62条〔資本増加と現物出資〕

　①（1967年1月4目法律第67－16号により改正）《資本の増加がその全

部または一部において現物出資により行なわれたときは，第40条第1項

の規定が適用される。ただし出資検査役は，業務執行者の請求にもとづ

き裁判所の決定によって選任される。》

　②会社の業務執行者および現物出資による資本増加を引受けた者は，

第三者に対し連帯して，その出資に与えられた価額について5年間責任

を負う。

　Loi　Art。62．一（：L．no67－16du4janv．1967）《Si1’augmentation

du　capital　est　r6alis6e，soit　en　totalit6，soit　en　partie，par　des　apPorts

en　nature，1es　dispositions　de1’article40，alin6a　le「，sont　apPlicables．

Toutefois，1e　commissaire　aux　apports　est　nomm6par　d6cision　de

justice　註1a　demande　d，un　g6rant。》

　Les　g6rants（1e　la　soci6t6et　les　personnes　ayant　souscrit　a1，aug・

mentation　du　capital　sont　solidairement　responsables　pendant　cinq

ans，a1’6gard　des　tiers，de　la　valeur　attribu6e　aux（iits　apPorts．
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　〔解説〕

　　　1．現物出資による資本増加　　資本の増加が，その全部または一部におい

て現物出資により行なわれる場合には，設立に関する場合と同様に，各現物出資の

評価は定款に記載され，かつ定款には出資検査役がその責任の下において作成した

報告書が添付されなければならない（1項が法40条1項を準用）。ただし設立の場

合と異なり，出資検査役は，業務執行者の請求にもとづき商事裁判所長がこれを選

任する。

　　出資検査役が評価した現物出資に関する報告書は，資本の増加決議を目的とす

る総会，または書面協議の少なくとも2週間前に社員に送付されるべき書類と共に

社員に送付されなければならない。社員の決議（資本の増加および現物出資の承認）

はこの報告書にもとづいて行なわれる。

　　　2．不当評価の責任　　現物出資が不当に評価された場合における責任につ

いても設立の場合と同様な規定が存するカミ（2項），ただ，責任を負うべき者の範

囲がより限定されていることに注意しなけれぽならない。すなわち，設立の場合に

はすべての社員にこの責任を負わせているのであるが，会社の存続中に行なわれる

現物出資については，これが社員の全員一致で承認されたときならともかく，多数

決によって承認された場合には，それに反対する社員やその決議に参加しなかった

社員を含めて，すべての社員にこの責任を負わせることは酷であるとの考慮から，

資本増加の場合には，会社の業務執行者および現物出資によって新持分を引受けた

者にかぎって，その出資に付された価額につき5年問連帯して責任を負うべき旨が

定められた（H：amiaut，1．P．81）。

　　業務執行者は社員であるか否かを問わない。けだし，業務執行者はその職務に

もとづき正確な出資の評価を確保すべき義務を負っているからである。5年の時

効の起算点は，商業登記簿に資本増加の登記をしたとぎからであると考えられる

（Vui11ermet　et　Hureau，p．625）。
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法第63条〔資本の減少〕

　①資本の減少は，社員総会の決議によらなければならない。総会は定

款変更に必要な条件に従いこれを決定する。資本の減少は，いかなる場

合にも社員の平等を害してはならない。

　②会計監査役がおかれているときは，資本減少の原案は命令の定める

期間内に会計監査役に通知されなければならない。会計監査役は資本減

少の原因および条件に関する自己の意見を総会に報告しなければならな

いo

　③総会が損失にもとづかない資本減少の原案を承認するときは，決議

の議事録を書記局に提出する潤以前に存する債権を有する債権者は，命

令の定める期間内に資本減少に対して異議を申立てることができる。裁

判所は決定により，異議を却下しもしくは債権の弁済を命じ，または十

分とみとめられる担保を提供したとぎは担保権の設定を命ずる。資本減

少の実行は，異議の期間中はこれを開始することがでぎない。

　④会社による自己の持分の買取は禁止される。ただし損失にもとづか

ない資本減少を決定した総会は，業務執行者が一定数の持分を買取り，

これを失効させることを許可することができる。

　Loi　Art．63．一La　r6duction　d皿capital　est　autoris6e　par　rassemb16e

des　associ6s　statuant　dans　les　conditions　exig6es　pour　la　modi一

丘cation　des　statuts．　En　aucun　cas，eIle　ne　peut　porter　atteinte　a

r6galit6（1es　associ6s．

　S7il　existe　des　commissaires　aux　comptes，1e　projet　de　r6duction

du　capital　leur　est　commmiqu6dans　le　d61ai　fix6par　d6cret．11s

font　coma宝treゑ1’assemb16e　leur　appr6ciation　sur　les　causes　et

conditions（1e　la　r6duction．

　Lorsque1’assemb16e　approuve　un　projet　de　r6duction　du　capita1
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non　motiv6e　par　des　pertes，1es　cr6anciers　dont　la　cr6ance　est

ant6rieure　a　Ia　date（1e　d6pδt　au　greffe　du　procさs。verba1　（ie　（161i－

b6ration　peuvent　former　opposition　a　la　r6duction　dans　le　d61＆i

五x6par　d6cret．Une　d6cision　de　justice　rejette1’oPPosition　ou

ordonne，soit　le　remboursement　des　cr6ances，soit　la　constitution

de　garanties，si　la　soci6t6en　offre　et　si　elles　sont　jug6es　sumsan－

tes．Les　op6rations　de　r6duction　du　capital　ne　peuvent　commencer

pen（iant　le　d61ai　d’oPPosition．

　：L，achat　de　ses　propres　parts　par　une　soci6t6est　interdit』Toutefois，

1’assemb16e　qui　a　d6cid6une　r6duction　du　capital　non　motiv6e　par

des　pertes　peut　autoriser　le　g6rant　a　acheter　un　nombre　d6termi－

n6（1e　parts　sociales　pour　les　annuler．

令第47条〔会計監査役に対する通知〕

　資本減少の原案は，会計監査役がおかれているときは，この原案について決定

するために招集される社員総会の会目の少なくとも45目前に，これを会計監査役

に通知しなければならない。

　D6c．Art．47．一Le　prolet　de　r6duction　du　capital　est　communiqu6aux

commissaires　aux　comptes，s7il　en　existe，quarante－cinq　lours　au　moins

avant　Ia　date　de　r6union　de　rassembl6e　des　associ6s　appe16e　a　statuer

sur　ce　projet．

令第48条〔自己持分の買取〕

　資本の減少が会社法第63条第4項に定める条件に従って決定されたときは，持

分の買取は，第49条に定める異議申立期間の満了のときから3ヵ月の期間内にこ

れを行なわなければならない。当該持分はこの買取によって失効する。

D6c．A枕．48．一Lorsque　la　r6duction　du　capital　a6t6d6cid6e　dans　les
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conditions　pr6vuesゑrarticle63，alin6a4，de　la　loi　sur　les　soci6t6s　com・

merciales，1，achat　des　parts　sociales　doitδtre　r6alis6dans　le　d61ai　de

trois　mois　a　compter　de1’expiration　du　d61ai　d’opposition　pr6vu　a1’article

49．Cet　achat　emporte　annulation　desdites　parts．

令第49条〔債権者の異議申立期間とその方式〕

　①資本減少に対する債権者の異議申立期間は，資本減少を決定した決議の議事

録を商事裁判所の書記局に寄託した目から1ヵ月とする。

　②前項の異議は，裁判外の送達証書によって会社にこれを通知し，かつ商事裁

判所に申立てなけれぱならない。

　D6c．Art．49．一Le　d61ai　d’oPPosition　des　cr6anciers議Ia　r6duction　du

capital　est　d’un　mois　a　compter　de　la　date　du　d6p6t　au　gre獄e　du　tri、

bunal　de　commerce，du　procさs・verbal　de　la　d61ib6ration　qui　a　d6cid61a

r6duction．

　L’oPPosition　est　signifi6e　a　la　soci6t6par　acte　extrajudiciaire　et　port6e

devanHe　tribunal　de　commerce．

　〔解　説〕

　　　1．資本減少の決議　　資本の減少はさまざまな理由および態様に従って行

なわれるが，これを大別すれば，損失にもとづく資本減少（r6duction　de　capital

pour　causes　de　pertes）と損失にもとづかない資本減少（r6duction　de　capital

nonmotiv6epardespertes）とぴこ分けることができる。前者は，たとえぽ，会

社の資産が損失により著しく減少し，長期にわたり利益配当をなしえない場合に，

会社がその欠損分に相当する資本を減少して欠損を消滅するとか，従来無配当であ

ったものを有配当とし，または低率配当を比較的高率配当にする目的のために行な

う減資がこれである。これに対し後者は，会社の資本が，その目的事業の遂行上多

過ぎるとき，その過剰資本を返還して資本総額を少なくする目的で行なわれる減資
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の場合などがこれに当る。なお，実際においては，資本減少と共に他方においてそ

れに応ずる資本増加がなされることがある。これは通常coup　dテaccod60nと呼ぽ

れる。

　　いずれの場合にせよ，資本の減少は定款の変更のために必要な多数決の条件，

すなわち資本の4分の3以上に当る社員により総会において決議しなければならな

い。原則として総会は直接に資本減少に関する事項を決定せねばならないが，業務

執行者に対してその細目事項の決定および減資の実行を授権することは可能なもの

と解せられる。けだし，本条第1項はrautoriser」の語を使用しているからであ

る（Vuillermet　et　Hureau，P，627）。

　　減資の方法としては，持分の名義価額の引下げおよび持分の消却による方法が

考えられるが，総会はいかなる場合においても，社員の平等を害するような資本の

減少を決議することはできない（1項）。その意味で，通常広く行なわれることが

予想されるのは，持分の名義価額の一律的引下げの方法であろう（Rousseau，n。

67）。

　　上に述べた総会の決議に先立ち，その会社に会計監査役がおかれているときは，

資本減少に関する原案を総会の会日の少なくとも45目前に会計監査役に通知しなけ

れぽならない（2項，令47条）。そして会計監査役はこの通知にもとづぎ調査した

上，資本減少の原因および条件に関する自己の判断を総会に報告し，総会はこの報

告にもとづいて決議しなければならない（2項）。会計監査役を介在させたのは，

資本の減少が会社にとって重大な事項であり，かかる重大な事項について社員の判

断を誤らしめないように会計専門家たる会計監査役の補助を受けさせる目的からで

ある。

　　　2．会社債権者の保護　　資本の減少が損失にもとづかざるときは，その減

資にさいして，会社は社員に対して金銭による償還または会社財産の付与（attri－

bution）を行なうことができる（Ripert　par　Roblot，P・520）。しかし会社財産は

会社債権者の共同担保であるから，社員が出資の期限前の一部償還を決定して資産

を減少することは，既存の債権者への支払を不安ならしめるおそれがある。かかる
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危険を防止し，会社債権者を保護するため，本条は会社債権者に対して異議申立権

を与えている。

　　すなわち，減資決議の議事録を商事裁判所の書記局に提出する日以前に存する

債権を有する債権者は，上の議事録を書記局に提出した目から1ヵ月以内に資本の

減少に対して異議を申立てることができる。異議の申立ては裁判外の送達証書によ

り会社にこれを通知し，かつ商事裁判所に申立てなければならない（3項，令49条）。

　　異議の申立を受けた商事裁判所は，決定によって異議を却下し，または資本の

減少が債権者の権利を害すると考えるとぎは，債権の弁済を命じ，あるいは十分と

みとめられる担保を会社が提供するときは，担保権の設定を命ずることができる。

この場合は，異議の申立期間が経過した後でなければ減資を実行することはできな

い（3項）。

　　　3．　自己持分の取得　　原則として，有限会社は自己の持分を買入れること

は禁止される。ただし，損失にもとづかざる資本減少の場合には例外として許され

る（4項）。たとえば，会社法第45条第4項に定める条件に従い，持分の譲受人の

承認を会社が拒絶した場合などである。・この種の場合には，会社は譲渡人たる社員

の同意をもってその社員の持分の名義価額について資本を減少し，かつ一定条件で

定められた価格によりその持分を買入れることができるρ

　　かように損失にもとづかない資本減少を決議した総会は，一定数の持分の買入

を業務執行者に対して授権することができる。この買入は，債権者にみとめられた

異議申立期間の満了のときから3ヵ月の期間内に行なわなけれぽならない。そして

持分は買入により当然に失効する（令48条）。

　　なお，明文の規定はないが，この買入は社員間の平等を尊重するため，すべて

の社員に提案されなければならない。いいかえれば，各社員に対し，その参加に比

例した持分数の買入が行なわれる可能性を与えなければならない（Richard，r。78，

Vuillermet　et　Hureau，p．628）。
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法第64条〔会計監査役の選任〕

　①社員は第59条に定める条件に従い，1人または数人の会計監査役を

選任することができる。

　②資本が命令の定める金額を超える有限会社は，少なくとも1人の会

計監査役を選任しなければならない。

　③資本が前項の金額を超えないときでも，会計監査役の選任は，少な

くとも資本の5分の1に当る1人または数人の社員によって，裁判所に

これを請求することができる。

　Loi　Art。64．一Les　associ6s　peuvent　nommer　m　ou　plusieurs

commissaires　aux　comptes　dans　les　conditions　pr6vues　a1’artide59．

　Les　soci6t6s　a　responsabilit61imit6e　dont　le　capital　excさde　un

montant　fix6par　d6cret，sont　tenues　de　d6signer　au　moins　m

commlssalre　aux　comptes．

　Meme　si　le　capital　n7excさde　pas　ce　montant，1a　nomination　dyun

Commissaire　aux　comptes　peut　etre　demand6e　en　Justice　par　m

ou　pluSieurs　associ6S　repr6sentant　au　moins　le　cinquiさme　du　capitaL

令第43条〔選任〕

　①有限会社は，資本カミ30万フラソを超えるときは，少なくとも1人の会計監査

役を選任しなければならない。

　②会社法第64条第3項に定められた場合には，会計監査役は即決審理にもとづ

く商事裁判所長の命令により指名される。

　D6c．Art．43．一Les　soci6t6s議　responsabilit6　1imit6e　sont　tenues　de

d6signer　au　moins　un　commissaire　aux　comptes　lorsque　le　capital　social

excらde300．000　F．

　Dans　le　cas　pr6vu議rarticle（逃，alin6a　3，de　la　loi　sur　les　soci6t6s
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commerciales，1e　commissaire　aux　comptes　est　d6sign6，s’il　y　a　lieu，par

ordonnance　du　pr6sident　du　tribunal　de　commerce　statuant　en　r6f6r6．

　〔解　説〕

　　　1．有限会社における会計監査　　1925年法の下では，有限会社における会

計監査は，少なくとも3人の社員から構成される監査役会（conseil　de　survei－

11ance）によって行なわれていた（32条）。この監査役会は，20人以上の社員から

成る有限会社においては強制的に設置が要求され，その他の会社においては任意的

とされていた。

　　ところが，この監査役会による監査は，実際には幻想的なものとなっており，

その効用が疑問とされていた。そこで新会社法は，有限会社における監査の実効を

確保するため，旧来の監査役会制度を廃止し，これに代えて会計監査役の制度を新

設した。この制度は株式会社にならったものであるため，有限会社の会計監査役に

ついては，株式会社の会計監査役に関する規定が多数準用され，しかも株式会社の

会計監査役については後に詳細に解説されるので，ここでは有限会社に特有な点に

ついてのみ解説するに止める。

　　　2．会計監査役の設置　　会計監査役は株式会社におけると異なり，必ずし

もすべての有限会社に必要な機関ではなく，次の場合にのみ，有限会社では会計監

査役を設置しなければならない。

　　（1）資本の額が30万フランを超える有限会社において，少なくとも1人の会計

監査役を選任しなければならない（2項，令43条1項）。

　　（2）資本の額が30万フラン未満の場合でも，有限会社では，次の方法により1

人または数人の会計監査役を選任することがでぎる。

　（a）会計監査役の設置を定款において定めた場合。この場合には，特別決議によ

ってこの定款を変更しないかぎり，会社は会計監査役を選任しなければならない

（Vuillermet　et　Hureau，p．619）。

　（b）資本の5分の1以上に当る1人または数人の社員により裁判所に対して会計
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監査役の指名を請求した場合（3項）。本条の文言からみて，かように裁判所に請

求できるのは1人の会計監査役の指名であり，複数の会計監査役の指名については

この方法によることができないものと思われる（Vuillermet　et　Hureau，p，620）。

（c）会計監査役の選任を定款において定めていないときでも，通常決議の方法に

より総会または書面協議によって社員が会計監査役の選任を決議した場合。

　　3．会計監査役の選任方法　　いずれの場合にしろ，会計監査役の選任は，

通常は会社法第59条に定める条件，すなわち通常決議の方法により総会または書面

協議によって行なわれるが（1項），裁判所に対して少数社員が会計監査役の指名

を請求したときは，会計監査役は即決審理にもとづく商事裁判所長の命令により選

任されなけれぽならない（令43条2項）。

法第65条〔会計監査役の任期・兼任禁止・退任後の就職制限〕

　①会計監査役は社員により3営業年度の任期をもって選任される。会

計監査役は第219条に定める名簿から選ばれなければならない。

　②次の者は会計監査役としてこれを選ぶことはできない。

　1Q業務執行者およびその配偶者

　2Q現物出資者，特別利益の受益者，および会社またはその業務執行者

　から定期的な報酬を受ける者，ならびにそれらの者の配偶者

　③会計監査役は，その職務の終了後5年間は，監査をした会社の業務執

行者となることはできない。同一の期間中，会計監査役は，その者が監

査した会社の資本の100分の10を有する会社またはその者が監査する会

社が資本の100分の10を有する会社の業務執行者・取締役・副社長・董

事会または監事会の構成員に選任されることができない。同様の禁止は

会計監査法人の社員にも適用される。

　④会計監査役を正規に選任することなくなされた決議，または本条の規
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Loi Art. 65.-Les commissaires aux comptes, qui doivent ~tre 

choisis sur la liste vis6e ~ l'article 219, sont nomm6s par les associ6s 

pour une dur6e de trois exercices. 

Ne peuvent ~tre choisis comme commissaires aux comptes : 

10 Les g6rants et leur conjoint ; 

20 Les apporteurs en nature, Ies b6n6ficiaires d'avantages par-

ticuliers et les personnes recevant de la soci6te' ou de ses g6rants 

une r6mun6ration p6riodique ainsi que leur conjoint. 

Pendant les cinq ann6es qui suivent la cessation de leurs fonc-

tions, Ies commissaires ne peuvent devenir g6rants des soci6t6s 

qu'ils ont contro^16es. Pendant le m~me d6lai, ils ne peuvent ~tre 

nomm6s g~rants, administrateurs, directeurs g6n6raux, membres 

du directoire ou du conseil de surveillance des soci6t6s poss6dant 

10 p. 100 du capital de la socie't6 contr616e par eux ou dont celle-

ci poss~de 10 p. 100 du capital. La m~me interdiction est appli-

cable aux associ6s d'une soci6t6 de commissaires aux comptes. 

Les d6lib6rations ptises ~ d6faut de d6signation r6guli~re de 

commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires 

nomm6s ou demeur6s en fonctions contrairement aux dispositions 

du pr6sent article, sont nulles. L'action en nullit6 est 6teinte, si 

ces d6lib6rations sont express6ment confirm6es par une assembl6e, 

sur le rapport de commissaires r6guli~rement d6sign6s. 
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　〔解　説〕

　　　1．会計監査役の資格　　会計監査役の資格については．能力（comp6tence），

独立（independance）などに関する条件が法定されている。

　　（1）まず能力については，専門的知識および能力を有する監査役によって監査

の実効をあげることを目的として，株式会社の場合と同様に，会計監査役はあらか

じめ名簿に登録された公認監査人（commissaires　agr6es）から選任されなければ

ならないとしている（1項が法219条準用）。もっとも，かかる規定を直ちに実施す

ることは，フランスにおける会社企業や会計監査人の実情からみて到底困難と思わ

れるので，経過措置として次のように定められている。すなわち，資本の額が30万

フランをこえる有限会社においては，少なくとも1人の監査役は1969年4月1目か

ら，すべての監査役は1972年4月1目から，資本の額が30万フラン未満の有限会社

においては，すべての監査役は1975年2月1目から，公認監査人名簿にもとづいて

選任されなければならない（法495条参照）。

　　（2）監査役がその行なう会計監査につきいかに専門的知識や能力に恵れていよ

うとも，監査役のおかれた地位が経済的に業務執行者に従属していたり，家族的血

縁関係のため，公正な監査を期待できないようでは，監査の効果をあげることが困

難である。そこで本条は，監査役の独立性を確保するため，次のような欠格事由

（incomPatibilit6）を設けた（2項）。これによれば，次に掲げた者は，何人も特定

の会社の会計監査役となることはでぎない。

　（a）業務執行者およびその配偶者。

　（b）現物出資者，特別利益の受益者，会社または業務執行者から定期的に報酬を

受けている者およびこれらの者の配偶者。

　　これらの欠格事由は，株式会社のそれと対比すれぽさほど厳格ではない。たと

えば，有限会社の場合には，業務執行者の配偶者のみを対象とし，4親等内の血族

および姻族にまで及んでいないからである（法220条対照）。この緩和は，有限会社

の閉鎖性・同族性にもとづくものと説明されている（Hamiaut，1．p．86）。

　　（3）さいごに，監査役の選任の際における欠格事由とは異なるが，やはり監査
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役の独立性の保障を目的として，監査役がその職務の終了後に一定のポストに就く

ことを禁止している（3項）。すなわち，会計監査役は，その職務の終了後5年間

は，被監査会社の業務執行者に就任することはできず，また被監査会社の資本の10

パーセントを有する会社または被監査会社が資本の10パーセントを有する会社の業

務執行者・取締役・副社長・董事会または監事会の構成員に就任することもできな

い。監査法人の社員にも同一の禁止が適用される。

　　　2．会計監査役の任期　　有限会社における会計監査役の任期は3営業年度

とする（1項）。任期が年（am6e）によらず，営業年度（exercice）によって算定

されているのは，会計監査役の職務は，第3営業年度の計算書類を確定する年次総

会の終結後に終了するものであることを明らかにするためである（Vuillermet　et

Hureau，p。497）0

　　　3．会計監査役の選任と社員決議　　つぎに，適法な監査役の選任が行なわ

れないままに総会の決議が成立したときは，その決議の効力はいかなる影響を受け

るかという問題がある。後述のように，総会の決議はあらかじめ会計監査役の作成

した報告書にもとづいて行なわれることが多いだけに重要な問題である。

　　本条は，会計監査役を適法に選任しないで行なわれた決議または本条の規定に

違反して（公認監査人からの選任および欠格事由）選任され，あるいは引続き就任

している会計監査役の報告書にもとづいて行なわれた決議は無効とする，としてこ

の問題の解決をはかっている（4項前段）。

　　ただしこの場合でも，後にその決議が適法に選任された会計監査役の報告書に

もとづいて社員総会により明示的に追認されたときは，無効訴権は消滅するものと

して，決議の璃疵を治癒するための道が開かれている（4項後段）。

法第66条〔会計監査役の権限等の準用〕

　①有限会社に特有な規定を除き，株式会社の会計監査役の権限，職務，

義務，責任，解任および報酬に関する規定は，有限会社に適用される。
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　②会計監査役は，遅くとも社員と同時に，総会または書面による協議

についての通知を受ける。会計監査役は総会に出席することができる。

③第56条第1項に掲げる書類は，命令の定める条件に従い会計監査役

の利用に供せられる。

　Loi　Arf．66．一Les　dispositions　concernant　les　pouvoirs，1es　fon－

ctions，1es　obligations，1a　responsabilit6，1a　r6vocation　et　la　r6mm・

6ration　des　commissaires　aux　comptes　des　soci6t6s　anonymes　sont

applicables　aux　soci6t6s　a　responsabilit61imit6e，sous　r6serve　des

rさgles　propres　a　celles－ci。

　Les　commissaires　aux　comptes　sont　avis6s，au　plus　tard　en　m6me

temps　que　les　associ6s，des　assemb16es　ou　consultαtions．11s　ont

accさs　aux　assemb16es．

　Les　documents　v圭s6s　a1’article56，alin6a　le「，sont　mis　a　la　di－

sposition　des　commissaires　aux　comptes　dans　les　cond圭tions　d6ter－

min6es　par（16cret．

　〔解　説〕

　　　1．株式会社法の準用　本条は，株式会社の会計監査役の権限，職務，義

務，責任，解任，報酬に関する規定を有限会社の会計監査役にも適用しているので

（1項），詳細については株式会社の会計監査役に関する当該解説を参照して頂き

たいのであるが，その他有限会社に特有な規定も若干存在するので，これを含めて，

ここでは簡単に有限会社における会計監査役の法的地位について概説しておきたい。

　　　2．会計監査役の職務権限　　会計監査役の基本的任務は，会計の監査と証

明であり，その相関的義務として社員に対する報告義務ならびに会計監査役が知っ

た犯罪行為を検察官に通告する義務が課せられている。

　　この職務を達成するため，法は会計監査役に対して一般的かつ恒常的な性格を

もつ若干の権限を付与している。その第1は，会計監査役がその任務の遂行におい
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て有益であると判断する一切の書類，とくに一切の契約書，会計帳簿，計算記録お

よび議事録などをその場で閲覧する権利がある。これらの検査は，親会社または子

会社に対しても行なうことができる。そして会計監査役は，その任務を遂行するた

め，監査役の責任において自ら選任する特定の専門家または協力者によって補佐を

受けることができる。

　　第2に，会計監査役は，その任務を遂行するために必要なすべての清報を，会

社の計算において行動した第三者から収集することができる。ただし，この情報を

収集する権限は，裁判所の許可を受けないかぎり，第三者の所持する書類，契約書

その他の文書の閲覧にはおよぽない。職業上の秘密は，裁判上の補助者による場合

をのぞき，これをもって会計監査役に対抗することはできない。

　　（2）次に，会計監査役は，おそくとも社員と同時に，総会または書面による協

議についての通知を受け，総会に出席することができる（2項）。これらの決議に

備えて，業務執行者は毎年社員の承認に従う計算書類を総会の招集の少なくとも45

目前に，営業年度の取引および会社の状況に関する報告書は招集の少なくとも20目

前に，それぞれ会社監査役の利用に供さなければならない（3項，令44条）。会計

監査役は，かように利用に供された計算書類が正規かつ真正に作成されたものかど

うかを検認しなければならない。

　　（3）これら一般的職務の外に，法は会計監査役に対して特別の報告義務を課し

ている。すなわち，会計監査役は，会社とその業務執行者または社員との間の自己

取引（法50条），資本の減少（法63条），資本の4分の3の喪失（法68条）・組織変

更（法69条），合併（法388条2項，377条）などの場合に特別報告書を作成しなけ

れぽならない。

　　また，業務執行者が総会の招集または書面協議を求めないときは，会計監査役

がこれを行なうことができる（法57条2項）。

　　　3．会計監査役の民事責任　　会計監査役は，その職務を行なうに当り犯し

た過失および慨怠（faute　et　n691igence）ぴこより生じた損害につき．会社および

第三者に対して責任を負う。ただし，会計監査役は，会社の業務執行者によりなさ
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れた違反行為については，それを了知していながら，これを総会に対する自己の報

告書において開示しなかった場合をのぞき，民事上の責任を負わない。会計監査役

に対する責任追求訴権は3年で時効消滅する。ただしその行為が重罪の性質を有す

るときは，10年の時効によって消滅する。

　　　4．会計監査役の解任　　会計監査役に過失または障害（faute　ou　empec・

hement）があるときは，総会は，その監査役を職務から解くことがでぎる。ここ

でいう過失とは，会計監査役がその義務を履行しないこと，またはその履行が不誠

実であることを意味する。これに対して障害については意味が明白ではないが，病

気などの身体上の障害のみならず，欠格事由に該当するといった法的障害を含めて

理解される。

　　　5．会計監査役の報酬　　会計監査役の報酬（honoraires）は会社の負担と

し，その報酬は命令の定める態様によって決定される。1969年8月12目の命令（69

－810号）は，その第119条から第126条にかけてこの報酬の態様および報酬額の料

率について詳細な規定を設けている。詳しくは株式会社の会計監査役の報酬の項で

解説されるので，ここでは次の点のみを明らかにするに止めたい。

　　第1に，報酬は会計監査役がその職務の執行にさいして行なった労働の対価と

して会社から支給されるものであるが，その外，会計監査役がその職務の遂行上負

担した旅費（frais　de　d6Placemert）や滞在費も会社によって償還される（119条）。

　　次に問題となっていた報酬の額については，被監査会社の貸借対照表に表示さ

れた資本および準備金の総額（当期純損益計算書の総額をこれに加えかつ営業年度

末の在庫品の価額を減じなけれぽならない）を基準とする料率表（ba企me）が作

られている（120条）。

法第67条〔違法配当金の返還請求〕

　①真実に取得された利益にもとづかない配当金を受領した社員に対し

ては，その返還を請求することができる。

312



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第67条

　②前項の返還請求訴権は，配当金の分配を実施したときから3年の期

間を経過したときに，時効により消滅する。

　Loi　Art．67㌦一La　r6p6tition　des　dividendes　ne　correspondant　pas

a　des　b6n6負ces　r6ellement　acquis，peut　etre　exig6e　des　associ6s

qui　les　ont　reGus．

　L’action　en　r6p6tition　se　prescrit　par　le　d61εしi　de　trois　ans　a

compter　de　la　mise　en　distribution　des　dividendes．

　〔解　説〕

　　　1．虚偽の利益配当　　（1）会社は真に利益を得た場合でなければ，社員に

対して利益配当をなしえないことはいうまでもないが，業務執行者が会社法第344

条以下に定める利益および配当に関する諸規定を遵守せず，配当すべき利益のない

にもかかわらず社員に分配したならぼ，その金額は虚偽の利益配当　（dividendes

丘ctifs）の性質を有する（法341条1項）。かかる虚偽の利益配当は社員および第三

者をして会社業務の真実の状態を誤認せしめ，人為的に会社の誤った信用を作り出

すことを可能ならしめる。かような会社自体を害するのみならず，会社債権者の担

保を減少し第三者をも害する不法な利益配当がなされた場合において，その善後処

置を定めるのが本条である。

　　（2）虚偽の利益配当に対しては，法は刑事的および民事的な両方面からの抑制

措置を講じている。

　（a）財産目録なくしてまたは虚偽の財産目録により社員に対し虚偽の利益配当を

なしたる業務執行者は，刑罰の制裁を受ける（法425条2号）。

　（b）業務執行者が虚偽の利益配当をなしたるとぎは，会社および第三者に対して

これによって生じた損害の賠償をなす義務を負う（法52条）。会計監査役がおかれ

ている場合において，会計監査役が財産目録および貸借対照表の不正規なることを

知りながら，これを社員に対する報告書に掲げなかったときは，会計監査役もまた
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その責任を免れない（法66条が法234条を準用）。

　（c）虚偽の利益配当を受けた社員はこれを会社に返還する義務を負う（1項）。

この返還訴権は虚偽の利益配当がなされたすべての場合にみとめられ，配当金を受

取った社員の善意，悪意を問わない。この点は1925年法（35条1項）を引継いでい

るわけであるが，ただ，この返還請求訴権の時効については，旧法では5年であっ

たものを3年に短縮している（2項）。この時効期間は配当金の分配を実施した目

から起算される。

　　　2．確定利息条項の禁止　　1925年法（34条）においては，一定条件の下に，

定款をもって，会社に利益がないにもかかわらず，一定率の利息の配当をなす旨を

定める，いわゆる確定利息条項（clause　d’int6rδts倣6s一わが国の建設利息に相

当する）の有効が法認されていた。しかし新会社法では，これは実質的には資本の

払戻となり，会社債権者の担保を侵害することになるという理由から禁止されたこ

とに注意しなけれぽならない（法348条参照）。今後は，かかる条項を定款に設けて

も，それは記載なきものとみなされる。

法第67条の2〔社員の破産・無能力・死亡〕

（1967年7月12日法律第67－559号により新設）

　①《有限会社は，社員の1人に生じた破産または無能力によって解散

しない。》

　②《有限会社は，定款に別段の定めのある場合を除き，社員の死亡に

よっても解散しない。》

　Loi　Art．67bis．一（L．no67－559du12Jui11．1967）《La　soci6t6a

responsabilit61imit6e　n’est　pas　dissoute　par　la　fai皿te　ou　rincapacit6

frappant1’un（ies　associ6s。》

　《Elle　n’est　pas　non　plus　dissoute　par　le　d6cさs　d’un　associ6，sauf
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stipulation　contraire　des　statuts．》

　〔解　説〕

　　　1．有限会社の不解散事由　　合名会社および合資会社と異なり，有限会社

は，社員個人について生じた破産，無能力または死亡によって解散しない。有限会

社における社員の人格は人的会社におけるほど重要ではないからである。

　　1966年法は，このことは有限会社の性格から論理的に生ずるものであるから明

文の規定を設けることは不要であるとして，1925年法（36条1項）に定められてい

た同旨の規定を削除したのであるが，その後，規定のないために生ずる議論を懸念

して，1967年7月12日の法律（11条）は，1966年法に第67条の2を加え，上に述べた

ような規定を再び設けるに至ったのである。ただ，無能力または破産の宣告を受け

た社員が業務執行者であるときは，他の社員は正当な事由あるものとして裁判所に

対して会社の解散を請求することカミできるし（Cass，com，20f6vrier1962・

R．D．C．1962，752），社員の死亡の場合においては，定款をもって会社の解散を

定めておくこともできる（2項）ことに注意しなけれぽならない。

　　なお，社員が死亡した場合には，会社は解散しないというのは，原則として持

分が死亡社員の相続人に移転することを意昧するものであるが，すでにみた如く，

そのさいに定款は持分の相続人を社員としてみとめるかどうかについて，他の社員

の同意にかからしめることができる（Vuillermet　et　Hureau，P・631）。

　　　2．一般的解散事由　　以上のように，本条では解散原因そのものは特に定

めておらず，すでに説明した社員の数が50人をこえるに至った場合（36条），資本

が最低資本額以下となったとき（35条），および次条で説明する資本の4分の3の喪

失の場合などの有限会社の特有な解散原因を除いては，解散原因一般はすべての商

事会社に共通する原因による。

　　会社の解散は2つの種類に分けることができる。1つは，一定事実の発生によ

り社員の意思とは無関係に法律上当然解散が生ずる場合であり，他は，社員の意思

の結果として，たとえば社員総会の決議または裁判所に対する解散請求により解散
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する場合である。

　　（1）第1種の解散事由としては，まず第1に会社の存続期間の満了がこれに当

る（民法典1865条1号）。会社の存続期間は社員が定款をもって自由に定めること

ができるが，この期間が満了するときは会社は法律上当然に解散する。次に，会社

目的を構成ずる活動または事業の完成（民法典1865条2号）によっても会社は当然

に解散する。会社目的の実現が不可能または不適当になったときも同様である。か

つて，1人の社員が全持分を取得した場合の，いわゆる一人会社の発生は会社の法

律上当然の解散原因とするのが判例および通説であったが，新会社法ではこれを否

定し，一人会社はその状態が1年の期間内に補正されない場合にかぎり，利害関係

人の請求にもとづき裁判所によって解散を命ぜられるものとした（法9条参照）。

　　（2）第2種の解散事由としては，社員の決議および裁判所の判決がある。社員

は定款変更に関する第60条第2項の規定により，いつでも会社の解散を決議するこ

とができる。その他，民法典第1871条によれば，存続期間の定めのある会社の解散

は，正当な事由のある場合にかぎりこれを裁判所に請求することがでぎるとされて

いる。何が正当な事由に当るか，したがって解散を判決するか拒絶するかは裁判所

の自由に決するところであるが，同条は，社員がその義務を履行せざる場合および

業務執行者の療疾により会社の業務執行に適せざる場合を例示している。社員間の

不和により共同事業が不可能になった場合などもこれに属する（Cass　com，16

mars1954，」．C．P．1954，2，8172；Paris，17novembre1965，D．S．1966・52）。

いずれにせよ，有限会社の裁判上の解散は，その原因の如何を問わず，商事裁判所

の専属管轄である（令51条）。

法第68条〔資本の4分の3の喪失〕

　①（1969年1月6目法律第69－12号により改正）《計算書類において

確認された損失にもとづき，会社の純資産が資本の4分の1未満になっ

たときは》，この損失を明らかにした計算書類の承認後4ヵ月以内に，社
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員は会社の存続期限前の解散を行なうべきか否かを決議しなければなら

ないQ

　②（1969年1月6日法律第69－12号により改正）《解散が定款の変更に

必要な多数をもって決議されないときは，遅くとも損失が確認された営

業年度に次ぐ2営業年度の終了までに，かつ第35条の規定の適用ある場合

を除ぎ，純資産が少なくとも資本の4分の1に均しい金額まで回復され

ない限り，会社は準備金をもって填補できない損失額と同額以上の資本

を減少する義務を負う。》

　③前2項に定める場合には，社員の採択した決議は，命令の定める方式

に従いこれを公示しなければならない。

　④業務執行者または会計監査役が決定を求めず，または社員が有効に

決議することがでぎなかったときは，利害関係人は裁判所に対し会社の

解散を請求することができる。

　⑤（1969年1月6目法律第69－12号により追加）《本条の規定は更生整

理中の会社，または請求の一時停止および負債の集合的決済手続に服す

る会社にはこれを適用しない。》

　Loi　Art．68．一（L．n。69－12du6janv。1969．）《Si，du　fait　de　pertes

constat6es　dans　les　documents　comptables，1’actif　net　de　la　soci6t6

devient　inf6rieur　au　quart　du　capital　socia1》，1es　associ6s　d6ci（1ent，

dans　les　quatre　mois　qui　suivent1’approbation　des　comptes　ayant

fait　apParaitre　cette　perte，s’il　y　a　lieu　a　dissolution　anticip6e　de

la　soci6t6．

　（L　nQ69－12du6janv．1969．）《Si　la　dissolut呈on　n’est　pas　pron－

onc6e　a　la　majorit6exig6e　pour　la　modification　des　statuts，1a

soci6t6est　teme，au　plus　tard　a　la　c16ture　du　deuxiさme　exercice

suivant　celui　au　cours（iuquel　la　constat且tion　des　peI’tes　est　inter一
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venue et sous r6serve des dispositions de 1'article 35, de r6duire 

son capital d'un montant au moins 6gal ~ celui des pertes qui 

n'ont pu ~tre imput6es sur les r6serves, si, dans ce d6lai, 1'actif 

net n'a pas 6t6 reconstitue' ~ concurrence d'une valeur au moins 

6gale au quart du capital social~ 

Dans les deux cas, Ia r6solution ado,pt6e par les associ6s est 

publi6e selon les modalit6s fix6es par d6cret. 

A d6faut par le g6rant ou le commissaire aux comptes de 

provoquer une d6cision ou si les associ6s n'ont pu d6lib6rer vala-

blement, tout int6ress6 peut demander en justice la dissolution de 

la soci6t6. 

(L. n' 69-12 du 6 janv. 1969) ~Les dispositions du pr6sent article 

ne sont pas applicables aux soci6t6s en 6tat de r~glement judiciaire 

ou ~ celles soumises ~ la proc6dure de suspension provrsorre des 

poursuites et d'apurement collectif du passif.>> 

A*~i~50~~'~ C~~~~ ･ ~~~(O;~:~*~(D'~:~~~:] 

(1969~~l2;~ 24~I ~~~A~ ~~69_1226~* ~-* J~ ~ -~1~~~lE) ~-~'-.--+~:~=~!~-* ~~V'~ ~~~~t~-.-'--~;* 

~~L~ ~~:~:~*~ ~~~~･ A~i~~~~~~i~~>i~~CCO4~~･6~ 1~i~~~i~~t~:.~ ~fA*~*:~~V ,* 
C, A*~hi~i~~68~~~ (~~1~~:) V*~~~)~)~h~:~)~:~~~~;~, ~;~~i ;~C~~:~f~~~~C~~~P~ 

~C_~~~~~;~~~~~/~¥~~:~~~~i~~*~~~",-A:~C~~~~L, ~:~~~~f~~~~:cO~f~~:~i~~II~f~)~='-'~-"-'-.~~~I~-*~~~:1 L, 

~>~)~j~i~;~=~-~--'~~-~)=;~~~'~'~'--.~~~~~~~i~:t~: k~~L~~ f~; ~ t~: V ' . 

D6c. Art. 50.-(D6cr. no 69_1226 du 24 d6c. 1969) <<Dans le cas oti, du 

fait de pertes constat6es dans les documents comptables, 1'actif net de 

la socr6t6 devlent mfeneur au quart du capital social, Ia d6cision des 

associ6s pr6vue ~ 1'article 68 (alin6a ler) modifi6 de la loi sur les soci~t~s 

conunerciales~ est publi6e dans un journal habilit6 ~ recevoir les annon-

ces 16gales dans le d~partement du si~ge social, d6pos6e au greffe du 

tribunal de commerce du lieu de ces si~ge et inscrite au registre du 
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commerce》

　〔解　説〕

　　　1。改正の経緯　　会社債権者の担保たる資本が，その4分の3を失うとい

う異常事態が発生した場合には，債権者を保護するため特別の措置を講じなければ

ならない。

　　1925年法（36条）は，この場合において，業務執行者は会社の解散を宣言すべ

ぎか否かの問題を決定するために社員に協議をなすことを要する。すべての場合に

おいて，社員の決議はこれを公示しなければならない。業務執行者が社員に協議を

なさない場合ならびに社員が適法に決議をなすことができないときは，すべての利

害関係人は裁判所に対し会社の解散を請求することがでぎる，としていた。

　　1966年法はこの点について重要な改正をもたらした。すなわち，資本の4分の

3の損失を明らかにする計算書類の承認後4ヵ月以内に，業務執行者は会社の解散

を行なうか否かを決定するため，社員にこれをはからなければならない。解散が決

議されないときは，資本は直ちに確認された損失と同額まで減少しなければならな

い。両者の場合とも，その決議は公示しなければならない。業務執行者が社員に決

議を求めないときまたは決議が有効になされないときは，すべての利害関係入は，

裁判所に対し会社の解散を請求することができる，として，資本の4分の3の損失

が確認されたときは，社員はもはや会社を解散するか否かの自由はなく，解散しな

い後者の場合には資本を減少しなければならないとした。

　　しかし，この規定も1969年1月6目法（69－12号）によって再び改正されるに

至った。以下ではこの改正規定に従って解説する。

　　　2．資本の4分の3の損失とその措置　　（1）まず改正規定は，資本の4分

の3の損失の意義を明確にするため，この表現に代えて，計算書類において確認し

た損失から，会社の純資産が資本の4分の1未満となったときは，この損失を明ら

かにした計算書類の承認後4カ月以内に，社員は会社の期限前の解散を行なうか否

かを決定しなければならないとした（1項）。ここでいう会社の純資産とは，計算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　319



　有　限　会　社

書類上の純資産（actif　net　comPtable）であって，真実の純資産（actif　net　r6e1）

を指すものではない。いいかえれば，それは営業価額であって清算価額をいうもの

ではない　（H6mard．Terr6et　Mabilat，：Les　dixiさme　et　onziさme　r6formes　du

droit　des　soci6t6s　commerciales，Rev　Socりp．41）。表現は変ったが，その実質

においては何らの変更はなく，会社の純資産が資本の4分の1未満になったときと

は，資本の4分の3を超える損失の場合と異なるものではない。

　　（2）以上の場合に，社員が会社の解散を決議する場合には，定款変更について

要求される多数をもってこれを行なわなければならない（2項）。しかし反対に，

社員が会社の継続を決定した場合，あるいはこの多数が充足されなかった場合には，

会社は継続ずる。ただしこの場合には，損失が確認された営業年度に次ぐ2営業年

度の終了までに，この期間内に純資産が少なくとも資本の4分の1に均しい価額ま

で回復しなかったときは，会社は準備金をもって填補できない損失の額と少なくと

も均しい金額まで資本を減少する義務を負う。この要求は，かかる場合に会社に資

本の減少を義務づけることによって，事実を法に一致させることを配慮したもので

ある（Hamiaut，1．P．88）。この資本減少の決定が定款変更に必要な特別決議によ

って行なわれなけれぽならないことはいうまでもない。

　　もっとも，この改正規定は改正前の規定に比べて次の点に重要な変更がみられ

る。それは改正前の規定が，資本の4分の3の損失の場合に，社員が会社の解散を

決議しなかったとぎは，直ちに資本を減少する義務を負わせていたのに対し，新規

定は，大きな困難なしにはその資本を減少することができず，解散する以外に道の

ない若干の会社に対し猶予を与えるために，資本が法定最少限以下になった場合に

関する会社法第35条の規定を留保して，おそくとも損失が確認された営業年度に次

ぐ2営業年度の終了までに資本の減少を行なうことをみとめたことである。たとえ

ば，営業年度が年によっているとぎは，1968年に損失が確認されたとすれば，資本

の減少は1970年の終了前に行なえばよいことになる。

　　資本の4分の3の損失が会社法第35条に定める法定最少限以下に資本を減ずる

場合には，社員は1年の期間内に他の会社に組織変更を決議するか，法定最低限まで
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達するため資本増加を決議しないかぎり，裁判所の判決によって会社は解散する。

　　（3）業務執行者または会計監査役が会社の期限前の解散の可否に関する社員の

決定を求めなかった場合，および決定は求めたが社員が有効に決議できなかった場

合，すなわち定款の変更について要求される多数が，解散を決定するにも資本の減

少を決定するにも足りなかった場合には（Hamiaut，1。P。88，RipertparRoblot，

P・523），すべての利害関係人は裁判所に対し会社の解散を請求することができる

（4項）。この場合において，裁判所の会社解散の判決があるとぎは，これにより

会社は解散する。

　　（4）なお，改正規定は，本条は更生整理中にある会社または請求の一時的停止

手続および負債の集合的決済の手続（proc6dure　de　suspension　Provisoire　des

poursuites　et　d7apurement　collectif　du　passi｛）に服する会社には適用されない旨

の規定を新設した（5項）。この規定は，とくに会社が数年にわたる負債の整理を

予定する和議をえたとき，または会社の提案した負債の履行が承認された場合にお

いて，それにもかかわらず本条の適用にもとづき．資本の4分の3の損失が証明され

た場合には会社を解散せしめねばならないとすると矛盾が生ずるからである（H6－

mard．Terr6et　Mabilat．op．cit．，p。42）。

　　（5）会社の解散を決定した場合はもちろんのこと，社員が資本の4分の3の損

失にもかかわらず会社を継続すること，およびそれに伴う資本の減少を決定した場

合にも，第三者に対してその事実を知らしめるためにこれを公示しなければならな

い（3項）。この公示は，本店所在地の県内の法定公告掲載紙で公告し，本店所在

地の商事裁判所に寄託すると共に，商業登記簿に登記することによって行なわれる

（令50条）。

法第69条〔組織変更〕

　①有限会社から合名会社，合資会社，株式合資会社への組織変更は，

総社員の同意を必要とする。
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　②株式会社への組織変更は，有限会社がその最初の2営業年度の貸借

対照表を作成せず，かつ社員の承認をえなかったときは，定款の変更に

必要な多数をもってこれを決定することができない。ただしこれと同じ

条件の下での株式会社への組織変更は，最終の貸借対照表に表示された

純資産が500万フランを超えるとぎは，資本の過半数に当る社員により

これを決定することができる。

　③前項の決議を行なうに先立ち，登録された会計監査役は，会社の状

況に関する報告を行なわなければならない。

　④本条の規定に違反してなされた組織変更はすべて無効とする。

　Loi　Art。69．一La　transformation　d’une　soci6t6a　responsabilit6

1imit6e　en　soci6t6en　nom　collectif，en　commandite　simple　ou　en

commandite　par　actions，exige1’accord　unanime　des　associ6s．

　：La　transformation　en　soci6t6anonyme　ne　peutδtre　d6cid6e，き1a

majorit6requise　pour　Ia　modiHcation　des　statuts，si　la　soci6t6a

responsabilit61imit6e　n’a6tabli　et　fait　apProuver　par　les　associ6s

le　bilan　de　ses　deux　premiers　exercices．Toutefois，et　sous　ces

memes　r6serves，1a　transformation　en　soci6t6anonyme　peut　etre

d6cid6e　par　des　associ6s　repr6sentant　la　majorit6du　capital　socia1シ

si　ractif　net丘gurant　au　demier　bilan　excさde　cinq　millions　de

francs．

　La　d6cision　est　pr6c6d6e　du　rapport　d，m　commissaire　aux　com．

ptes　inscrit，sur1我situation（1e　la　soci6t6．

　Toute　transformation，effectu6e　en　violation　des　rさgles　du　pr6sent

article，est　nulle．

令第51条〔戴判上の解散〕

　（1968年1月2目命令第68－25号により改正）会社の裁判上の解散は，その原
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因の如何を問わず，商事裁判所の管轄とする。

　D6c．Art．51．一（D6cr．no68－25du21anv．1968）La　disssolution　ludiciaire

de　la　soci6t6ンpour　quelque　cause　que　ce　soit，est　de　la　comp6tence　du

tribunal　de　commerce．

　〔解　説〕

　　　1．　有限会社から他の種類の会社への組織変更　　本条は，有限会社から他

の種類の会社への組織変更に関する手続および要件を定めている。

　　（1）会計監査役の報告　　まず，有限会社がいかなる種類の会社に組織変更す

るかを間わず，すべての組織変更の決議に先立ち，会社の状態に関する会計監査役

の報告が行なわれなけれぽならない（3項）。これは社員の決議が十分な資料にも

とづいて慎重に行なわれることを期する新規定である。したがって，会社が会計監

査役をおいていないときでも，組織変更を行なうについては必ず会計監査役を選

任しなければならない（JulliotdelaMorandi肚e，p．400，VuillermetetHureau，

P．629）。

　　この場合の会計監査役の選任については，本法は規定を設けていないが，会社

法第219条に定める名簿（公認監査人の名簿）にもとづいて，適当な時期に選任す

べき配慮が業務執行者に課されているものと考えられる（Richard，P・81）。

　　（2）組織変更の決議　　以上の手続を経た上，社員は会社の組織変更を決議す

るわけであるが，その決議方法は変更すべぎ会社の種類によって異なる。

　（a）有限会社から合名会社，合資会社，株式合資会社に組織変更する場合には，

総社員の同意を必要とする（1項）。この場合に，将来の無限責任社員と有限責任

社員との間に何んらの区別も設けられていないことに注意しなければならない。

　　既に述べた如く，社員の義務を増加するには社員の多数決によることはできず，

総社員の同意を必要とするものであるから（法60条2項参照），有限会社の組織変

更の結果，社員が合名会社の社員ないしは合資会社の無限責任社員となる場合には
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この要件に該当するが，反対に，社員の義務の増加をきたさない合資会社の有限責

任社員または株式合資会社の株主となったときは，この要件は余りにも厳格すぎる

との批判がある。株式会社から合資会社または株式合資会社に組織変更する場合に

おける会社法第238条第2項と同様に，合資会社への組織変更については，無限責

任社員となるべき社員については全員一致，その他の社員については定款変更につ

いて要求される多数決の要件で，株式合資会社への組織変更については，定款変更

について要求される多数決をもって決定すべきであって，必要があれば，定款はか

かる旨の規定を設けることができるものと解する説がある（Hamiaut，L　p．90）。

　（b）次に，有限会社から株式会社への組織変更は，会社に対する社員の義務の増

加をぎたすものではないのが通常であるから，原則として，会社法第60条所定の定

款変更に関する社員の特別決議をもってこれを決定することができる。ただし，社

員によって承認された最終の貸借対照表に表示された純資産が500万フランをこえ

るとぎは，資本の過半数に当る社員によって決定することができる（2項）。後者

の場合における要件の緩和は，事業が繁栄し，その経済的な規模がより適当な法形

態を要求する有限会社においては，株式会社への組織変更は当然の帰結であるとす

る考え方に立っている。同様に，有限会社はその社員の数が50人をこえるときは，

株式会社に組織変更しなければならない（法36条参照）。

　　いずれの場合にも，有限会社が株式会社に組織変更するためには，さらに次の

条件が要求される。すなわち，最初の2営業年度の貸借対照表を作成し，かつこれ

が社員の承認をえていることである（2項）。この規定の目的は，はじめに有限会

社を設立し，そして直ぐに株式会社に組織変更することにより，株式会社の設立規

範が容易に潜脱されることを防止するためである。

　　なお，その他の条件として，かつて業務執行者は正当な事由のある場合にかぎ

り解任されること，および業務執行者が株式会社の取締役となった場合でも，有限

会社から株式会社への組織変更は，事実上業務執行者の解任として現象することを

理由に，有限会社から株式会社への組織変更には業務執行者の同意を必要とするも

のと解されていたのであるが，新会社法は，前に述べた如く業務執行者の解任には
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正当な事由の存在を要求しない解決をとっているため，現在ではこの条件は必要な

いものと解される（Hamiaut，1．P．90）。

　　（3）組織変更の効果　　以上の要件に違反してなされた有限会社の組織変更は

すべて無効である（4項）。この意味で，本条は強行規定の性格を有する。

　　なお，組織変更の効果に関して，かってその組織変更は新会社の設立をもたら

し，したがって会社の法人格の変更を結果するものなりや否やについて，とくに規

定のないために議論の対象とされていた。この点，新会社法は明文をもって，r適

法な会社の組織変更は，新しい法人格の創設を生ぜしめない」（法5条1項参照）

として法人格に変更なき旨を明規している。

　　　2．他の種類の会社から有限会社への組織変更　　本条は1925年法（41条）

と異なり，他の種類の会社から有限会社への組織変更については定めていない。も

っとも，株式会社から有限会社への組織変更については，会社法第236条ないし第

238条の規定が適用されるが，合名会社，合資会社から有限会社への組織変更につ

いては全く準拠すべぎ規定を欠いている。しかしそれ故に，かかる組織変更の可能

性は否定されるべきではなく，この場合には，当該組織変更があらかじめ定款をも

って定められ，かつ認許されている場合にかぎって肯定しうべきものと考える。な

ぜなら，この種の組織変更は単なる定款の変更に止まり，会社の法人格に変更を生

ずるものではないからである（Hamiaut，1．P．89）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《福井　守》
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